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第９日目（６月２０日） 

○副 議 長（峠 佳一君）  おはようございます。延会前に引き続き本会議を再開いた

します。 

ただいまの出席議員数は２９名であります。これから本日の会議を開きます。 

なお、松原良道君から通院治療のため午前中欠席、種村充夫君より公務のため午後欠席の

届けが出ております。これを許します。また、日本放送協会よりテレビ撮影の申し込みがあ

りましたのでこれを許します。 

（午前９時３０分） 

○副 議 長  本日の日程は一般質問とし、一般質問を続行いたします。 

 質問順位９番、議席番号１９番・笛木信治君。 

○笛木信治君  おはようございます。図らずも一般質問、第１日目、２日目と我が党議員

団がトップを承ることになりました。この責任の重大性を感じているところであります。通

告に基づきまして２点ほど市長のご所見をお伺いするものであります。 

１ 産直センターの創設で地域振興を 

 始めに産直センターの創設で地域振興をということであります。これはご承知のように農

業や他産業、観光と結んでこの地域の活性化を図るという上で、この産直センターが方々で

際立った役割を果たしているということがあります。この自然豊かな南魚沼市でありますが、

ここを訪れる観光客の皆さん、名所、古跡、様々な体験などを通じてやはりその地方の名物・

名産を求めるというのもひとつの大きな楽しみではないかと思うわけであります。ＮＨＫの

大河ドラマ放映化が決定されました。この南魚沼市を訪れる人もこれから増えてくると思わ

れるわけであります。そういう意味におきましてもこの様々な物産を一同に集めた産直セン

ターが求められていると思うわけであります。 

今、全国で産直センターが方々でできております。この近隣の市町村でもほぼないところ

はないというぐらいにあるわけでありますが、その地方の農業や産業、特産物そうしたもの

を一同に集めて販売しているわけであります。これはもちろん地元の消費者の皆さんもそこ

を訪れて買うわけでありますが、観光客の皆さんからも大変喜ばれているということが実態

であります。 

観光客の皆さんは、それぞれの地方を訪れてそこでの食べ物、どういうものが生産されて

いるか、また特産物としてはどういうものがあるのかということが、やはり大きな楽しみで

ありますから、そういうものが簡便に求められる、体験されるということが大事ではないか

と思うわけです。 

当市でもそれぞれ専門店があります。お菓子屋さんであるとか織物屋さん、あるいは焼き

物とかいろいろあるわけですけれども、ばらばらでありますから観光客の皆さんからすると

私は大変不自由ではないかという気がしております。 

そうしたことからこの本格的な産直センターを、南魚沼市でも創設したらどうかというこ

とであります。これは単に物産をそこに集めて観光客の利便を図るというだけではなくて、
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やはり例えば農産物でいいますと、それぞれ地域の皆さんがそれぞれ得意とするところの産

物があるわけです。きのこであるとかスイカであるとかいろいろあるわけでありますが、そ

うしたものをやはり持ち寄る。 

大量に２０アール、３０アールと栽培するのではなく、自分の家の消費のほぼ倍ぐらいを

作付けして、そこから余剰として出たものをそうしたところで集めて販売するということが

もし可能になれば、これは多くの農家の皆さんが小遣いとりの可能性が出てくるということ

でありますから、これは大変私はいいことだと思うわけであります。 

お六饅頭とか牧之最中だとか有名な名産もあるのですが、これはやはり塩沢へ専門店まで

行かなければそれがないとか、あるいは六日町のどこそこまで行かなければその饅頭は買え

ないとかというふうになるわけですから、観光客にしますとやはり不自由ですよね。やはり

受け入れる側からすれば親切ではないということに私はなると思うのです。 

南魚沼市では長年運動してきました、この郷土出身の英雄、直江兼続公のＮＨＫの大河ド

ラマ化が決まりました。このことで南魚沼市を全国に大いに発信していこうということで、

庁舎をあげて、市内あげての取組みが進められております。過日議会でもこの経済効果につ

いて議論もありました。４０～５０万人の観光客が増えるのではないかというような説明も

ありましたが、当然私は当市を訪れる観光客というのは増えるということだと思います。 

これは大変うれしいことでありますが、１８年度でいいますと南魚沼市を訪れた観光客は

年間を通じて３０１万人ということでありました。これが３５０万人、４００万人となるわ

けですからこれはもうこんなうれしいことはないわけですが、この観光客について、やはり

行ってみてよかったと、南魚沼市に行ってみてよかったということにするために、やはり産

直センターこれが必要ではないかと思うわけであります。 

観光バスが５～６台入れるような、そういう一定の規模のあるものでないとやはり上手く

ないと思うわけですが、そうした観光センター。観光客の対応ともあわせて創設するお考え

がありますかどうですか、お聞かせを願いたいと思います。 

これは余談でありますが、もしそうしたことで地域の農家の皆さんや、中小の業者の皆さ

んが経済的にも潤うということが出てくれば、効果は二重にも三重にも上がるわけでありま

して、大きく言えば日本の農業自給率も上がるということであります。地産地消化が進むわ

けですから。いいことだらけですからぜひひとつ、私はやるべきだと思うのですがお考えを

お聞きいたします。 

２ 入札制度の改革はさけて通れない課題 

 次にこの入札制度の改革についてであります。私は避けて通れない課題であるというふう

に考えておりますが、市長のご所見はいかがでしょうか。現在のこの入札状況ということで

ありますが、全国的にも県内でもこの入札制度の改革については盛んに進められております。 

県内的に、今どのようなところに南魚沼市の入札状況というのはあるのか、ということの

一つの指標として５月の下旬の頃、県内新聞にこの新潟県の３５市町村の入札状況について

報道されました。これを見まして思ったのですが、私は先の議会でもこの入札制度の改革と
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いうことを質問で取り上げましたが、今のこの新聞社の調査結果によりますと、南魚沼市の

入札状況は落札率でいえば一番高いランクですね。９５パーセントから１００パーセント、

このランクに入るわけです。このランクには燕市や妙高市というような市が入っています。

ほかに五泉市とか魚沼市とか入って、６市が入っているということであります。 

次のランクでいいますと９０パーセントから９５パーセント。このランクでは長岡市をは

じめ１０市ということであります。５町１村の１６市町村ということでこのランクが一番多

いわけです。９０パーセント未満というランクに属する市町もありました。新潟と三条です

ね。 

こういうふうに県内の入札状況それぞれ市の位置づけが発表されたわけであります。私は

これを受けて、南魚沼市のこの春以来５月中旬までですが、入札が行われた３０件について

閲覧をいたしました。金額でいいますと３０件で２億４,５６０万円あまりです。それほど多

いものではありませんが、今年は少雪ということもあって前倒しということでかなり進んで

いることだと思います。 

この３０件について見てみますと、落札率では９６パーセント以上で１８件ですね、６０

パーセントになります。それから９５パーセント以上ということになると２６件で８６.６６

パーセントと非常に高い率になります。 

これはなんでこの率が私がどうのこうのと言うかといいますと、一般的にいって９５パー

セント以上はやはり談合の疑いが強いというふうに言われております。これは全国的な傾向

の中でそうした識者がそういう発現をしているわけでありますが、私が直ちに南魚沼市がど

うのこうのと申し上げているわけではありません。やはり私は妥当な線ではないかと思うわ

けであります。 

９７パーセント以上という入札率の件数も５件ほどありましたし、これはほぼ１００パー

セントに近い数字です。８８パーセントというのも１件だけありましたが。こうしたことか

らみまして私は南魚沼市の入札状況が、決してまだ改善された改革されたいい状態でないと

いうことは確かだと思うわけであります。 

この入札制度、この改革はやはり焦眉の問題であると思うわけであります。全国的にも入

札制度の改革はやはり大きな問題になっております。新聞報道やＮＨＫでもさかんに特集を

組んで報道されておりますが、大手ゼネコンもこの問題に真剣に取り組んでいるということ

でありますから、まさに全国的な改革の方向が進んでいるのかなという気がするわけであり

ます。 

その中で気になりましたのは、ある大手の建設会社の会長さんですか、社長さんですか、

そのむしろ脱談合で談合から離れることで生き残りを図りたいというふうに言っていました

が、そうした時代に来ているのではないかという気もしました。 

南魚沼市では増税、住民負担なしに財政の再建、健全化を進めるということが大目標であ

ります。これはかねて市長もそのように言われておりますが、そうした中でやはり公共事業

の大幅削減も進められています。こうなるとどうしても建設業界でもその体質改善、考え方
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も変えていかなければならないという時代にきているのではないかと思うわけであります。

県内の位置づけについてどのように考えておられるかお聞きするものであります。 

 ２点目には同じような内容ですが、入札におけるその公平な競争ということであります。

入札本来の目的である公平な競争が行われているかどうか、これはまあ入札を執行する上で

は何よりも大事だと思うのです。これがないということになればこれはもう大問題でありま

す。 

どうしたらということでありますが、これは私もこうすればというふうな具体的な提案が

できないのでありますけれども、やはりこの一般競争入札の徹底、あるいは予定価格の事前

公表というようなことを駆使しながら、公平な競争を行えるようにやはり努力すべきではな

いかというふうに思うわけであります。 

公平な競争、当たり前のことでありますが、入札では何よりも公平な競争が行われている

かどうかと、これが大事であります。「競」というくらいですから、競争することが入札です

から。 

しかし、この春以来の３０件をみてみますと、私はやはりここで本気で競争しているとい

うふうにはみえないのです。こうした地方の建設業界においては長い間それぞれの地域で、

それぞれの業者が、それぞれ仕事を譲り合いながらやってきたという、談合も必要悪である

というような考え方があって、私どももそうした考え方は一時支持した時代もありました。 

しかし、今はそうは言っていられない時代ではないかというふうに思うわけであります。

本市においても合併特例債、これを利用しながら何年かはやれるとしても、その後、急速な

経済成長でもない限り税制が大幅に増えるというようなことはないわけですから、押せ押せ

という時代はやはり過ぎているわけです。当然、今までの体質を改めていくということは必

要だと思うわけであります。 

悪くすると借金だけを返すだけが仕事だというようなことにもなりかねないわけで、私は

公共事業もしまいには改良補修だけですよ、みたいな時代が来るのではないかと思うわけで

あります。そうでなければいいと思いますが。 

そうした中でやはり地元の業者の皆さんとも話し合いを進めながら、やはり思い切った決

断が必要ではないかと思うわけであります。一般競争入札、制限をはずせばと、大変なこと

になると。市内の業者はよそへ行って入札できないではないか、というふうなことを言うわ

けでありますけれども。 

しかし、建設事業というものは、今はもう人の手というよりも機材を駆使しての施工が多

いわけでありますから、当然建設現場へ大量の機材を搬入し、あるいは搬出するという作業

があるわけです。その部分がかなり費用がかかるわけです。これは地元の業者は、それをも

うすぐそこですから簡単に持っていけるという有利な点があるわけです。そういう有利な点

を生かして、やはり入札に参加していく、勝ち抜いていくということも大事ではないかと思

うわけであります。 

予定価格の事前公表、これをすでに試験的にはやっておられるわけでありますが、今後ひ
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とつこの公平な競争を行える入札の施行のために努力をすべきであると思いますが、お考え

をお聞きいたします。以上１回目の質問を終わります。 

○市   長  おはようございます。笛木議員の質問にお答えをいたします。 

１ 産直センターの創設で地域振興を 

直産センターの件でありますけれども、いろいろ調べてみますと近年の観光客、特に中高

年の皆さん方でありますが、これらからこう受ける感じ、あるいは実際の部分もありますけ

れども、土産物の購買力が非常に高くなっていると。これはだいたい数値として出ているよ

うであります。ご指摘のように我が市内には大型観光バスが来てもそれに対応する施設がな

いわけでありまして、直産センターや観光物産センター、これは当然でありますけれども市

内にやはりどうしても欲しいということは私も思っているところであります。 

問題的には立地的条件、それから通年的な管理運営、あるいはいろいろあるわけですけれ

ども、これをきちんと検討しながらぜひともこの観光物産といいますか直販センターも含め

た設置をしていきたいと。ただ、新たにどこかに広大な土地を購入して設けていくというこ

とにはなり得ないというふうに思っておりますので、今現在あるその土地、あるいは施設を

どう有効利用できるかという方向を、まず考えていかなければならないと思っております。 

一つの考え方でありますから、そこをすぐやるということではありませんが、今泉博物館

のあの敷地部分は、旧塩沢町時代からあそこに道の駅、あるいは観光情報発信基地とかそう

いう構想が練られていたようであります。ただ、施設的にはなかなか簡単にものが建つとい

うことではありませんので、今の今泉博物館をどう利用できるか、これらもちょっと検討を

しながらこのことには対応をしていきたいと思っております。 

大河ドラマの件も本当にそういうことでありますので、このチャンスをうまく結びつけて

いきたい。八色には８人八色というのが今あります。これも本当に好評でありましてすごい

売れ行きだそうでありますけれども、やはり規模的には、市内の皆さんや若干お出でいただ

いた方に対応できるということで、例えばあそこに観光バスが５台も１０台もどんどんと入

っていって、では対応できるかというとそういう施設ではありませんのでそこもではどうす

ればそういうことに対応できるか。一カ所に絞ったことではありませんので八色あるいはそ

の塩沢、旧六日町の中にもそういうことがあるとすればその辺にもウィングを広げながら、

真剣に検討していきたいというふうに考えております。 

２ 入札制度の改革はさけて通れない課題 

 入札制度の改革でありますが、私たちこの市内、今年度の当初予算における工事請負額は

全合計で約４１億８,０００万円であります。昨年よりは若干増加しているということであり

ますけれども、昔と比べますと大きく減っております。そして市発注の公共工事におきまし

ては、設計額１３０万円以上についてはもう原則として全部制限付き一般競争入札でありま

す。ただ、これは市内に本社あるいは営業所がある業者を対象にしているということであり

ます。そして価格もすべて事前公表をしております。 

それから設計金額によって対象となる業者のランク、これは当然決まってくるわけであり
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まして、小規模事業者の受注機会の確保もこれも図っていかなければなりませんので、分割

できるものはできるだけ分割発注をして、多くの業者の皆さん方から受注できるように努め

ているところであります。 

先ほど言いましたようにすべて予定価格の事前公表を行っておりますので、そこだけでは

まだということでありますから、工事内訳書の提出を求めまして、当然ですが透明性の高い

適正な入札執行に努めているところであります。 

 昨年５月の２０市を対象とした入札制度の調査におきましては、一般競争入札を導入して

いない団体が５団体、導入している団体でも一定額以上の場合が多くありまして、私たちの

市と同様に１３０万円からそれを対象としているという団体は４団体であります。こういう

ことを申し上げながら、その入札制度の改革は南魚沼市は県内ではもう相当進んでいるとい

うふうに私は認識をしております。 

そこでその落札率の問題が出るわけでありますけれども、今、落札率を調べてみますと平

成１７年度では全体的には９６.０１。１８年度が９６.１４というふうに先般新聞に発表され

ましたように、９５から１００という範囲に私どもの市は入っておりますけれども、この識

者が何を考えているのか私はわかりませんが、この率をもって入札制度の改革が進んでいな

いとする方が、私はおかしいと。 

今、ご承知だと思いますけれども業界の皆さん方も、もう市が設計するのと同じ額くらい

はじき出せるのです。全部そういうことは揃っておりますから。あとはその競争ということ

でありますけれども、これは我々が例えばでは相当低いところにそのラインを設けてやった

とすればもう粗悪工事になることは目に見えているわけでありますし。 

ですから、新潟市がでは落札率が下がったから改革が進んでいる。これは何を意味してい

るのか私はわからないのです。８割になればでは改革が進んでいる。で識者というのは何を

考えているのか。識者の皆さんというのはごくの内容がよくわからないで、おおざっぱな見

方をして、評論家ですからね、ああいう皆さん方は。実際に携わることもなく、ただただ率

や数字をもって進んでいるとか進んでいないとかと、そういう発表をする。それにまたマス

コミが飛びついていろいろあおるという、そういう悪循環はこういうことばかりではなくて

あるような気がしております。 

私どもはもう我々の方でやれる改革は、これ以上何をするかという部分くらいまでに今入

ってきているわけです。あとは業界の皆さん方がどういう対応をしていただくか。あまりに

も常になんといいますか談合の形跡が見えるというようなことがあれば、当然私たちもそこ

に介入していかなければならないわけですけれども、今そういう姿というのはほとんど私た

ちの目には見えてこないということでありますので、そこはひとつご理解をいただきたいと

思います。 

そして公平な競争が行われるような努力をするべき、これはもう当然であります。今ご指

摘いただきました、では制限を全部撤廃するか。柏崎市は一度撤廃したものをまた戻しまし

た。これは今、笛木議員がおっしゃったように例えば私たちの市がそうしても、ほかのとこ
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ろがしていなければ私たちの市内の業者はほぼ全滅ということになるわけです。これは全国

一律にみんなそうすると例えばなったにしても、そうなるともう圧倒的に大手が優位という

ことです。建設業界であっても私たちの市内の大きな産業の柱の一つでありますので、悪い

意味でなくてやはり育成はきちんとしていく、そういうことをやりながら公平性を保ってい

くということだと思っておりますのでよろしくお願いいたします。 

今、国交省の方でもそういう指針を出しておりますけれども、著しい低価格入札について

はもう完全にはずすという方向にも入っておりますので、これは当然ですが品質の低下や例

えばまた下請けいじめや、そういうことも全部出てくるわけですので、こういうことはやは

り排除していかなければならないと思っております。 

これからできる方法というのはまだ若干あるとしますと、その技術力あるいは地域貢献度、

これは今言われています。それから地域要件これらの項目を対象にしてその価格ばかりでな

くて総合的な評価を行っていくということが、これからは若干求められるのかもわかりませ

ん。それについても今検討はそれぞれ進めております。 

なお、電子入札ということが言われておりますけれども、これはいろいろ調べてみました

ら、これはやはり導入運営に多額の費用がかかる。そのわりに成果があるかというとそうな

いということですので、今、電子入札の予定は全く考えておりません。 

議員おっしゃっていただいたようにとにかく公平性に努める。そしていろいろ皆さん方か

ら疑惑のまなざしでこういうことを見ていただかないような方策は、当然でありますがまた

これからも一生懸命努めていくつもりでありますので、ご理解をいただきたいと思います。

以上であります。 

○笛木信治君  １ 産直センターの創設で地域振興を 

産直センターについて大変積極的な回答をいただきました。考えておられるということで

あります。南魚沼市、広い市ですから私はできれば六日町を中心にしたところにできるのが

一番いいと思うのです。できれば３カ所ということでありますが、当面やはり市を中心とし

たあたりが私はいいと思うのですが。 

それでやはりこれもただ市の方で企画をしてこういうものを作って、ほら皆やれというの

ではなくて、やはり地域の農家の皆さんや商工業者の皆さん、あるいはいろいろな代表の皆

さんから集まってもらって、半年くらい様々な議論をしていただくというのが私は大事では

ないかと思うのです。 

そういうふうにしながら、ではどういう品物をどういうふうにしたらいつどういうふうに

出せるかというあたりまで、そういうところで議論しあいながら運営についても、例えば農

協を中心にやるとか商工会を中心にやるとかではなくて、やはりそこで運営委員会というよ

うなものを組織して自らで運営していくというシステムが私は一番いいと思うのですが。 

そういうふうにするためにもその音頭とりといいますか、声かけはやはり市が最初にやっ

ていただかないとできないわけです。そうしてそういう組織ができれば、おのずから形が出

てくるので、その形について市で「それならできますよ」とかあるいは「その点はここは難
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しいですよ」という話になってくればまたいいわけです。私はお金そのものは、それぞれの

参加する皆さんが出資し合ってもいいわけですし、いろいろな方法があると思うので、これ

はやはり一つはやる気の問題だと思うのです。 

これから観光客が増えてくる、増やしていかなければならないわけですけれども、そうい

う時代に向けてやはりそこを地元の産業とタイアップしながら、そうした観光客の皆さんを

どうお迎えするか、おもてなしをするか、対応をするかということもやはり市の大きな課題

であるはずでありますから。そこをやはり地域の皆さんのそういう集まりの中で、投げかけ

て議論をしていくというのが、私は大事だと思います。ぜひ、どこ、ここ、ということもあ

りますけれど、まずそういう声かけを私はしてもらいたいと思うわけであります。それは大

変、市長の方も積極的なご意見もありました。説明もいただきまして意を強くしましたが、

ぜひ一つお願いをしたいと思います。 

２ 入札制度の改革はさけて通れない課題 

 入札問題についてです。これは従来から市長が言われていることでありまして、だいたい

予想した回答をいただいたわけであります。確かに入札のやり方そのものについては、一般

競争入札を導入して事前公表もしながらと。今、一般的に行われている改革は進めてやって

きているわけですよね。そのことを私は否定するものではありませんが、にもかかわらず結

果としてやはり――市長はその数字のことを言うとあまり数字を気にしない方だということ

ですが、私はこの数字が気になるのですが――結果としてそれがでてきていないということ

が、私は問題だと思うのです。 

９５パーセント以上が、入札件数の８０パーセント以上をそういう数字でやられていると

いうこと。私は業者の皆さんに会って聞いてみたのです。「またいつも８５パーセント、８６

パーセントというような入札をしているが、それはお前さんたちは高い方がいいだろうけれ

ども、これからの公共事業の入札ということを考えるときにそのままでいいのかどうか」と。

「どのように考えているのか」というふうに聞いたのです。 

業者の皆さんは、「とてもお前そう言うけれども９５パーセント受けでは俺らはやっていけ

ない」とこう言うのです。２～３の業者勤めている支配級の設計書をいじるような人にも聞

いてみたのですが、「９５パーセント以下ではとてもきつい」という話を一様にされるわけで

す。 

私はそこら辺はわかりませんけれども、９５パーセント以下で難しいというのであれば、

９５パーセント以下の数字が出ないのはこれは当たり前なのです。だけれどもでは他の市町

村では、では全部赤字覚悟でやっているのかということになるわけです。この９５パーセン

ト以下は難しいということの意味は、私はわかりませんけれども、「どうして」と言うと「積

算単価がかつてのときよりも大幅に引き下げられている」というのです。これは確かにバブ

ルの時代からみれば積算単価というのは大幅に引き下げられていると思います。 

例えばこの前も言いましたけれども普通作業員、これは前は１万７,０００円くらいで設計

されたのです。でも今は１万２,６００円だということで５,０００円近く下がっているわけで
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す。大幅に下がっているわけですが、しかしその１万７,０００円の設計の時代でも一般の労

働者の皆さんはそんなにもらっていないわけですから、９,０００円から１万円でしょう。今

でも１万２,６００円といっても、やはりではどのくらいもらっているかというと、６,０００

円から８,０００円くらいですよ。 

そうしますと私はその積算単価が切り下げられた分は、それぞれやはり切り下げられてい

るので、それで業者の営業にはそう影響を及ぼしていないのではないかと。そういうふうに

言ったのですけれども、そこはもう一つ明確にはなりませんでしたけれども。では市の方で

歩切りの切り方が強すぎるのかということにもなるわけですが、そこら辺はどのように考え

ておられるのか一つお聞かせを願いたいと思います。 

 それから公平な競争、これを促すためにということでありますが、競争は行われていると。

数字をもってどうこうという意味はわからないというふうな市長はお考えでありますが、制

限付き一般競争入札、これが例えば制限をはずすということになると大騒ぎになるというこ

とであります。 

私は本当の意味で技術力、地域の力を、有利さを生かした、あらゆるそうした条件を生か

しながら、業者が入札に参加していくということになれば、やはり地元の業者の方が有利で

あることは私は間違いないと思うのです。それはたたき合いをやることになれば他の業者が

一時期入ってくるまではやるかもしれませんが、しかし長い目で見れば地元の業者が有利で

あることは私は間違いないと思います。そこを打ち勝っていかなければ、やはり地元の業者

の生き残りの道はないと思うのです。 

１０人に１人は建設業に関係をしているといいますから、重要産業であることには間違い

ありません。市長の言われるとおりだと思います。そういう点ではやはり本当にその将来に

ついて、業者の皆さんと市長はそういう点で話し合われたことがあるのかどうか。これも一

つお聞かせ願いたいと思います。 

○市   長  笛木議員の再質問にお答えをいたします。 

１ 産直センターの創設で地域振興を 

この物産センターといいますか直産センターの件です。おっしゃるとおりでありまして、

ＮＨＫの大河ドラマ実行委員会が２５日に立ち上がるわけであります。この中でも大河ドラ

マは大河ドラマといたしまして、ではどういう対応をするべきか。当然この物産館だとかそ

ういう問題も出てまいります。全部市が主導をして市でやるということではなくて、問題や

提案をきちんと私どもが投げかけ、そして皆さんと一緒になってやっていける、という方向

をきちんと出していきたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。 

２ 入札制度の改革はさけて通れない課題 

 入札制度の件でありますが、歩切りが強いのかという、これは私どもが強いか弱いのかと

いうことはわかりませんが、そう法外な歩切りをしているつもりもありません。私はまだち

ょっと古いのかもわかりませんが、本来その歩切りということ自体が私はおかしいと思うの

です。だってきちんと出された単価や歩掛りに基づいてはじいた工事費が、実際その工事に
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かかるお金ですから。 

そしてどこの業界でもそうですけれども、その中から利益を得てそれで運営しているわけ

ですから。設計したけれども例えば５パーセントは、これは本当は不要なのだなどといって

歩切りする方が、本来考え方としておかしいのです。ですから設計が入札率になればこうい

うことではないということなのですけれども、今はこの落札率でいろいろおっしゃっている

わけですし、だいたい世の流れがそうですから大きな波に逆らうなどということは私もしま

せんけれども、その辺にちょっと私はいつも疑問を持っております。 

例えばでは歩切りを少なくしてこの落札率が上がるのか。だけれども事前価格をもう公表

しているわけですから、その中で例えばこれは１,０００万円かかる、１,０００万円が予定価

格だということを出しているわけですから。ではその中で業者関係の皆さんが、いや俺は９

００万円でできるとか９５０万円でできるとかということをやってもらうわけですので。本

来、その歩切りを下げた、上げたは、あまり関係なくなってくるということです。 

ですので、非常に悩ましい問題でありますし、ではどうすればいいのか。どうすればいい

のかと言ったって我々の方ではほぼ手を尽くしているということでありますが。 

そこで最後のお尋ねの、業者と話し合いをしたことがあるのか。こういうことについての

話し合いというのは特にもっておりませんが、いろいろの会合の中ではやはり今、巷間こう

いうことも言われている。ですから業界の皆さん方もやはりやるべき競争はきちんとやって

もらって、そして透明性をもって公平に入札をしてもらいたいということは、その会がある

ときにはしょっちゅう言っております。 

ではこういうことのために業界の皆さん方、集まってくださいとかという会合はもってい

ませんし、大きな問題がでれば別ですけれども、これからもそういうことについて業界の皆

さんと私が話し合いをするということは、避けていきたいというふうに思っております。 

新潟市さんなんかがばか低いとか、ああいうそれこそ公取委が踏み込んでの談合問題もあ

ったわけでありまして、そういうことについてはそれぞれ承知をしておりますけれども。例

えば新潟市さんがいわゆる予定価格をどこに設定しているかということは、これは全然当然

ですけれども公表もできませんし、この議論というのも全くされていないというのが事実な

のです。 

ですから、ただただ落札率だけをもって改革が進んでいるとか進んでいないとかという議

論は、私はどうもそれはちょっと識者の言い過ぎではないかという気がしております。これ

は私の考え方だけであります。 

そんなことで、それこそ先ほども申し上げましたように、不正な行為があるとかそういう

ことのないように監視も強めながら、業界の皆さん方にも事あるごとにそういうお話をしな

がら、市民の皆さん方にもそういう面でもまた納得をしていただけるようなことはきちんと

やっていきたいと思っております。 

ただ、切り札的にこうすればでは絶対下がるが、ではその下げた部分でいいのかというよ

うなきちんとした議論というのは、まだなかなか構築ができていませんし、私も整理ができ
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ておりません。今で特別悪いと思っているということでもまたないということだけは、申し

添えておきます。よろしくお願いいたします。 

○笛木信治君  ２ 入札制度の改革はさけて通れない課題 

入札制度の改革についてでありますが、市長のお考えはわかります。やるべきはやってい

る、尽くすべきは尽くしていると。私もそのとおりだと思うのですが、この数値が下がるか

どうか。下がったことが、あるいは下げることが改革かどうかということには疑問があると

いうお考えでありますが、そこら辺がいまひとつこう理解できないところであります。私は

やはり公共事業というものが市の予算の中で大きなウェートを占めている以上、そこでのや

はり改革というのは重要だと思うのです。それが適正であるか、適正でないかということも

含めてでありますが、今後とも国を挙げていろいろな方策も出るだろうし、経験も出ると思

うのです。 

今後ともひとつそうした改革の方向で努力されていくというお考えであることをお聞きし

ましたので、ぜひそのことを引き続きひとつ投げないで、よく見ていただきたいということ

をお願いをして、これは答弁要りませんので質問を終わります。 

○副 議 長  質問順位１０番、議席番号１０番・牧野 晶君。 

○牧野 晶君  おはようございます。それでは通告にしたがいまして、一般質問を行わせ

ていただきます。本題に入る前に、今回新聞等でお騒がせしておりますが、まず議会側の指

摘で今回わかったことですが、今まで・・・・・議員として気付かなかったことに対し、皆

様に対しお詫びいたします。申しわけございませんでした。 

２ 滞納事務処理ミスについて 

 本題に入りますが、滞納事務処理ミスについて。市民に不公平感を与えるような滞納処理

では許されないし、事務処理ミスも許されません。しかし今回、行政の信頼が大きく失われ

る滞納事務処理ミスを行っておりました。このことは見過ごせません。 

新聞報道でありますが、問題が大きいので気付かぬふりをしていたというような話があり

ますが、このことがもし本当なら傷口を広げた可能性があります。このとこは事実でしょう

か。私はこの問題の調査の中で、まるっきりちょっと事項認識が間違えていて考え方をつい

うっかりしていたというふうに聞いているのですが、気付かぬふりをしていたというふうな

話がありますので、ここの点は重要だと思いますのでしっかりと答えていただきたいと思い

ます。 

この前段の答弁を聞く前にちょっとあれですが、ほかにはこのような問題はありませんで

しょうか。今、非常に市民からの、不公平感を感じるような、信頼を失われるような事例と

いうのはほかにはありませんでしょうか。今回のこれを機会に調べるというのは重要ではな

いでしょうか。 

そして適切な滞納処理、事務処理ミスの防止、効率化の点から税や各種使用料、上下水道

その他また分担金、負担金、給食費、保育料、家賃など、歳入全般の滞納処理を専門に行う

滞納処理課を作るべきではないでしょうか。 
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市民への今回の事件に関しての報告というのはいつ行うのでしょうか。信頼回復のためど

のような方法を取るのでしょうか。今後の滞納者への滞納対応はどのような対応を取ってい

くのか。 

それと今回流れてしまった人への対応はどのように取るのか。滞納事務処理についてまず

一発目はこれで。 

１ 都市計画事業と税負担の公平性 

ほかの通告に行きますが、都市計画事業と税負担の公平性。市長は以前は都市計画税に対

して私が質問すると、なかなかちょっとご理解いただけないような考えをいただいていたの

ですが、３月議会や１２月とかここ最近は、ちょっと不公平感についてその都市計画、用途

地域、税を納めている人たちの不公平感というのに何か考えが回ってきたようないただきが

あります。 

そして３月議会でもそうですし、市政懇談会の中でも、税負担を廃止もしくは税率を低く

するような考えがあるということをお話しました。仮に税を廃止、税率を低くしたから、都

市計画事業や用途地域内の街づくりを今後行わないということはないと思いますが、例えば

石打地域の都市計画事業、これから進めていこうというふうな地域の盛り上がりもでてきて

いますし、つむぎ通りや六日町のスノートピア、浦佐の街づくりなど、税負担をなくした、

軽くしたからといって、このような用途地域内の事業をしないという考えはないと思います

が、念のため確認させていただきたいと思います。 

また、税の廃止、負担の低減は、いつ頃をめどにどのように見直ししていくのか。こちら

の方もよろしくお願いします。 

３ 人員削減計画と人件費削減 

 大質問で３点目になります。人員削減計画と人件費削減。財政シミュレーション等の中で、

今後の事業構築の事業や組織構築のために、人員削減計画を新たに策定しなおしているとい

うふうなうわさが聞こえてきますが、これは事実でしょうか。事実であれば今までの人員削

減計画を厳しくして、削減人数をより一層増やしていく考えなのか。それとも緩くする考え

なのか、こちらどちらを考えているのか。以上通告させていただきましたがよろしくご答弁

をお願いいたします。 

○市   長  牧野議員の質問にお答えをいたします。 

２ 滞納事務処理ミスについて 

滞納事務処理のミスについてということであります。最初にお答えをいたしますが、気付

かぬふりをしていたということは、私はないものだというふうに思っております。今までい

ろいろ調査もしてきた中で気付かぬふりをしていたということではあり得ない。ただ、退職

した職員も含めて当時のトップの皆さん方もすべて今在職しておりませんので、そこまでの

調査はしておりません。今、現存している担当職員等の中で、いろいろお話をさせていただ

いた中で、気付かぬふりをしていたということはあり得ないということだと思っております。 

さて、このことにつきましてはそれぞれ新聞紙上でも公表された――公表といいますかス
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クープになったのかなんだかわかりませんけれども――そういうこともありましたし、この

処理について万全を期して、不公平感の残らないようなことをきちんとやっていかなければ

ならないと思っておりますけれども。この不能欠損となる方、これが１,９００万円ちょっと

でありますけれども、これにつきましては寄付金等の名目で、とにかく納入してもらうよう

に説得をしていくと。そして納めないで得をしたということだけはないように、これはなん

らかの処置もまた考えなければならないということだと思っております。 

それから情報につきまして、私がいつも申し上げておりますけれども、できない、しては

いけないという部分がありますがそれ以外は、ある方からもしょっちゅう情報公開請求も来

ますし、全部開示しております。ほとんど。ですので別に隠す意図とかそういうことは全く

ありませんが、この案件につきましては先般の議会でも若干お答えを申し上げましたように、

この時効制度というのを曲解をされて滞納額が新たに発生することが、これは非常に懸念を

したという部分もありまして、大々的に市報をもって公表するとかということは、しばらく

は避けたいと。 

ただ、議会の委員会の場ではすべて報告をさせていただきました。そして、今触れました

ように本会議場でも議論がなされておりますので、当然ですがこれは議会だよりが――議会

だよりの編集は私たちは口は出せませんけれども、どういうふうに載せるかそれはわかりま

せんが――これは当然掲載されるだろうと。ですので特別ことを新たにして、ということは

今、考えておりません。 

この本件につきましては関係する収入部分、すべて調査をいたしました。それは議員各位

にご報告を申し上げたとおりでありますので、先ほど申し上げましたような方策等を駆使し

ながら、とにかく不公平感の残らないようにということを考えております。 

また、職員の職務につきましてもやはり公務員としての倫理観、そして適正な事務処理能

力の向上、これらについてきちんとした考え方をまた改めて持っていただくように、その収

納あるいは滞納処理の専門研修、これらへの参加や、いろいろの私との懇談会も含めて職員

の資質向上を図っていきたいということであります。 

歳入全般の歳入処理課を設置すべきというご意見がございましたが、水道料、公営住宅の

家賃、学校給食、税あるいは保育料それぞれ違いますし、例えば時効の発生するものもあれ

ば時効の発生しないものもあると。こういうことで相手方も全く違ってきますので、情報の

共有は当然させていただきますけれども、今、現課でそれぞれの課で収納の一体管理をする、

こういうことで。これも前に申し上げました、特別一つの課にまとめて滞納処理をしていく

ということはちょっとまだ考えておりません。 

他に問題はないかということ。これは今のところ、ただ、税金は不能欠損になっていって

いる部分というのはあるわけです。これは毎年の予算決算等の中でご報告申し上げておりま

すので、報告しているから問題がないということではありませんけれども、気付かずにこう

なっていたとかそういうことは今のところはないと思っております。・・・・・ 

ちょっと失礼しました。ちょっと私が認識をしていなかった部分でありますが、この時効
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中断事務の手続きを取らなかったことにより不能欠損扱いとなるもの、これがちょっとある

ようでありました。公営住宅の家賃が３万５,０００円。給食費４６万６,０００円。それから

水道料３６万円。内容はこのあとまた２回目の質問の中でお答えいたしますが。いわゆる納

められるけれども納めないという人と、本当にどうしても納められない人というのが出てく

るわけでありますので、その辺の内訳もまた調べた上でご報告申し上げます。 

１ 都市計画事業と税負担の公平性 

都市計画税の件であります。いろいろ議論をいただきましたし、市民の皆さん方からもご

意見をいただいた中で、都市計画税これが今、私たちの市の実状にはそぐわない方向も出て

きているということは感じております。そういう意味で都市計画税の廃止に向けてこれから

きちんと駒を進めていきたいと思っております。ただ、何年度にどうだということについて

は、まだ今年度やるとか来年度やるとかということについてはまだ明言はできませんが、な

るべく早い時期にこれは廃止をしていこうと。 

ただ、１億４,４００万円という収入財源でありますので、これをただ廃止するだけで皆さ

ん方に、ということでは考えておりません。これを廃止する際にはいわゆる固定資産税の税

率を若干上げさせていただいて、皆さん方が全体の負担の中で都市計画事業も、他の事業も

やっていただくということを考えていきたいと思っております。 

試算をいたしますと、予算ベースでいきますと固定資産税の税率を、０.０５パーセント、

今１.４０パーセントを１.４５パーセントに上げますとだいたい１億４,５００万円の固定資

産税の増収になるわけであります。都市計画税とだいたい行ったり来たりで、財政的にはぺ

いすると――ぺいなどという言い方はおかしいですね。行ってこいになるということであり

まして、この辺を軸にこれから議会の皆さん、あるいは市民の皆さん方から、きちんとした

ご理解をいただかなければなりませんので、議論を進めていきたいと思っております。 

なお、今は当然ですけれども０.２パーセントの都市計画での税率でありまして、都市計画

事業に１,７４０万円。都市計画事業の起債の償還金に９,５４０万円。下水道事業の繰出金に

３,１２０万円。これらに充当をしているというところであります。 

ただ、固定資産税の税率１.４パーセント、これは今県内の全団体がこういうことでありま

して、私どもがこれを上げるということになりますと、また県内唯一とかそういう問題が生

じてくるかもわかりませんが。これはなるべく早く結論は出しますけれども、方向としては

そういう方向へ持っていきたいということだけはひとつご理解いただきたいと思います。 

そして税負担を、都市計画税を廃止あるいは減税したから都市計画事業を行えないかと、

そういうことは全くございません。そういうことを考えずにひとつやっていきたいと思って

おりますのでよろしくお願いいたします。 

３ 人員削減計画と人件費削減 

 人員削減と人件費ですね。これは今当然ですけれども財政シミュレーションをもう一度や

り直すということを申し上げてきましたが、合併前に１３７という数字を出して、これは確

か平成１３年度の部分を基礎にして出した数字だと思うのです。これの削減に向けてという
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ことで合併時もずっとこの数字を使用させていただきました。この数字自体を大きく狂わせ

ようということは考えておりませんが、その内容について私どもの市の特徴的なことは、他

の自治体に比べて一般職ではなくて当然ですが病院と保育職が多かったということでありま

す。 

これはもう当然公営でやっているわけですから当然でありますけれども。それらの部分を

合算したものが１３７。しかし、今これらをまたもう一度洗いなおしていきますと、では保

育職をそれだけ削減していいのか、あるいは一般職がこんなに削減されていいのかという部

分が出てきておりますが、当然ですがその数字を大きく上げるとかそういうことは全く考え

ておりません。この目標に向かって採用計画をあと４～５年先まで、今だいたい考えている

ところであります。 

その中で一番頭を痛めておりますことは、旧町時代を含めて非常に採用を控えてきました

ので２０代後半から３０代前半、この職員がもう極端に少ないわけであります。もう本当に

数えるほどしかいないという。そこで来年度は少しそういう皆さん方の採用について考えな

ければならないだろうと。来年も一般職については約８名から１０名退職されるわけです。

今、予定されているのは８名であります。ですからできれば半分程度の採用は来年は考えた

い。 

保育職についても、いわゆる正式な職員の比率が５割を切らないようにはしていかなけれ

ばなりませんので。まだこれから公設民営を進めていきますけれども、一挙にはできません

のでそういう計画に基づいてやっていくと。 

ですから今まで以上に相当厳しい数字が出るか、ということで伺われますとそういうこと

でもない。では甘くなるのか、そういうことでもありません。極力厳しく見ながら削減計画

の数値を上回るようなことは、きちんとやっていきたいというふうに考えております。以上

です。 

○牧野 晶君  順番を違えてやっていきますが。 

３ 人員削減計画と人件費削減 

人員削減計画ということですけれども、合併したから保育士が減るということはないので

はないかと。外部委託や云々していかなければ人員は削減できないということは、私も２年

前から言っていたわけですよね。それで公設民営化。当初は２年前だか１年半前は１８年度

に検討していきたいということだったのですけれども、１９年度予算この間の３月のときに、

公設民営はどういうふうに進めていくのですかと聞いたら、本当は１８年度やる予定だった

けれど１９年度になりました。というふうに、人員削減に対してこう一定でなく、ぶれぶれ、

ぶれているのではないかなという思いがあるので、その点はっきりと、またぶれないように

していただきたいと思います。 

あと本当に人員削減はもうやめます。言いたいことはいっぱいあるのですけれど、ほかの

ところがおろそかになると困るので。今のことに納得しているわけではないですけれどやめ

ます。 
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１ 都市計画事業と税負担の公平性 

都市計画ですけれど、税負担を軽くした、廃止したからほかの都市計画の用途地域内の事

業をしないということはなく、今までどおり続けていくということなので、それはそれでい

いのです。けれど、市長が今言われたその「都市計画税を減らしたら固定資産税を増やしま

すよ」という言い方というのは、非常にわかりやすくいいことだと思うのですけれど、都市

計画の都市計画税を払っている人と、都市計画税を払っていない地域の人の対立を生んでい

くというふうに私は思うのです。そういうふうな対立を生んでいくような施策の話し方がい

いのか悪いのかというと、私は決していいことではないと思うのですが、その点についてお

答えを。 

あと私が間違えていたらちょっとそれは教えてください。私が思ったのですけれど都市計

画税０.２を減らして固定資産税に振り分けすると、１.４５ではなくて１.３とか１.４くらい

で済むような気がするのですけれど、その１.いくつ分ちょっとごまかしていませんか、とい

う思いがあるので。その点、私の勘違いだったらそれはそれでいいので、ちゃんとしっかり

とした計算をしていただければと思います。 

２ 滞納事務処理ミスについて 

本題の滞納事務処理についてに入ります。問題が大きいので気付かぬふりをしていたよう

な話もあるということがありましたが、それについては現職はなかったというふうな答弁が

ありました。それはそれでいいのですが、産業建設委員会が７月末の二十何日かにあったわ

けですけれど、そのときに副市長がある人の質問に対して、ちょっとまあふりをしていたよ

うな話がある、というふうに答えたのですよね。答えていないというのだったら議事録を見

ればいいのですけれど、答えたのですよ。私はそう聞こえたのですよ。言ったよね。 

というのがあるので、ちょっとそこのところをしっかりと把握していただきたいなと。そ

こを市長はというのも、他の諸は、というのがあるので、副市長はどういうふうに思ってい

るのか。それは勘違いです、と言ってもらえばそうなのか、それはまた議事録を見て次のと

きにやっていきますけれど。 

適切な滞納処理課ということですが、これについてはやっていかないということですけれ

ども。今の、通告でほかにはありませんかというのをしつつ、市長はいや実は公営住宅、給

食、水道ありましたという答弁があるわけですよね。やはりそういう答弁を聞いていると、

一元管理でミスをないようにしていく、把握していくというのは大変重要ではないのですか

と思うのですが、もう１回これについて。おとといのほかの方の一般質問でも、差し押さえ

ができるのか、差し押さえをしなければならないのかというのに対しても、後で訂正があり

ましたけれど、ちょっと本当にそういう意味での訂正なのかなという疑問があるので。 

やはり歳入があって初めてサービスができるわけです。ここのところをしっかりしてもら

うために滞納処理課、滞納処理課と言っていますけれど滞納処理部でもいいのではないです

か。そこのところをもう１回ご答弁いただければと思います。 

あと、今後の滞納者への対応ということについて、流れてしまった人に対しては、何とか
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払ってもらうようにしていくということだったのですけれど、滞納者への対応についてはち

ょっと答弁がなかったと思うのです。差し押さえをしていくとか、そういうふうな方向にし

ていくという答弁がなかったのですけれど。そういうところをはっきり言わないと、それこ

そ市民に対して、市民が誤解したときに、いや、今まではちょっと間違えた処理をしていた

のですけれど、今後は差し押さえしていきますので、ということにすれば、滞納率が悪くな

るということはないと思うので、その点どう考えているのか。 

あと、どうしてでも寄付なんか求めて払ってもらうと言っておりますが、やはり私が思う

のが、市長が自ら集金に行くとか、そういう寄付を求めに行くというのも非常にいいことで

はないのかと思うのです。どこかの市では給食費の滞納を市長が面接してやるということを

言ったら、一部払いがあったなどという話もありますし。やはり市長本人が行くというのも、

人数が多いですけれども、そういう姿勢というのも重要ではないでしょうか。 

また、一部には名前を公表してくれなんていう話もありますよね。要は寄付をしなかった

ら逃げ得がないように名前を公表するべきとか。あと普通の職員さんが滞納処理、寄付を求

めに行くときに、これはまあできるかどうかわからないですけれども、例えば下水道滞納処

理を現在求めていますよというステッカーでも貼りながら行けば、またプレッシャーになる

のかなという思いがあるのですが。ちょっと強く挑むのだったら「強く挑む」だけではなく

て、どういうふうにして強く挑んでいくのかについてもお話いただければと思います。 

あと事務処理ミスをしていたわけですが、その責任はどうするのですか。また事業の進み

に問題はありませんか。下水道事業が滞るということはないでしょうか。あと市民要望に応

えていけるのですか。 

歳入があって初めて事業ができるわけですよね。それで市民要望、下水道以外ですけれど、

その穴はどこかで埋めなければいけないわけです。考え方として、今回の議会でもいろいろ

な市民からの声というのがあるわけですけれど、それに対してどういうふうに答えていくの

か、この点のご答弁をお願いします。 

あとそれともう２点です。いっぱい言い過ぎてちょっとわからなくなったら、ちゃんとこ

こが抜けていますよと言いますので。 

１８年度から財政健全化計画というのを策定して、歳入の確保というのがその項目の中に

あるわけです。財政健全化計画の歳入の確保が、だいたい５０パーセントくらいの目標しか

達成していないわけです。その中でこういうふうなミスがあったというのは非常に残念なの

ですけれど、財政健全化計画に、歳入の確保についてどう考えているのか、せっかくなので

お聞きしていきたいと思います。 

あとそれと今回の件、監査委員にはどういうふうな説明をしているのか。説明があったの

かなかったのかで結構ですので、監査委員の方からよろしくご答弁いただければと思います。

以上ですがよろしくお願いします。 

○副 議 長  １０番、牧野 晶君。本会議中の発言はどうか慎重に発言するようにして

いただきたいと思います。 
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○牧野 晶君  はい。 

○市   長  再質問にお答えいたしますが、それこそ数が速射砲のようにぼんぼん出て

きていましたので、ちょっともれたらまた後ほど申し上げます。 

１ 都市計画事業と税負担の公平性 

まずこの固定資産税とその都市計画税の件で、いわゆる都市計画税を納めていた皆さん方

と、そうでない皆さん方の対立を生むようなということがありますが、対立を生むようなこ

とを私が好んで申し上げることではありませんで、今までの経過、そして今やっている仕事

について。いつも議員にも私は申し上げております、昔はこの都市計画の用途地域内でなけ

れば下水道でも何でも出来なかったです。それはご存知でしょう。そういうことで都市計画

税というものを納めていただいたわけです。ところが、それぞれ制度がずっと変わってきま

して、今は農村でも農村集落排水の事業とか、そういうことがみんなできるようになった。 

だいたい、その生活インファラといいますかそれについての整備は、今、では新たに都市

計画税をもらいながらやっていくような状況では、おおむねなくなっていきていると。状況

が変わってきたということを説明しながら、ただ、都市計画区域内いわゆる用途地域内でな

ければできない事業というのはまだあるのです。ご存知でしょう。（「はい」の声あり）そう

いうことはそれなりですけれども、今はあまりその中で、市がそれに対してでは多額の投資

をしなければならないというような部分が、今のところまだ見えていませんから、当然です

がほかの区域の皆さん方にも、対立を生むなどということではなくて、ご協力をお願いする

ような方向を模索しながら、ということであります。 

率が、私は答弁では０.５というふうに言いましたが、０.０５ですね失礼。０.０４８とい

う、それは計算上は０.０４８ですがこれをいちいち、それで０.５ということで申し上げまし

た。その程度のことはひとつ頭の中で整理していただいて、厳しく追求しなくたっていいの

ではないかと思っております。 

３ 人員削減計画と人件費削減 

 その次、人員の方を先にいったのかな。（「人員はいいです」の声あり）ぶれはないかとい

う、ぶれはありません。で、例えば保育士をある程度数は多く、当初はですね、１３年度の

ときは保育士の数を多くあげていたわけです。けれども、今すぐなかなか公設民営が簡単に

進むという状況ではありませんので、ではその分は一般職の方でということで、今、一般職

を相当削り込んでいるのです。ですからぶれなんて全くないです。ぶれはありません。 

それから何かもう一つぶれはないかということだったのですけれども、ないですね。ぶれ

というのはそうないと思っていますが、これは私の思いで、皆さんから見てぶれていると言

われればまたそれはまたそれなりでありますが。特に大きなぶれはないというふうに感じて

おります。 

２ 滞納事務処理ミスについて 

今、この不能欠損の時効分ではなくて、いわゆる滞納の整理でなんとかやっていこうとい

うことが、これが６月１１日現在５４件で１３０万円の滞納分の納入をいただいたと。それ
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から分割確約書を２３件いただいております。そういうことで、これからいわゆる時効に該

当するという部分は、ほぼ解消されるだろうと思っておりますが、ひとつはこの数年滞納し

ている方の相当数が、非常に生活の厳しいという部分があります。 

ただ、これはこれを見過ごしておけば不能欠損になりますけれども、そういう理由が付け

ばそれはそれなりで、不能欠損は不能欠損ですけれども時効でなるということではないとい

うことです。これは税金でも同じですけれども、納められない人から無理やり取るというこ

とはできませんので、そういう処置が出る部分は若干あろうかと思っております。 

差し押さえ。この下水道の関係での差し押さえというのも検討はしてみましたが、可能だ

とは思います。可能だとは思いますけれども、いろいろこういうことがあったと言われてい

る市町村にも問い合わせをしておりますけれども、これによって差し押さえをやったという

ことは今のところ発生はしていないようであります。 

ただ、これはやはり強く臨みますから、場合によっては下水道の分担金負担金の滞納で差

し押さえということも、これは全く辞する気持ちはありません。そこまでやはり強くやって

いかなければならないと思っております。 

 それから下水道事業に滞りはないかという、このことについてこれで下水道事業が遅れる

ということはあり得ないと思っております。 

 それから健全化計画との関連、これも特別何１０億円、何百億円という部分が出てきます

とそれはどうだかわかりませんけれども、健全化計画そのものも何十何円などというところ

までの見通しをきちんとやっているわけではありませんので、健全化計画にそれこそ支障の

出ないようにしていく、ということ意外に今はお答えができません。 

 それからこの職員のミス、先ほど触れましたがいわゆる平成１４年分なのです。１４年ま

での分。ですので職員のミスはミスといたしましても、今、それこそこの不能欠損になった

分について協力をいただいて、その寄付金として納入いただけるように懸命な努力をしてい

るところでありますので、この結末がどこに落ち着くかということです。 

１,９００万円といわれる部分をどれだけ寄付金で回収できるか。そしてできなかった分に

ついてどういう理由があるのか。ここを見極めた上で、当然ですが私もそれから当時かかわ

った首長、職員――退職された職員はまあそこまで言いませんが、現存している職員。これ

らについてどういう責任を取ればいいのか、その時点で考えていきたい。ただいたずらに責

任追及だけしていくという気持ちは、私はございません。 

 市民にどう答えるかと。市民にどう答えるかと言われましても、こういう事実があるとい

うことでそれぞれ徴収に全力をあげていきますと。そして最終的な結果はまた結果に基づい

て公表させていただいて、お詫びしなければならないところはお詫び申しあげると。そこで

市民の皆さん方からご理解いただくという、それ以外にございませんのでひとつよろしくお

願いいたします。 

 市長が出向いてという、私は要請があればいつでも出向きます。ただ、あこへ行ったのに

ここへは来ないとか、そういう部分というのはやはり避けたいわけです。どうしても最終的
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に、例えば市長が出てくれば払うとか、いろいろなことがあればそれは私は別に何の労を惜

しむつもりもありませんので、いろいろ状況を聞きながら、出ていくべきところは出ていこ

うと思っております。 

 差し押さえの答弁。これは法律上は頭に「しなければならない」。そしてこっちに除外規定

があるわけです。こういう場合は除きますよというそこをちょっと、それこそ「しなければ

ならない」という部分と、「することができる」という部分に解釈をちょっと違えたといいま

すか、そこだけだったものですから、そういうふうに失礼はいたしました。何といいますか、

根本的な認識に誤りがあったということではないと思っておりますので、それもご理解をい

ただきたいと思います。 

もし、もれておりましたらまたよろしくお願いいたします。以上であります。 

○副 市 長  それでは私の方から時効の制度について、職員がわかっていたけれどもわ

かったふりをしていた、というような発言があったのですが、これは委員会において「職員

はこの制度がわからなかったのか」とこういう質問があったはずなのです。それについて私

の方から「職員は制度についてはわからなくはなかった」と。ただし、「わかってはいたけれ

どもそれを即不能欠損扱いをするのは、負担の公平から考えても、いわゆる義務を放棄させ

るようなかたちは社会正義に反するので、不能欠損扱いをしないで、滞納繰越として扱って

おりました」とこういう答弁をしたと思っております。ですので、わかっていたけれどもわ

からないふりをしていたというようなニュアンスの発言は私はしていないと、こう思ってお

ります。 

それからほかに、こういういわゆる中断手続きをしなかったために不能欠損となるものは

ないかというこの点につきましても、委員会では実は報告済みであります。それで先ほど市

長の方から話がありましたように、ほかには公営住宅の家賃、これは時効が５年であります。

それから給食費、水道料それぞれ時効が２年であります。 

この３項目とも不能欠損扱いするには、これは時効の援用が必要とします。ですので、時

効の援用がない限り、いわゆる債務者の方から「時効が成立しているわけだから私払わなく

てもいいのですよね」という申し出がない限りは、不能欠損扱いはできないことになってい

ます。 

ですから請求に行ったときに、相手方は時効の援用をされて始めて不能欠損扱いをすると。

帳簿上は不能欠損になるわけですが援用がない限りは不能欠損扱いをしないと。滞繰りでそ

のまま残していくというかたちになります。以上であります。 

○監査委員  説明があったかないかと、こういうことでありますが、定期監査あるいは決

算審査の折に、滞納の状況それから欠損処分の状況について説明を求めています。 

○牧野 晶君  ２ 滞納事務処理ミスについて 

滞納処理課についての答弁がなかったのですが、再度。先ほど市長の方では、要は委員会

では報告があったと副市長は言われましたけれども、市長の方で公営住宅、給食、水道とい

う認識はあったのかなかったのかわからないですけれども、こういうのもあるみたいですね
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という声があったので、要はちゃんと上にあがっていくラインができてないのではないので

すか。ミスの防止のために滞納処理課が必要ではないでしょうか、ということで私は滞納処

理課が必要ではないですかと思っているのですが、ここのところをよろしくお願いします。 

あとそれと寄付を求めていくということで、その後考えていくということです。だいたい

どのくらい、いつ頃をめどに考えて一応の方向付けをしていくのかについて、お聞かせいた

だければと思います。 

あとそれと信頼回復。大変ちょっとうわさで聞くところによると、私の方もいろいろな方

から電話をいただいたり、直接会えばこのような「えらいことがあったな」というふうな話

があり、税に対する不信――税というか負担金に対する不信というのがあるわけです。「お金

を返して欲しい」とか笑いながら言う人もいますし、逆に、「払わないでおくように絶対なら

ないようにしてくれないかい」というふうな声が非常にあります。 

信頼回復方法として、しっかりとした対応をしていくというふうに聞こえておりますが、

再度もう一度締めとして、市長の考えをお聞かせいただければと思います。その点よろしく

ご答弁お願いします。 

○市   長  ２ 滞納事務処理ミスについて 

お答えをいたしますが、私が先ほどメモをもらって、というこれは、全く私の認識不足と

いうことであります。別に上がってきていないことではないと思っていますが、相当量の情

報のある中で、私がそれの認識を欠落していたというそれだけのことであります。体制に問

題は全くない。私の頭を切り替えればよかったということであります。 

ですので――ですのでということではありませんけれども、そういうことのために滞納部

分というものをひと括りにした課の設置というのは、特に考えていないということでありま

す。 

 いつ頃までにどうするということ。先ほど触れましたように、時効になるのは平成５年か

ら平成１３年度までの９年間分です。これで８９件、１,９０３万９,４４４円という。世帯数

での率は言いませんが、この８９件でありますのでそう長くかかるとは思っていないのです。

ただ、一度で済むとも思っていません。相当、数度も数回に分けて交渉しながらどういう結

果が出るかということでありますので・・・今年度中くらいには出るのか、いつ頃までに出

るか。（「基本的には今年度中には」の声あり）今年度中には結論を出していきたいと思って

おります。 

 信頼回復については、結局この回収にまず全力をあげるということが一つと、結果として

回収と言いますかそれに至らなかった場合の問題ですから、ある程度責任を取るべきところ

は取っていくということだと思っております。問題を起こして後はしらんふりだなどという

ことは全く考えておりませんので。 

ただ、先ほど触れましたように、非常にその責任問題というのはいつでもそうですけれど

も、難しい問題を内在しておりますので、ただ単に私が責任を取ればいいという問題だけで

はないということだけは、ひとつ皆さんもご理解いただいて、いたずらに混乱を招くような
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部分はひとつ極力避けていただければと思っております。 

信頼回復についてはもう回収に全力をあげるというこれがもう第一番でありまして、第２

は決まりがついたときの責任をきちんと明確にすると。そこで市民の皆さん方からまた再び

市政に対しての信頼を取り戻すということであります。 

○副 議 長  ここで休憩をいたします。休憩後の再開は１１時１０分といたします。 

（午前１０時５５分） 

○副 議 長  休憩前につづいて再開いたします。 

（午前１１時１０分） 

○副 議 長  質問順位１１番、議席番号７番・中沢一博君。 

○中沢一博君  最初に、先の３月定例議会において当南魚沼市議会は、ガン対策推進基本

計画の早期決定を求める意見書が全会一致で可決し、国に提出されました。そして先日６月

１５日に閣議決定をいたしました。大変喜ばしい限りであります。いよいよガン対策が具体

的に実施され、国のもとで予算化され、地域格差をなくし一つ一つ具体的に実施されていき

ます。今現在、多くの方々がガンで苦しみ闘っております。どうか希望を持って闘っていた

だきたいと思います。私たち議員も全力で応援してまいります。「頑張れ市民、全市民、負け

るな」と叫ばずにはおれません。 

それでは通告に基づきまして一般質問をさせていただきます。 

１ 地域振興と観光客誘致について 

先般、今スキーシーズンの冬季入れ込み状況が市長からも報告されました。最盛期に比べ

３分の１以下になってしまったと、当市においてすべてにわたり大打撃を受けているところ

であります。しかし、今年こそはと願わずにおられません。 

その中で吉報が飛び込んでまいりました。２００９年ＮＨＫ大河ドラマに郷土の英雄、直

江兼続公を主人公とする「天地人」が決定し、南魚沼市をあげて取り組んでいるところであ

ります。ここまでくるのにどれだけの大先輩の方々の、言葉に尽くせぬご尽力に、深くただ

ただ敬意を表する次第であります。 

「天地人」の関連については他の議員からも質問されておりますので、角度をつけた中で

質問をしてまいりますので、精査した中でご答弁いただければありがたいと存じます。現在

プロジェクトチームを作り具体的に推進を始めました。２５日には実行委員会を発足し、議

会も委員会を作る等、二度とないチャンスに市をあげて取り組もうとしている意気込みを感

じる次第であります。 

そこで先日の議会でも市長の構想を述べていただきました。具体的なことはこれから討議

に入りますが、明年８月からクランクインする中で、市長としていつ頃までに大綱を決めよ

うとしているのか。現在の心意気もあわせてお聞かせください。 

２０世紀の日本観光は、基本的には旅行会社や観光関連企業が中心になって推進されてき

ました。中国の古典によると、観光の本義は国の光を見ることよりもむしろ国の光を示すこ

とにあると解かれております。要するに国民が自ら住んでいる地域に誇りを持つことができ、
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幸せを感じることができるような国づくり、地域づくりを行うことが、観光の本義とみなさ

れているところであります。 

もっとも大事なのは、地域住民が主役になり、地域住民が誇りを持つことであります。地

域資源を持続可能な形で訪問者、観光客に提供することによって、地域住民と訪問者が共に

感動や幸せを共有できる新しい観光の創造を作ることと感じます。そのために新しい観光を

創造する人材の活用が不可欠であります。 

まさにときを与えられたチャンスに、市をあげて地域再生を実現するために交流人口の拡

大による地域活性化に向け、もう一度観光を基軸とした地域再生事業が重要な課題と感じま

す。大きく変わるときがきたと確信する次第であります。 

次に今年度４月１日南魚沼市観光協会が塩沢と合併いたしました。まさにときを得たりと

感じますが、合併後どのように変化をもたらしているのか、合併前とどう前進したのかお聞

きいたします。 

次に「天地人」による四季を通した観光がますます求められておりますが、イベント等ま

た新潟トキめき国体等にあわせて、地域施設の使用等が増えてくるかと思いますが、指定管

理者制度もあるのでその点は大丈夫なのかとお聞かせさせていただきます。 

２ レジ袋削減の取り組みについて 

２番目にレジ袋削減の取り組みについてお伺いいたします。地球温暖化問題など環境に対

する関心が高まる中、改正された容器包装リサイクル法が４月１日から施行されました。こ

れによってスーパーなどのレジ袋の有料化が大きな焦点となり、環境省や各地で行われるレ

ジ袋削減の取り組みが地域ぐるみで始まりました。 

レジ袋は１年間に約３,０００億枚、原材料に使用される石油はドラム缶２８０万本といわ

れ、日本が輸入する原油の１日分弱に相当するといわれております。またレジ袋を含むさま

ざまな容器包装のごみは、容積比では家庭ごみの６割以上であります。 

政府は容器包装のごみの削減を図るために、１９９５年に容器包装リサイクル法を導入し、

それまではごみの責任を市町村だけで負っていましたが、消費者、市町村、事業者それぞれ

が責任を分担する仕組みになりました。 

さらにこの４月からは、レジ袋など事業者による排出の抑制を具体的に、レジ袋のほかの

容器包装を多く用いている事業者に対して、目標設定、容器包装の有料化、マイバックの配

布等、排出抑制の促進を求めております。ごみゼロ社会を目指すためいわゆるごみの排出抑

制リデュース、再使用リユース、そして再利用リサイクルの３アールに取組んでいるところ

であります。 

そこで当市において、具体的取組み及びマイバックの持参率はどのようになっているのか、

市長にお伺いいたします。 

３ 学校図書館図書整備の予算確保について 

次に学校図書館図書整備の予算確保についてお伺いいたします。誰しも心に残る１冊があ

ります。子ども時代の強烈な読書感想は、その後の人格形成に大きく係わってきます。子ど
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もの活字離れが問題とされる中、子どもがより読書に親しむ環境を作るため、子どもの読書

活動の推進に関する法律の制定が平成１３年１２月に設立されました。同法によって学校図

書館の充実を含む子どもの図書環境整備について、国や地方の責務と初めて明記されたので

あります。 

今、全国に広がる朝の読書運動の実施校が、４月１３日現在で２万４,３９４校に上がり、

実施率は９３パーセントに達しております。朝の読書推進協議会が全国の国公立と私立の学

校にアンケート調査によると、小学校は６９パーセント、中学校は６６パーセント、高校は

３４パーセントと、朝の授業前の１０分間の先生と教師が読みたい本を自由に読む運動が広

がっております。 

朝の読書の歴史を振り返ってみると、私立の船橋学園女子高校が全校一斉に取り組んだの

が１９８８年の４月であります。そして１９９３年１２月に「朝の読書が奇跡を生んだ」が

発刊されて、と同時に全国的な実施調査が始まるといわれております。それと同時にその長

い道のりをたどってみると、１００校達成が９６年の４月のこと。続いて１,０００校達成が

９９年２月。１万校達成が２００２年の８月。そして２万校が２００５年の８月といわれて

おります。 

朝の読書運動は、学力向上の基礎になるだけではなくして、子どもが未来に持っている生

きる力を引き出すと、高く評価されております。そこでまず当市における実態はどうなって

いるか。また、学校図書館図書整備の予算確保計画もあわせてお聞かせいただきたいと思い

ます。以上、壇上からの質問とさせていただきます。 

○市   長  中沢議員の質問にお答えいたします。 

１ 地域振興と観光客誘致について 

地域振興と観光客誘致についてということの中の、このＮＨＫ大河ドラマの決定でありま

すが、前々から申し上げておりますようにこのことは、もうわが市を全国に知らしめる千載

一隅のチャンス、これはもう本当にそういうことだと思っております。 

これもちょっと前に触れましたが、今、ＮＨＫがなぜ直江兼続だということでは、この「義

と愛の精神」この中から失われた日本人の品格、ここにきちんとスポットを当てていきたい

ということだと思っております。 

そこで私どもこの兼続公生誕の地でありますので、やはり人間としての生き方、これを教

育面で十分活かしていかなければならないと。それが今後のやはり人づくりに大きく繋がっ

ていくものだと思っております。 

ですので、やはりそういう面でも、大河ドラマがきたからということだけでの一過性にな

らないように、将来の地域づくりにきちんとつなげていかなければならないという思いであ

ります。 

 観光面では当然でありますけれども、史跡あるいは地域資源、これを活用した観光客誘致

に最大限努めるわけでありますが、今、兼続公のゆかりの品々というのはほとんどこの地域

にはございません。ほかの地域も同じであります。上杉家にまつわるものはすべてが１００
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パーセントといってもいいくらい米沢の方に行っておりますので、ここをどう上手くやって

いくかということであります。 

今、謙信公、景勝公、兼続公の兜を米沢市にお願いをして、復刻といいますかこれを作ら

せていただきたいということで、今お願いをしているところであります。風林火山博等もち

ょっと見てきましたが、ドラマのパネル展示が、非常にやはり皆さんが関心を持って見てい

らっしゃるようであります。ですので、これらもＮＨＫと交渉をしながら、このパネル展示

も含めたでき得れば、今、甲府市で開催されております今ほど触れましたような「風林火山

博」。今度は直江兼続博になりますか、天地人博になりますか。そのようなイベントを私たち

の市もやっていきたいと。いずれにしましても６月２５日に実行委員会を立ち上げますので、

官民一体で取り組んでいって、いろいろな波及効果を生み出したいと思っております。 

そして具体的にいつ頃ということでありますが、先般ＮＨＫを訪れた際に、脚本家の方は

ご存知でしょうけれども今の「どんど晴れ」ですか、これを執筆している方であります。そ

してプロデューサーも同じなのです。あの当時でもう２カ月後くらいと言っていましたが、

プロデューサーの方はそれぞれの地を全部訪れて、当然その時は連絡をいただくそうであり

ます。ロケの可能性も含めたそういうことを、ご視察をいただくということになっておりま

すので、具体的にはやはりそのロケが誘致もできるかどうかも含めて、その後になるのでは

ないかという気がしておりますが、当然いろいろ名乗りを上げながら誘致に努めていきたい

と。 

脚本家の方は絶対会わないそうであります。これはもう自分の考え方が揺らぐようなこと

があっては困るということも含めて、会わないというか会わせないといいますか。ですので

脚本家の方に会うのは若干無理があろうかと思いますけれども。 

ただ、２５日に火坂先生がいらっしゃいます。火坂先生は前に訪れた長岡の森市長さんに

は、この「天地人」については直江兼続公の幼少期に相当スポットを当てるようだというこ

とをおっしゃったようであります。ＮＨＫ出版に先般うかがった際にＮＨＫ出版の社長さん

も、南魚沼市の皆さんは相当その露出度が高くなるのではないか、なんてことは言っていま

した。 

これは脚本家ではありませんので、皆さんがそれぞれ思っていることを言っていらっしゃ

るわけですので、これを全部まともに受けて思っていたら大違いだったなんてことにならな

いようにしなければならなりませんが。 

要は先ほど触れましたように、兼続公の品格といいますか人間性がいかにしてできたとい

うことになりますと、当然その幼少期が一番のポイントになるわけでありますので、その辺

は大いに期待をしておりますし、また一生懸命この誘致に努めていかなければならないと思

っております。 

 観光協会の件でありますけれども、やはり違った色を持っていた部分が一緒になったとい

うことであります。これから新しく南魚沼市観光協会としてスタートしたわけですので、そ

の中で２～３年かけてそれぞれやはり調整をしていかなければならない部分は相当あります。 



 - 26 -

ただ、総合パンフレットやホームページ一元化、こういうことについてはきちんと合理化、

効率化が図られておりますので、経済効果を大きく、観光協会の中での経済効果も含めても

たらしているものだと。 

それから人事面の交流は今、行われております。まだそれこそ３カ月程度でありますので

大きな変化は今は出ておりませんけれども、今後はその一体化に向けてきちんとやっていけ

るように、しばらくは今の動向を見守りながら検証していきたいというふうに考えておりま

す。 

 指定管理団体にお願いしている市施設の活用でございますけれども、社会教育的施設の利

用、これは指定管理者制度の下で管理運営をお願いしております。こういう施設の利用、使

用は、登録団体の年３から４回の調整会議において使用計画がされまして、今それぞれ使わ

れているわけであります。 

これをやはり観光客の合宿、あるいはイベントにどうまた生かせるかということでありま

すけれども、確かに特に六日町地区をみますと、この合宿組合は登録団体の調整会議終了後

に、各団体との調整で会場確保をしているということで、特に合宿の受け入れについては苦

慮しているということをお聞きしております。 

塩沢では登録団体は一部団体を除きまして夜間のみでありますので、日中は利用しないと

いうことがほとんどですので、その民宿といいますか合宿等に開放している。これは非常に

有効に使われているようであります。 

登録団体につきましては、年間費５,０００円を納めるということで通年利用できるわけで

すが、合宿関係者にはこの数倍、１時間２,０００円お願いしているわけですので、これを負

担しながら借りられない状況。これは本当にそれこそ苦慮しておりますし、ご指摘もありま

した。 

この登録団体の中にまだやはり既得権、昔からこうしてきているのだから俺らが当然だと

いうような主張をする団体もちょっとございまして、しかし一方で、やはり観光も本当にそ

ういうことにきちんとやっていかなければならないという理解をお示しいただいている団体

もありますので、この互助精神といいますかそういうことを、もっと皆さん方に啓蒙しなが

らご理解をいただいていきたいと思っております。 

市も当然ですけれどもその中に介在をさせていただいて、この公の施設をとにかく開放し

て、そして地域経済の発展に尽くしていただきたいという思いでありますので、その各種関

係団体との調整、あるいは協力、これらについてきちんと連携を図っていきたい。 

ただ、具体的にではどうだという部分は、またその調整の段階に入らないとなかなかわか

らない部分がありますけれども、市の施設は大いにやはり活用していただくと、いただきた

いと。そういう思いでこれから調整をさせていただきたいと思っております。 

２ レジ袋削減の取り組みについて 

 レジ袋の取組みであります。削減取組みでありますが、これはもう当然相当有効なことだ

と思っておりますし、環境基本計画の中にも謳っているところであります。１８年の６月に
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ジャスコ六日町店におきまして、このごみ減量化の進め方を検討する資料に活用していただ

くということでアンケート調査を行いました。結果は１８年８月市報に一度掲載いたしまし

たが、レジ袋が有料化されたときには８割以上の人がマイバックを持っていくというふうに

答えております。このレジ袋の有料化というのは、ごみの減量化に非常に効果があると思い

ますので取り組んでいかなければならない。 

しかし、地域ぐるみになりますとその小売店、これらに大きな温度差があるということも

現実であります。それとまだあれですね、私の家なんかもたまにそういうことがあるのです

けれども、レジ袋の中にごみを入れてそしてシールを貼って出すとかという、そういう利用

方法も相当ありますので、活用しているということもありますので、そのレジ袋を削減にそ

ういう面はちょっとこう支障があるのかなと。支障といいますか抵抗があるのかなというこ

とはあります。 

そしてこれは当然ですけれども進めていくという方向には変わりはありませんので、有料

化あるいはマイバック持参、これをポイント制を導入したりしてしながら、消費者の方から

の排出抑制これらも図っていきたいと思っております。ただ、条例でこの有料化を廃止とい

うところまではまだちょっと考えておりません。 

持参率でありますけれども、これもジャスコ六日町店で調べさせていただきました。マイ

バックの持参率は２３パーセントであります。そして例えば私たちの市内に１万８,６５０世

帯があるわけでありますけれども、これを１週間で２回、２枚レジ袋をもらわなかったこと

にしますと、１年間で１９４万枚のレジ袋が削減できる。 

これは試算でありますが、レジ袋を作るのに必要な原油が１枚作るのに１８.３ミリリット

ルといわれているそうでありまして、これをずっと計算しますと年間３万５,５００リットル、

２００リットルのドラム缶で１７０本の原油が削減できるという、計算上はそうなります。

確かに大きな数字でありますので、その方向に向けて一生懸命取組みはしていきたいと思っ

ております。 

３ 学校図書館図書整備の予算確保について 

３番目のこの学校図書整備の関係であります。教育長に答弁をさせますが、後ほどのご質

問にもちょっとありますけれども、予算という部分が出ておりますので若干お答え申し上げ

ます。実は３月定例会後にこの学校図書の問題が新聞等にも掲載されましたし、それから国

会の議員連盟の皆さん方からも、各全国の首長宛にその予算確保に努めていただきたいとい

うような要請もありました。 

そういう中で教育長の方に例えば今、市内の２６校にすべて満足できるような図書を整備

した場合、ではどのくらい予算がいるのだろうと。これを調査していただいて徐々に予算付

けを、本来は６月この中で補正で取り組もうという思いでありましたが、幸いなことに北越

銀行さんから２９０万円のご寄付をいただきました。 

今、学校の方から寄せられたとりあえずの整備は、この予算の中でおおむね間に合うので

はないかということでしたので、今回はここで対応させていただきますが、おっしゃってい
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ただきましたように、学校図書の整備、これは重要なことだと考えておりますので予算確保

には全力を尽くしていきたいというふうに思っております。その他詳細なことについては教

育長に答弁をさせます。よろしくお願いいたします。 

○教 育 長  ３ 学校図書館図書整備の予算確保について 

中沢議員のご質問にお答えいたします。まず１点目の子どもの朝読書の実態であります。

これは全小、中学校で始業前、あるいは始業後の朝学習の時間にやっております。全校で実

施しております。これは朝読書であります。そのほか教師がやることもありますし、ボラン

ティアの方にお願いしてやっていただいているケースもありますけれども、読み聞かせです

とかあるいは本の紹介、この本を読んでみたいと思わせるようなそういう紹介です。そんな

ふうなこともほとんどの学校がやっているところであります。 

それから学校図書館の整備の状況でありますけれども、保有している冊数だけでみますと、

県内の平均よりも上だということになっております。これは一方ではこうなった理由として

私が想像していますのは、旧町の時代からあまりその豊富な予算に恵まれていないので大事

に使っているということと、それからもう一つは子どもたちの減少の傾向が続いていますか

ら学級数が減少してきています。したがいましてこの標準というのが、学級数に対しての標

準ですから、大きないっぱい学級数のあった学校が小さくなってくると、本の保有冊数だけ

は標準を超えるということがおきているのではないかなとこんなふうに思います。 

一方、１７年度で、私どもの市で小学校・中学校に配当いたしましたこの図書の購入費、

予算枠でみますとこれは県下の平均にはるかに及ばないという状況であります。そんなこと

から冊数は十分といいますか冊数はあるけれども、新しいものや本当に欲しいものが果たし

て揃っているのかというところは、甚だ疑問だと思っていますし、今後ともそういう内容の

充実には努めてまいりたいというふうに思います。 

それから市長から今ほど答弁ありましたように、４月に入りまして早速市長から指示があ

りました。子どもたちに読ませたい本が買えないのでは困る。市長は十分なというふうにお

話がありましたが、私はどうしても欲しいものはどのくらいだというふうに受けとめまして

学校には調査をいたしました。 

結果といたしまして市長からお話のあったとおりであります。約３００万円弱で北越銀行

さんから寄付をいただいたために、一般財源からの持ち出しはわずかということになりまし

たけれども、こんなふうな配慮をいただくことになりまして、大変ありがたく感謝している

ところであります。 

なお、今までの話とも関連してまいりますが、図書館の蔵書というものを、例えばあると

き大きなお金で予算をいただいて仮に整備をしたといたしましても、その後やはり古くなっ

ていったりということが当然あるわけでありますので、一時に大きな額を、ということより

も毎年、毎年必要な額を、というところで財政の方にはお願いをしてまいりたいなと、こん

なふうに思っております。以上になります。 

○中沢一博君  １ 地域振興と観光客誘致について 
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この「天地人」と観光の件でありますけれども、ただ１点、私は自分がこういう立場にな

ったから言うわけではありませんけれども、ご承知のとおり先般の連続テレビ小説「こころ」

のとき正直いって感じました。申しわけないのですけれども「市は何しているのだ」と「議

会は何しているのだ」というのが正直な気持ちでございました。現場が放送が始まっている。

現地に行ってトイレがない、ごみ箱すらない。現場で予算はどうなっている、議会はまだ予

算が下りていない。そういう現状をうそか本当か私は現場にいる人間として聞きました。 

今回は本当に、市長の所信表明にもあるように大変な決意でありますので、そんなことは

ないものと確信している次第であります。このメンバーを見てもたぶん、これから実行委員

会を集うわけでありますから、そうそうたるメンバーが集われると思います。この「天地人」

に対する思いは一晩でも二晩でも語りつくせぬような、また熱き思いを持っているメンバー

だけかと思います。 

ですからこそ、なおさらいつまでにどのようにしたいのかという、やはりこの行政として

の大きな部分をしていかないと、二の舞を踏むのではないか。ちょっと心配な部分が生じる

わけであります。本当に感じてわかることですけれども、今でも正直言って。この前やった

「こころ」の朝倉医院にはバスがきておりました。終わってからあっという間にその看板す

らなくなりました。こういう実態を考えたときに、やはりもう少し大きな長い面で考えてい

くべきではないのかなということを感じる次第であります。 

そこで私は２点だけ提言というかをさせていただきたいのですけれども。全くお金のかか

らない部分でありますのでお話させていただきます。それは何かといいますと１点目が、無

償のエキストラ制度の創立ということであります。たぶん私の推測では、時代劇になります

と、やはり多くのエキストラが必要であるというふうに察しているわけであります。個人的

には。 

そのときにやはり、南魚沼市は何百名のこのエキストラ制度の導入によって、これだけ確

保してありますと。いつでももう来ていただいて結構でございます、また来てくださいとい

うような。もう、そういう映画やテレビのロケ地を誘致するような、そういう部分を始めて

いってはいかがなものかと思います。 

先の「こころ」のときもいろいろエキストラの方に聞きました。私は５回出た、３回出た

と言いました。私も一生懸命テレビを見ていました。どこに出たか全くわかりません。「あの

手は俺なのだ」と、「あの鞄は俺だったのだ」というぐらい、やはり熱き思いがあるのであり

ます。そういうこの市民の思いを大事にしていただきたいということを、まず１点お話しす

る次第であります。 

 ２点目に私は南魚沼市おもしろ検定をしたらどうかというふうなことであります。今、教

育部門においても製本が配られております。また、私たち市民に対してもこれからいろいろ

な部分で出てまいります。こういうときにやはり南魚沼市の良さを再発見できる、全体とし

て南魚沼市に誇りを持てる、そういう部分にしたらどんなものかな、というふうに感じる次

第であります。 
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この地域の良さは人情であります。本当にまさに「義」の心を全面的に打ち出せるように、

お一人お一人が、誰が来ても自信を持って話せるような、またある面ではそういうことをし

てみたら皆さんはどうでしょうか。また張り合いができるのではないかなというふうに、小

さなことでありますが、私は感じる次第であります。 

そして市長が、もう何級かどういう形かは別としまして、ちゃんと印を押したなかで、自

信を持ってお一人お一人がまさに観光ボランティアとして、本当に自信を持って我が地域は

こうなのだと誇れるような、そんな部分をしていっていただきたいとそう思う次第でありま

す。 

 つぎに観光協会の件でありますけれども、市長もお話がありました。言えることは市長の

方もありましたけれども、今現在は市の顔が見えないということであります。それはおわか

りのとおり旧町村単位で合併したばかりでございます。塩沢と旧この南魚沼市とでは大きく

違います。わかりますけれども県外からの人から見れば一緒であります。そのときに全く見

えないのであります。どこが顔か。どこを検索したらいいのだと。今、統一化されるといい

ました。そういう予算化を早くから私はやるべきであるというふうに思っています。 

今、どこが一番リンクが多いのかということをやはり考えていただきたいと思っておりま

す。私が間違っていたらあれですけれども、旧町村のすばらしいよさは皆あると思います。

塩沢は今、観光は案内していないと言っております。本当でしょうか。各支会に紹介するだ

けだと言っておりました。この実態、間違っていたら失礼に当たりますけれども、もしこう

いう状態が現実に行われているならば、早急にしなければいけないと思っております。 

私は今の状況を見たときに市長もおっしゃっていました。２年～３年は見守りたいという

ようなそういう発現をされておりました。でもそんなことを言っていたらどんどん、どんど

ん月日が来て県外的にどんなものかというふうに思います。もうそろそろボーダーレスでは

ないけれども、自分の国境ではないけれども壁を取り払うようにしなければいけない。でも

現実は全部やり方が違うわけでありますので、私は行政がどうしても入らなければできない

と思っているのです。だから言うのです。 

いつまでも見守っていてはできません、今の状況では。だから行政がこういうときに早く

リーダーシップを取ってもらいたい、そのように思う次第であります。期待しております。

お願いしたいと思います。 

このマスコミというのは、すごくやはり関心度があるということを改めて感じさせていた

だきました。それは先般自分の地域で日本一魚沼米コシヒカリ田植選手権というのをさせて

いただきました。市長からも本当に協賛をいただきました。その中に、民放でありますけれ

ども全国放送されました。 

終わった後の電話はしかりでございますけれども、私は驚いたのが、一番最後に南魚沼産

コシヒカリ１０キロを３名の方にプレゼントすると、そういう欄が出ました。そのときに私

はびっくりしたのであります。どれだけの人からはがきが来たのだろうかと関心を持ってお

りました。そして放送局から電話をいただきまして３名に決まりましたと。何名くらい応募
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があったのでしょうかと聞いたら、なんと１万６,０００人の普通の方から３名を選んだとい

った報告がありました。 

この南魚沼産コシヒカリというのは、すごいブランドだと私どもも思っておりましたけれ

ども、ほんのちょっとの民放の放送でも、これほどやはり全国の人というのはやはりこの南

魚沼市は持っているのだな、というふうに感じました。こういうことを待ったときにやはり

この一面を農業部門しかり、観光部門しかり。いろいろそういう面では出てくると思います

のでひとつ期待したいと思います。 

 つぎに指定管理者の制度の件でありますけれども市長もおっしゃっていただきました。こ

れからはいろいろ出てくる。施設を借りるとまた観光協会等でそういう部分でいろいろ出て

くるかと思います。市長も言われました。今、年に６回調整者会議をやっております。 

例えば今、秋のイベントをこの地域全体で組みたいというならばいつ申し込みをしていい

か。今できないのであります。例えば今だったらつぎは９月５日に調整会議があります。そ

れまで全く申し込みができないのであります。そしてそれが終わった後に余って空いていた

ら申し込みができるというのですよね、現実なのですそれが。空いていたらできるが空いて

っこありません。 

そのことを考えたときに、これからは環境を本当に大きく。私はこの新潟トキめき国体を

誘致するときに、こういう実態でいいのだろうか。やはり商工観光課、社会教育課が連携を

密にしなければいけないのではないか。私はこの１点をみても感じる次第であります。この

点、市長はどうでしょうか。この実態でいいと思いますでしょうか。指定管理者の方が悪い

とかそういうことではない、一生懸命やっております。だからなおさらできません、と言わ

れます。この実態をもう一度お聞かせいただきたいと思っております。 

２ レジ袋削減の取り組みについて 

レジ袋の削減の件でありますけれども、今、市長が市一丸となって取組むというふうに表

明していただきました。この４月から業者の取り組みが不十分であれば勧告し、また公表も

できる、また命令もできるようになってきました。また、罰金も科せられるというふうにも

聞いております。こういう容器包装廃棄物排出抑制推進員制度も設けているそういう自治体

も出てまいりました。 

このために今、昨今のテレビでもおっしゃっておりますように、杉並区はレジ袋を１枚５

円で実施しました。販売と実績で実施前は３０パーセントだったそうであります。私どもの

マイバックは今現在２３パーセントというふうに報告がございました。杉並区は実施前が３

０パーセントだった。そしてマイバックを持参したらどうだったか。目標を６０パーセント

としておりましたけれども現実は大きく上回って８３パーセントになったと聞いております。

５パーセントして。客足が減少することが懸念されておりましたけれどもそんなのはほとん

どなかったというふうに聞いております。 

やはりこの例えば京都市の――先ほど出ていましたところは固有名詞が出ましたから――

イオンにおいても東山店では１枚５円で有料化を実施したとも聞いております。また名古屋
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市は２０１０年に向けて全地域を有料化すべくというふうに発表をいたしました。あのレジ

袋有料化反対の日本フランチャイズチェーン協会も、１０年度までには３５パーセント減ら

しますという目標も掲げました。 

当市においても今現在ジャスコさんはポイント制をやっております。計算するとだいたい

１回５円にやはり相当します。そういうことも現実にやっておりますけれども、やはりもう

一歩強い部分で踏み込むべきときが私はきていると思います。 

当市において例えばイベント等が開かれます。リサイクル活動を行っている団体には、私

は補助金を考える必要があるのではないかと思っております。どんどんリサイクルをする、

そういうようなそういうイベント等に補助金を付ける。そうではないのはもう通告していく、

どんどん指導していく。そういう考えをまた市政も明確にチェックし、行政の指導を感じる

次第であります。もう１回市長のご意見をお伺いさせていただきます。 

３ 学校図書館図書整備の予算確保について 

最後に学校図書館の整備についてでありますけれども、今聞いて本当にすごいさすがだな

と。全２６校でやっていると聞きました。保護者の一人としてはありがたい次第であります。

平成１４年から１８年までに５年間の学校図書整備費は年間で約１３０億円、総額５年間で

６５０億円、地方交付税で措置しました。 

わが市は５年間でいくらだったでしょうか。学校図書費がそして終わって１９年度から、

実は今年から毎年５年間で１,０００万円で毎年２,０００億円を地方財源化すると決定しま

した。私はそれを聞いたときに毎年２００億円をかける中で、例えば蔵書を増やす費用に毎

年２００億円もかける。そうして先ほど言った古い本を更新するためにも・・・失礼しまし

た。蔵書を増やすために毎年８０億円ですか、国は設けていると。そして蔵書の古い本を替

えるために２００億円する。まさにわが市はここであります。 

そういうときに教育長もおっしゃったように毎年計画を持っていきたい。本当に私は見て

いきたいと思っております。本当に計画しているのか、私は見ていかせていただきます。 

それは何かというと、各都道府県の小学校一校あたりの購入費は、全国平均が４２万円で

あります。最低の青森県は１９万１,０００円であります。そして最高の山梨県は６９万１,

０００円であります。そして我が新潟県はどうか、３２万９,０００円であります。この数字

を見たときに我が市はいくらでしょうか。 

本当に計画をすると言っておりました。私は明確にこの部分を大人として、責任を感じる

一人としてやってまいりたいと思っております。北越銀行さんも２９０万円、心配で心配で

また未来の子どものためにこんな予算をされたと思います。本当にありがたいことでありま

す。 

誰しも幼少期のときの本というのは忘れません。私は誰が見ても文学青年ではありません

でした。でも、私でさえも小さい頃のピーターパンだとかガリバー日記なんかは明確に覚え

ております。まさに夢というか本当に自分もそういう気になったくらいで、その好奇心とい

うかこの無限の夢というか、または想像力というか、そういう部分は私でさえもかきたてさ
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せていただきました。この活字の力というものを本当に感じております。 

それで私はあえて最後に――時間があれですけれども最後に言いたいのは、実はなぜ普及

しないかということを調べさせていただきました。その一番の原因は実は現場の教師であっ

たということです。何が原因で普及しないか、それは現場の教師なのです。これは今、保護

者の部分も考えられると思いますけれども、読書よりも進学のためというような、そんな時

間があったら漢字とかドリルを学んでもらいたいというようなのがいるということなのです。 

私はどうかと思います。本当にその部分を私は教育方針としてやはり示すべきではないか

と思っております。これからどんどん、そういう計画を立ててあるということですから、本

当に楽しみに見守ってまいりたいとそう思っております。長くなりました。大変恐縮でござ

います。以上であります。 

○市   長  中沢議員の再質問にお答えいたします。 

１ 地域振興と観光客誘致について 

まず最初にこの「こころ」のときの対応ですけれども、これは本当に慣れていなかったと

いう部分もありますし、ちょうどあれは平成１５年ですね、朝倉医院のところにもトイレが

ないとか、まあすぐ補正で対応させていただきました。ただ、私たち行政もそうでありまし

たが、一般の方もあれだけお客さんがお出でいただけるのに、指もくわえないで見ていたの

です。指をくわえて見ているくらいならよかったのですが、指もくわえないで見ていた。そ

ういうことを大きな反省材料にしました。 

宿泊客もほとんどが湯沢でありました。湯沢の温泉旅館に泊まってそこのバスで施設を見

て回る。そういうことでありまして、これらについて大きな遅れを取ったということは痛感

いたしておりましたので、そういう反省の上に立ってきちんと対応していこうと思っており

ます。 

 無料エキストラ、あるいはおもしろ検定、これはそれぞれみんな。特にこのエキストラに

つきましては無料か有料かは別にいたしまして、これは当然やらなければならないわけです

し、お応えしなければならないと思っております。我々のところでは無料でいいよというこ

とは、この実行委員会の方で打ち出していただければ、またそれなりにきちんとやっていき

たいと思います。まあエキストラであまりお金を要求する人はいないと思います。ですので

こういうことを打ち出しながら、とにかくそのロケ地になってもらうように、これも一生懸

命やらせていただきたいと思っております。 

 観光協会の件でありますけれども、この２～３年というのは、今、議員おっしゃっていた

だいたようにやはりやってきていたその事業内容がちょっと違うのです。それをとにかく２

～３年かけて調整していかなければならないというそこで、ただ、今の体質的なものを２～

３年かけてなおしていくということではありません。これはもう合併していただいたわけで

ありますのできちんと一本化をしていこうと思っております。 

そこで行政のリーダーシップということでありますけれども、私は合併も相当難航しまし

た。最終的に両者が譲れないというような部分もちょっとあったわけでありますが、それは
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もしお互いが決裂するのであれば私がきちんと判断しますので、それにしたがってもらうと。

それを条件で交渉してください、ということでお互いやっていただいて、幸いに私がそこに

出ることはなくお互いが納得をしていただいて合併ができたわけであります。 

行政がやらなければならないことはやりますが、本質的にはやはり観光協会そのものが、

自主自立という部分を目指していっていただかなければなりませんので、また南雲会長さん

にもお願いをしながら。当然市が全く構わないなどということはありませんし、いわゆるリ

ーダーシップを発揮しなければならない部分はやりますので、今後ともまたそれぞれご指導

いただきたいと思っております。 

「田植え選手権」のときはすごかったということで、今初めてその数字を聞きましたが。

私はちょうど時間的に見られなかったのですけれども、うちの家族がちょっと見ておりまし

た。ほんの少しだったそうですね、相当出るのかと思ったらほんの少しだったそうです。と

ころがこれだけのやはり反響があるということですから、改めてマスコミの影響の大きさと

いうのは本当に痛感しておりますので、対応に誤りのないようにやっていかなければならな

いと思っております。 

 指定管理者団体のなんといいますか管理をお願いしている施設について。これは実態でい

いと思っていませんので、今おっしゃっていただいたようなことも含めて、早急にまた調整

をしなければならないと思っております。 

それこそおっしゃっていただいたように国体もちょうど同じ年に来るわけでありますし、

その前にはプレ国体、いろいろあります。今のままですと本当に対応がおかしくなってしま

うというような状況もありますので、社会教育と、ですから教育委員会と産業振興部の方で

きちんとした調整をしながら、極力不満のないような対応をしていかなければならないと思

っております。 

２ レジ袋削減の取り組みについて 

 ごみのこのレジ袋の件であります。これは今おっしゃっていただいたように商工会等も通

じてやはり強力に働きかけをしなければなりませんし、イベントの際のそのレジ袋の有無、

これらについてやはり考慮して、市も本当に強力にそうしているのだということをもっと打

ち出していきたいと思っております。ご提言ありがとうございました。 

３ 学校図書館図書整備の予算確保について 

 図書費の方は、予算的にはすぐその毎年毎年が１００パーセントかということは、ちょっ

とまだわかりません。全体額が出ておりませんので。しかし、さっき教育長が、私は「十分

な」と言ったつもりだけれども「必要最小限」だというふうに聞こえたということでありま

すが、十分な対応をするにどれだけの予算が必要なのかということを改めて算出していただ

いて、極力その線に沿ってやっていきたいと思っております。あとは教育長に答弁をしてい

ただきます。 

○教 育 長  ３ 学校図書館図書整備の予算確保について 

ここに手元にあります数字で申し上げますと、平成１７年度私どもの南魚沼市の学校図書
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の購入費の額でありますが、１校あたりで申し上げますと小学校で２０万８,０００円、中学

校で３９万７,０００円という金額でございました。 

これは３月議会の折にも申し上げましたけれども、中越大地震の後、各学校の耐震強化と

工事というふうなことが非常に大きな財政上の課題になってまいりまして、正直なところを

申し上げますと図書購入費としての私どもの要求が弱かったということでありますので、こ

の点については反省をしているところであります。 

今ほど市長からお話のありましたように、最大限の努力をいただけるということでありま

すので、私どもといたしましては各学校でどういう本を揃えるべきか、何を必要としている

か。こういったことをもう少し長期にわたった視点で確認しなおして、毎年の予算要求をし

てまいりたいとこのように思います。 

 ところで１点でございますが、私どもの管内、小学校・中学校２６校ございます。このす

べての学校で毎年毎年どういうところに力を置いて教育活動を進めるかというふうな計画を

作っているところでありますが、すべての学校において読書に重点を置いて指導をしていき

たいというふうな計画であります。 

したがいまして、受験のための力をつけることにかまけて読書の指導をしないというふう

な教師が、おそらく私どもの市にはいないのではないのかなと思っておりますが、そのよう

なことのないようにさらに指導を徹底していきたいと思います。 

マスコミ等々でも言われておりますが、子どもたちが読書離れに起こしている一番の原因

は家庭だと。子どもに勉強をしなさい、本を読みなさいと言いながら親はテレビを見ている。

あるいはメールをやっていると。こういう姿であります。したがいましてＰＴＡの皆さんの

集まりなどでも、家庭でも子どもたちの前で一緒に本を読むというふうなことについて、一

層の努力をお願いしてまいりたいと、このように考えております。 

○副 議 長  ここで昼食のため休憩いたします。休憩後の再開は１時といたします。 

（午前１２時００分） 

○議   長（松原良道君）  休憩前にひきつづき、本会議を再開いたします。 

（午後１時００分） 

○議   長  一般質問を続行いたします。 

質問順位１２番、議席番号２８番・若井達男君。 

○若井達男君  午後一番ということで、大変眠い時間だと思いますが、これから私のやさ

しい一般質問で、かなり目がさえるのではないかというふうに感じております。今まで大変

びりびりと厳しい一般質問が続いておりますが、やさしい若井達男の一般質問をさせていた

だきます。また傍聴者の皆様には朝から一日本当にご苦労さまでございます。それでは通告

にしたがいまして一般質問を行います。 

ハナミズキを市の街路樹に 

ハナミズキを市の街路樹に。豊かな都市景観を実現するために、街路樹の植栽は欠かせな

い。山紫水明、緑豊かな当市であっても街路は寂しい。豪雪地の街路樹としてハナミズキの
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植栽が最適と考える。２００９年「天地人」の主人公、直江兼続公のＮＨＫ大河ドラマへの

放映決定。また、トキめき新潟国体の開催。今こそ景観まちづくりのときである。ハナミズ

キを街路樹に。 

これで終われば極めて短くていいと思われるわけですが、しかしこれでは、何のために街

路樹なのだ。どうしてハナミズキなのだというようなことがちょっと足りないと思いますの

で、その辺を付け加えさせていただきます。 

街路樹につきましては、ひとつのデータが出ております。今から２０年ほど前、これは今

の国交省になりますが、国土技術政策総合研究センターというところが、日本国内の街路樹

のまとめを２５年前から５年間隔でやってきております。ちょうど今年はそのまた５年目に

なるわけですが、あわせて５回になりましょうか。そうすると今から５年前ですので２００

２年に行っております。 

その結果によりますと、全国の街路樹は６８０万本だそうです。そうして種類にしまして

は、５００種類というのを数えているそうです。しかしながら種類は５００種類といっても、

実際のところ、この６８０万本のうちを数えるものは１０種類くらいだということが言われ

ております。そしてこの１０種類の中におきましては、やはり街路樹の１位、王者としては、

イチョウの木、イチョウ樹がさん然と輝いておるということで６５万本くらいでしょうか。

イチョウ樹が一番だということです。 

続いてつい最近まで、その５年前くらいまではケヤキ、プラタナス、そういう順番で並ん

でおったようですが、最近は桜の街路樹がやはり。この最近の街路樹の傾向とすると、華や

かさを住民が求めておりまして、桜が大きく街路樹としてのウエートを占めているそうです。

これらが５５万本くらいで第２位になっております。第３位はケヤキだそうです。これは全

国どこを見てもケヤキの街路樹というのは入っております。 

そして今、この２００２年のデータですが、データをとり始めた２０年前の２３位という

ところに位置づけをしておりましたハナミズキが、４位というところまできております。こ

れらも５０万本というようなかたちになっております。当時、街路樹というとプラタナスと

いうようなことで、大変街路樹の植栽にはプラタナスが威勢を増しておったのですが、実際、

いざ植栽してみますと手入れのかかること。やはりそういったことで維持管理費がかかる。

これらは作る前は、やはり威勢がよくて樹高がすぐとれるというようなことだったわけです

が、現実問題とするとなかなか今になってみると、当時の調査順４位から７位にまで順位を

下げておるというような状況になっております。 

今ほど申し上げましたように、ただ緑だけあればいいということではなくて、そこに潤い、

それから癒し、そういったものを求めるには、やはりプラス静かなる華やかさが必要である

と。そういったことから、ハナミズキが大きく伸びてきております。 

当市において、街路樹はではどんな状況かと言いますと、残念なことながら一番街路樹が

少ないのは旧六日町地域の市街化区域です。これは皆さんご存知のとおりだと思いますし、

これらの街路樹については、決算、予算でもよく審議されてきておることですが、残念なこ
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とながら旧塩沢町、旧大和町に比べて大変に極めて少ない。 

旧大和町地区におきましては、今の庁舎前から多聞橋までの約９００メートル、入ってい

るのは青桐が入っておりまして、これらもやはり議会で物議を醸しております枝打ち、管理

等に大変金がかかる。しかしながらあれが街路樹かといわれるようなことが、物議を醸して

きております。 

しかし大和町にはそういった青桐はありますが、実際のところこの辺ではハナミズキが入

っておるのです。ハナミズキは国際情報高校から、これは塩沢大和線になりますが、大和大

橋、浦佐大橋でしょうか、美術館通りのあそこまでこれらも約７００メートルくらいですが、

両側にハナミズキが植栽されております。 

そしてその先に少し進んだところといいますか、多聞橋を渡って駅西の方から渡って来ま

すと、多聞橋から天王町の交差点、約２００メートルくらいですが、ここにも両側にはハナ

ミズキが入っております。 

またそれ以外につきましては、今、開通しております１７号バイパス、ここには奥只見レ

ク都市構想にあわせた中で道路の両側にはケヤキが植栽されて、私たちが通行時についても、

車で通ってもそれぞれ大変な癒しをいただいているところであります。 

塩沢町におきましても、塩沢町の庁舎前から駅通りに抜ける丁字路の交差点、あそこには

イチョウ樹が入っております。これは３００メートルくらいです。そして今度は旧１７号、

第四銀行さんから角谷議員さんの前、それから旧塩沢交差点のところまで。これはケヤキ等

が入っておりまして、大変市街地のなかを日陰をつくり、潤いを出しております。 

また塩沢町は六分区には、今ほど申し上げました旧１７号の都市計画道路の改良、そして

また樋渡地区の区画整備事業のなかのメイン通りには、イチョウ樹が植栽されております。

調べてあります。 

そういうことで、それならば六日町地区はどうかというと、これはなくはないのです。す

ばらしい景観をつくっているのです。大月坂戸線の坂戸温泉街のなかの、これが３００メー

トル。坂戸大橋を渡ってから、龍言さん、羽黒鼻の先まで３００メートル。道路の両側にそ

れぞれハナミズキが入って、これはもう１２～１３年になりますが、きれいな花を咲かせて

やはり市街化の景観をきれいにつくっております。 

あと、六日町市内におけるとどうかといいますと、これは街路樹と言っていいかどうか、

桜並木が魚野川を育む会の皆さん方が、堤防敷と街路を一部利用して桜が植栽されておると。

これらは２.３キロほどあります。やがてこれらが成長すると素晴らしい桜並木になるのでは

ないかというふうに考えております。 

何でハナミズキが全国４位になり、今こうして私たちのところにまできておるのかと言い

ますと、実際のところ私の集落の隣の笠原議員さんの集落につきましては、今から１０数年

ほど前でしょうか、集落の記念事業の一環として各家庭にハナミズキが配付され、それが植

栽されて、春になってきれいな花を咲かせ、秋にきれいな紅葉をつくっております。 

このハナミズキが街路樹として一番適当なものは、雪国の中でも心配なく街路樹として植
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栽し、育てていけるということなのです。そしてこれは人の手入れを必要としない。さほど

手入れを必要としない。樹高は実際は１０メートルから１２メートルというふうに言われて

おりますが、植栽して１０年、１２～１３年経っても、５メートルから６メートルの樹高を

保っております。 

そして木そのものが、自らが自分で制し姿を整えております。今出ておる小枝の小さいも

のは、２～３年経つと自然に自分で枝を落とします。細い、育たない、花をつけないそうい

った枝も、自分でこれは樹勢を整えております。そしてこのハナミズキは極めて西日、それ

から暑さに弱いものです。しかしながら、夏の暑いときには自らの葉を足元に落として、自

分の身体を守っております。そういったものがハナミズキの特徴なのです。 

そしてハナミズキそのものの美しさは皆さんご存知のように、これは見た目の花びらは４

枚です。しかし実際はこれは花びらではないのです。ガクが変形して変わってハナミズキの

私たちが見るところの花として見られておるのです。実際の花はそのガクの中の花びらの中

に、また花を持っておると。アジサイがガクの中に花をつけ、またその花の中に花を持って

おると同じように、ハナミズキもそういった素晴らしい点をもっております。 

そして先ほど申し上げましたように、これは秋になると、きれいに紅葉します。そして花

のなかの花、これが赤い実をつけます。そしてこの赤い実はやはり鳥等の移動によって、鳥

は赤いものが好き、赤い実はなぜ自分で赤くなるか。鳥に運んでもらいたい、そういうこと

で赤い実をつけるのです。 

そしてこのハナミズキは一番植栽に対しての難易度が、一番とは申しませんが、１番、２

番、３番、４番、５番とあります大体２番目くらいに匹敵しておるのです。これを増やすに

は簡単なのです。一本あたり買うとずいぶん高いわけですけれども、今ほど申し上げました

花の中心の秋になった実を、外側の実をとった中で冷蔵庫の中に２カ月～３カ月置いて一冬

越しましたよというものをとると、植物の習性で、ああ冬が来たのだと、終わったのだとい

うことで２月～３月に播種すると、これがすぐ芽が出て木になります。 

そういうことでこのハナミズキを増やすには、まず種をまくこと。そしてそのまいた種か

ら出た成長したものを苗木として、土台木として挿し木をすること。また枝そのものを挿し

木にすること。また接ぎ木をすること。とり木はなかなか難しくてできないとは思いますけ

れども、そういったことに一般に私たちの手で、これは十分に育てられる木になっておりま

す。 

そういうことで、今私たちがこの市街地を考えたときに、六日町の市街地、駅西線病院、

これは今議会でも融雪道路云々の話が盛り上がっております。そしてこの融雪道路であって

こそ、わずかな歩道面積にわずかな樹高の高さで両側にそれを保てると。そして歩道除雪が

なっておる。全くの雪囲いも必要としない。そういうものの繰り返しでこの市街化の景観が

つくられていくわけです。 

別に駅西線に限ったことではありません。塩沢町の今ほど開通しました来清東西線の取り

付け部分、東側、西側の部分。また塩沢町の小学校の部分にはまだまだ植栽が可能になって
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おります。また塩沢町については、公民館、あそこの通りは立派な融雪道路と立派な消雪歩

道になっております。そういったところにも十分に植栽することができるのです。 

大和町はどうでしょう。これから基幹病院が今考えられております。茗荷沢浦佐線、あそ

こにやはり両側にこれらはハナミズキを今、先ほど申し上げましたように多聞橋から東側に

２００メートルほど植栽されておりますので、その延長を考えたときには基幹病院とあわせ

た中で素晴らしい都市景観、まちづくりができるようになっております。 

そして先ほど申し上げましたように、これは個々の家庭でも栽培できるのです。植栽でき

るのです。私たちが奈良の山を見たとき、大和の山を見たとき、霞にわきた中に入っている

ソメイヨシノ、あれは山全体をソメイヨシノが覆って春霞に覆っているものですから、詩の

文句ではないが、まさに「におうがごとく今盛りなり」ということになるわけで、私たちが、

南魚沼市が、これを市民一体となって向かったとき、やはり外から入ってきたときには、こ

のハナミズキの香り、そしてハナミズキの春の美しさ、秋の紅葉、これらを回りの皆さん方

が体験されるのです。 

さすがに「天地人」の直江兼続公の誕生したところだと。素晴らしいところだと。まさに

桃源郷だと。そういうふうに私はこのハナミズキの植栽がなったうえには、それこそ南魚沼

市の立派な財産として残るものだというふうに確信しております。また市長の答弁におきま

しては、再質問をさせていただきます。以上で終わりとします。 

○市   長  若井議員の質問にお答えいたします。 

ハナミズキを市の街路樹に 

その前に、若井議員の不動産や法律に関する博識には驚いていたわけでありますけれども、

こういうことにもおよぶ博識があるとはついぞ知りませんでした。大変違う側面を見せてい

ただきました。 

やさしいかやさしくないかは別にいたしまして、このハナミズキにつきましては、今、議

員がおっしゃったとおりでありまして、非常に素晴らしいものだろうと思っております。特

に耐寒性、耐雪性に優れているという、このことは私たち雪国にとっては一番のある意味で

は大切なことでありますので、これは本当に素晴らしいことだと。この当市においても街路

樹として適しているというふうに考えられるわけであります。 

ご承知だと思いますけれども、今、街路樹は全部歩道部分に植栽しますので、交通バリア

フリー法の趣旨が、車椅子同士の安全なすれ違いを確保しなければならないということで、

歩道の有効幅員２メートルを確保しないとなかなか植栽が難しいということであります。し

たがいまして既設の大部分の歩道は、街路樹を設置できない構造になっておりまして、この

辺をどうクリアできるかということがひとつと、新設される歩道においては、議員ご提案の

ようにそういうことをきちんと理解をしながら、街路樹の整備をきちんとやっていきたい。 

ずっと昔、私がまだ議員をしていた頃ですけれども、旧六日町土木事務所に中村さんとい

う所長がおいでになったときに、六日町の中で一番遅れているといいますか、町中に全く街

路樹がないと。これは都市としては非常にまずいという話を伺いました。いずれ１７号バイ
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パスが開通をしたら、今の１７号線の幅員はそれほど必要ないわけだから、そこに街路樹を

植えるという方法を考えておきなさい、ということを言われたことも思い出しました。そう

いうことも含めまして、街路樹の整備にはやはりこれから力を入れていかなければならない

と思っておりますので、その博識をまた十分に生かしていただいて、ご提言、ご支持をお願

いしたいと思います。以上であります。 

○若井達男君  ハナミズキを市の街路樹に 

大変やさしい答弁でありがとうございました。市長、今、中村さん時代の１７号線への街

路樹植栽ということをおっしゃいましたが、これなどは三条、今はもう三条市になりました

が下田村、三条から下田へ抜ける２８９号線、これは信越線を袴線橋でまたぎ、五十嵐川を

渡ったところから数キロにわたって両側にやはりこれはハナミズキです。昔の旧下田村、そ

この入り口まで両側にきれいに植栽されておって、これも雪囲い等を必要としないで、そこ

を通行人、また市民の皆さん方が春、秋、大変これは楽しみでそこをわざわざ通過をすると

いう人が出ております。 

そういったことで、確かに既存というものはあるわけですが、またその既存の中にも今は

かなりこの植栽について改良されてきております。パワーミックス工法――これは今年の３

月、大阪に本社のある東邦レオという会社が発明して、商品として売り出したものなのです

が、パワーミックス工法――今までの街路樹の植栽は、街路に植木鉢に入れたものをそっく

り植えるというようなことなものですから根は外へ張らない。張るときは上に張るものです

から舗装を持ち上げる、縁石を面積を持ち上げるというようなことで、その都度伐根、根切

り、もしくは頭うちをやっている。それでもやはり根が張らないものですから、少し大きな

風がくると、台風等がくると倒木してしまう。 

そういうものが続いておったのですが、このパワーミックス工法は、これはバクテリアと

その同じ植木鉢のかたちをとって植栽当時はするのですけれども、しかしそれを植えてから

は数年後、根が歩道の下を下へ下へと入っていく。歩道を持ち上げないというようなことが

ありますので、これらを工法として使ったときには、１５メートルまでの木が十分に植栽と

して可能になるということがありますので、これからのこの街路樹の植栽等については、そ

ういったパワーミックス工法の検討もした中で、とにかくハナミズキは一番手間がかからな

いのだと。 

人を潤し、やさしく包んでくれるんだということが一番になっておりますので、ひとつそ

の点を考慮してぜひともこの南魚沼市を。市の花はカタクリ、市の木はコブシというふうに

なっておりますが、このハナミズキはアメリカ名、アメリカヤマボウシと言われております。

今私たちの山へ一歩入ると、ヤマボウシが盛りです。下を見ていてはだめです。上を見ても

だめなのです。横を見る。樹高がやはりヤマボウシも５メートルから６メートルなものです

から、横を見るとかしないと目にあいませんが、今はヤマボウシの盛りです。あわせてこの

ハナミズキは原産ははっきりしておるのです。アメリカなのです。明治４２年にときの東京、

市長が平和親善として送ったのが桜ですよね。その桜への見返りとして送っていただいたの
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がこのハナミズキなのです。ぜひともこの南魚沼市をハナミズキでいっぱいにしようではな

いでしょうか。お考えがありましたら、答弁をお願いします。 

○市   長  ハナミズキを市の街路樹に 

おっしゃるとおりでありますので考えはその方向で。ただ、先ほど触れましたようにちょ

っと時間的にもかかりますし、そういう面では一挙にというわけにはいきませんけれども、

そういうことを念頭におきながら、これから街路樹の植栽も含めた整備をすすめていきたい

と思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議   長  質問順位１３番、議席番号１２番・腰越晃君。 

○腰越 晃君  お昼休みが終わって、２人目ということで、さらに眠気が増してくるころ

かなというふうに考えておりますが、とても今の若井議員のようなデリカシーな質問ではご

ざいませんが、また一生懸命質問していきたいというように考えております。 

水道事業に係る財政運営について 

通告をさせていただきました内容は、水道事業に係る財政運営ということでやらせていた

だきます。私たちのライフラインであり、日常生活に欠かせない水道。一般的に私たちが日

常の家計費、これに占める水道料金の割合というものは大体５パーセントくらいであるとい

うように言われているようでございます。それほど大きな部分ではないと言えるかもしれま

せん。 

しかし、現在の南魚沼市、この料金がどうなっているかと言いますと、基本料金は１０立

方メートルですが、２,４１５円というように設定されております。全国平均ではどのくらい

か。平成１８年４月のデータによれば、１,５３９円と言われております。比較すれば傑出し

た高額である。その要因についてはいろいろありますが、過大な施設建設でその建設費の償

還。これが最も大きなものであろうというようにとらえております。 

そうした内容でありますので、受益者である市民への負担増、水道料金の値上げこうした

ものを求める場合には、行政サイドにおいてあらゆる経営努力がなされたうえでなければな

らないというように考えております。 

さて、市長の本定例会所信表明によれば、市の水道事業の平成１８年度決算見込みは収益

的収支で約１億２,５００万円の純損失、資本的収支において１２億２,５００万円の不足額

を生じておる。この合算額は１３億５,０００万円になります。これを留保資金で補填すると、

このように説明をされております。 

今年度、１９年度についてもほぼこの１８年度決算と同様の内容で予算が組まれておりま

す。細かく言えばこの１３億円を超える資金不足に対して、設備にかかる減価償却費、これ

は実際にお金は動きません。これが約１１億円ございます。実際にはこの分を差し引き、約

２億円強が毎年資金不足しておる。これを現在約１８億円と言われます留保資金で補填され

ている。こういうことであろうかなと思っております。 

そうした中で中期の収支計画、これは平成２８年度くらいまで策定されております。この

計画では営業収益、いわゆる水道料金収入の増加というものはあまり多くは見込まれており
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ません。そういう中で、平成２３年度には多くの費用を要する施設設備の更新を控えており

ます。 

そうした累積する赤字補填や施設更新費用、こうしたものに対応するために平成２１年度

および２３年度におきまして、基本料金で約３００円程度各年の値上げを行い、不足額を補

う。こういう予定であると。私は現在の当市の水道事業の財政運営を簡単に言えば以上のよ

うであるであるというように推察をしております。 

厳しい財政運営が余儀なくされる水道事業経営なのですが、繰り返しますが、全国でも最

高水準にある。この水道料金を支払う市民の立場からは、考えられるあらゆる経営努力をし

たうえで、負担の増加を求めるべきである。そのように考えております。 

今回の一般質問では、一般会計からの繰出し金に関する内容を中心に質問をさせていただ

きます。 

１番目として、総務省自治財政局通達では、一般会計から高料金対策、水源開発対策、水

道広域化対策などの一定の理由で水道会計に繰出しを行う場合、その一部について交付税措

置を行うとしています。この規定については細かくここで申し上げますと非常に時間がかか

りますしわかりにくいと思いますので、割愛してわかりやすく話をさせていただきます。 

３月定例会におきまして、市長の答弁では平成１９年度予算においては高料金対策として、

交付税措置される金額の８割を一般会計から繰り出すとしており、その金額は６億７,０００

万円でございます。仮に１０割、１００パーセントを繰出した場合、単純計算で８億４,００

０万円となり、約１億７,０００万円の増額となります。この分、水道会計における不足額が

穴埋めできるというように考えますが、こうした１０割の繰出しができないのか。できない

のであればその理由を伺いたいと思います。 

２番目に、さらに広域水道事業団が存続をしていました平成１６年までは上記、今一番の

高料金対策以外の水源開発対策、水道広域化対策、これらの元利分約２億１,０００万円につ

いても旧各町から繰り入れられておりました。しかし記録を見ますと、平成１７年度からは

繰入れはありません。この繰入れが廃止された理由、経緯、これについてお伺いをいたしま

す。 

３番目として、今ほど質問しました１および２、これらの一般会計からの繰入れが行われ

た場合約３億９,０００万円くらいの水道会計の収入増となります。料金収入に大きな変動が

今後ない限りは、平成２１年、２３年に予定されているおのおの３００円程度の料金値上げ

の必要はないのではないでしょうか。また、平成２３年度予定の設備更新についてもこれは

どれくらいかかるかはっきりした額が出ておりませんが、８億円とも１０億円とも言われて

おります。そしたものに対する対応も留保資金である１８億円、これを使用すれば対応でき

るのではないでしょうか。そうした財政運営が可能なのかどうか。市長の考えを伺います。 

最後に合併から３年目を向かえ、水道事業団の廃止これから２年を経過し、さ来年には料

金の改定が予定されております。こうした中で、中長期的な水道事業の財政見通しを市民に

示すべき時期にあると考えておりますが、市長の考えをお伺いいたします。以上、１回目の
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質問を終わらせていただきます。 

○市   長  腰越議員の質問にお答えいたします。 

水道事業に係る財政運営について 

水道事業にかかわる財政運営についてでありますが、まず１番目の高料金対策で８割しか

繰り入れない理由ということでありますけれども、今議員がお話しいただきましたように、

合併前の旧六日町におきましては、数年間でありますけれども高料金対策の満額の繰出しを

行った。しかし、それ以前もその後も満額の繰出しは行っていないということでありますし、

他の旧２町につきましても、合併前は普通交付税――これは基準の２分の１の額か、または

それぞれの事情により加算してきましたが、満額の繰出しというのは行っておりませんでし

た。 

平成１７年度には旧塩沢町も含めて基準額の満額を１回繰出したところであります。その

額は平成１７年度で約６億１,０００万円であります。１８年度は５億６,０００万円。そし

て平成１９年度はこの平成１８年度に高料金対策の基礎数値であります有収水量が変更にな

りました。これは基準額がそのために大幅に増額となりまして、平成１８年度に比べて約２

億７,０００万円程度、これはこのままいきますと増額するという。これは水道の経費が増加

したことによるものではなくて、計算の方法が変わったということによる増加でありまして、

それらを受けまして、一般会計の予算編成作業の中で交付税をはじめとする歳入動向の予測

がなかなか難しかった。それから全体的な財源の関係も考慮させていただいて、高料金対策

については８割の６億７,０００万円と当初はしたところであります。 

今後また今、この交付税等について、おおむねの予測ができる方向に入ってきましたので、

この１００パーセント繰入れも、できる、できないはここで申し上げませんけれども、視野

に入れながら検討を加えていかなければならないものだと思っております。 

２番目の水源開発対策、あるいは水道広域化対策、これを繰入金として入れていないとい

う理由ですけれども、これはおっしゃったように旧３町とも全額出しておりました。ところ

が平成１８年度予算につきましては、それこそ一般会計の方の歳出に見合う歳入がなかなか

見込めなかったということの中で財政健全化計画を策定いたしましたので、この健全化計画

だけの中では不足分が充当できずに、しかもこのことのための借入ということは当然ですけ

れどもできなかったために、やむなく繰入れを廃止させていただきました。平成１９年度も

同じ取り扱いになっております。 

これ以降、１９年度以降はやはり１８年度決算の内容をきちんと分析をしまして、それか

ら一連の財政関連の計画を、今ずっと話しておりますようにシミュレーションで見直します

ので、この水道料金の高料金対策、あるいは旧広域水道の水源、広域化対策、これらについ

て判断をさせていただきたいと思っております。 

３番目の一般会計から１００パーセント繰入れがというところでありますけれども、これ

はそういうふうに１００パーセント繰入れていけば問題はないということでありますし、今、

高くなっている理由というのはもうおっしゃったとおりでありまして、非常に建設費も割高



 - 44 -

でありましたし、また当時の見込みと相当大幅に狂いが出てきているということも大きな原

因でありまして、全国有数の高料金、これはおっしゃったとおりであります。全国的な料金

格差の縮小を図ることを目的としての資本費の一部について一般会計からの繰出し基準を設

けているということでありまして、ただ、景気の低迷、そして節水器具の普及、節水志向、

これらがみな絡み合いまして、水需要が計画を大幅に下回っているということもご理解いた

だきたいと思います。 

１８年度のこの施設利用率、これは私もちょっと驚きましたが３４.２パーセントだそうで

あります。施設の利用率ですね。水の使用の率は５割ちょっとでありまして６割弱ですが、

この施設利用率にいたっては３４.２。３分の２を、お金をかけてつくったけれども使わない

で済んでいるという言い方はおかしいですけれども、使う状況にないということであります。

これらの窮状もひとつご理解をいただいて。 

これらはやはり払拭していくためには、いろいろ申し上げましても水需要を増やすという

これ以外に今は考えられないわけであります。それこそ企業誘致、あるいは人口増、ただや

みくもに水を使え使えということは申し上げられませんので、あるいは工業用水やそういう

部門にも一部、料金は当然ですけれども低減させながら、割引ながら使っていただくという

方向も今は検討しているわけですが、それらについてまだ一生懸命取り組んでいかなければ

ならないと思っております。 

４番目の中長期的な水道事業の財政見直し。これはそのとおりでありまして、今後の南魚

沼市の水道事業のあるべき姿、水道ビジョンを今年度１９年度に策定する予定であります。

これはこのビジョンをまた策定をしなければ、今後の水道事業についてはそれぞれ支援措置

もなかなか見込めないということであります。ですのでそういうことも含めて、この水道ビ

ジョンを策定をいたしまして、平成２０年に中央監視制御装置の更新が控えているというふ

うに理解しております。一説には１０億円とも言われております。 

しかし、いろいろ交渉を重ねていけばまた、要はコンピューターですのでどの程度減額で

きるか。これはこれからの交渉次第でありますけれども、極力経費を少なく押さえていこう

と思っておりまして、この水道ビジョンの作成の中で平成２５年度頃までの財政計画は策定

をして市民に公表できるのではないかと思っております。 

いずれにいたしましても、安全安心で安定した水道水の供給、これを図っていくことが第

一義的な目的でありますので、そういうことを心がけながらやっていきたい。財政的な部分

については非常に厳しいと思っていますが、私は水道料金は上げない方向でそれぞれ検討を

加えますので、どうしようもないというときになったらそれは万歳かもわかりませんが、あ

りとあらゆる手段を行使しながら。 

しかし、不足部分を交付税措置をされる部分以外に一般会計の方からどんどんと繰入れて

いって赤字を補っていくなどということはいたしません。民営化だってもう検討しなければ

ならない時期であります。そういうことも含めて、今年から水道事業管理者を設置させてい

ただいて、いわゆる独立した運営ということを志しながらやっていきたいと思っております
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ので、またそれぞれご指導をお願いしたいと思っております。以上であります。 

○腰越 晃君  再質問をさせていただきます。 

水道事業に係る財政運営について 

高料金対策、それから２番の水源開発、水道広域化。これについてはこれまでも繰入れし

たりしなかったりと、２分の１であったり満額であったりとそういう状況なのですが。とい

うことを考えれば、トータルの一般会計の歳入を、それから様々な財政バランスというのを

考えればなかなか難しい側面はあるというように、今の答弁をお聞きして理解をしたのです。 

が、ひとつ申しあげたいのは、安易に一般会計から繰出しは行うべきではないという市長

の見解には理解はできるのですが、それでは毎年毎年、この水道会計もそうですしまた特別

会計である病院事業もそうなのですが、赤字が出ております。これらは累積欠損として毎年

積み重ねられているわけです。そうしたものについて、基金があればそれを取り崩すである

とか、あるいは水道料金であればおそらくこれはもう方法がないので値上げということにな

らざるを得ないと思うのです。 

そうしたことで何が言いたいのかといいますと、一般会計、これは家計に例えれば親の財

布と言えるかもしれません。特別会計、これも同様に例えれば子どもの財布と言えるかもし

れません。子どもの方がいわゆる事業経営で非常に苦しんでいると。 

水道については旧町時代おそらく４０数名いた職員です。今は２０数名くらい、半分くら

いに減っているかと思うのですが、そうしたかなりのいわゆる改革努力というものをやって

きている。そうした結果においてもこれだけマイナスになっていると。 

話を戻しまして、そうした子どもが一生懸命頑張っても、なかなか子どもの財布はきちん

とプラスマイナスゼロというわけにはならない。どんどん赤字が膨らんでいく。親がどんな

借金がないと言っても、子どもがそういう状態であればこれはちょっと問題なのかなという

ように私は思うのです。 

やはりそうした水道事業会計における、各経営努力――これは公営企業でありますから当

然そうした経営努力は必要です――これをやってもなおかつ足らない部分については、単年

度ごとの収支をきちんととる。言い換えれば、一般会計からきちんと必要な繰出しを行うと

いうことが必要なのではないかなというように思っております。今ほどの市長のお考えは理

解できるのですけれども、どうも精神論みたいな気がするのですが。これはこう言うと失礼

かもしれませんが。やはりそうした考え方をもってすれば、繰り返しますけれども、単年度

ごとの収支バランスというものはとっていくべきではないかと思いますが、その点について

市長の考えをお伺いしたいと思います。 

○市   長  再質問にお答えいたします。 

水道事業に係る財政運営について 

前段でおっしゃっていただいたように、親は健全だけれども子は不健全だというようなこ

とにはならないように、これは当然ですがやっていかなければならないわけであります。そ

こで、精神論かということで、精神論的な部分だってないばかりではありませんが、いかに
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精神論だけを唱えておりましても数字は結果としてきちんと出てくるわけですから、とても

とてもその精神論だけで乗り切れるものではない。 

１８年度が約１億３,０００万円か出ています。ただ、私は今、議員おっしゃっていただい

たように１８億円ある基金といいますか、これはやはり有効に使わせていただかなければな

らない。そして単年度ごとの収支も当然重視しなければなりませんけれども、今年のこの水

道ビジョンを立ち上げる中で向こう５年間くらいの収支バランス、例えば１９年度赤だった

のが２０年度にはこうなるとか。そういうことを重視しながら、単年度、単年度で一喜一憂

していかなくてもいいような財政計画をやはりきちんと立ててみようとは思っております。 

そして先ほど触れましたように、基準額の満額繰入れという部分もこれを視野に入れなが

らやっていかなければならないわけでありますが、それこそそうしたら今度は親がつまづい

て転んでしまったということではまた困りますので。この辺も年度途中でありますけれども、

おおむねの財政の見通しが立つ時期になってきましたので、それらも含めて十分検討してい

きたい。 

やはりこれも触れております。毎回触れておりますが、要は水を使ってもらうことをどう

していくかという。人口は特に増えません。やはり、ばんばんと飛躍的に増えることではあ

りませんので、これを目指すなどと言ってもそれはだめでありますから、先ほど触れました

ように、いわゆる企業関係の方ですね。この部分に相当力を入れる。 

今年あそこに特養ホームが１棟新たに開設をして始めましたが、これは今はまだ集計はと

っていませんけれども月間どの程度の水の使用があるのか。病院的な部分でいきますと、相

当のやはり使用量が出てくる。基幹病院等もそう１５年も２０年も先のことではありません

から、相当のやはり水の使用量になるだろうと。そういう部分も含めてやはり検討を加えて

いきます。 

それから触れましたように、水道そのものは人数は本当に減らしました。水道課の職員に

ついては本当に大幅に削減しておりまして、非常に厳しい状況でありますけれども、民間委

託できる部分がもっとあるのか、ないのかその辺も含めて。 

それからもうひとつは、これは特に塩沢地域に多いわけですけれども、未加入部分です。

専用水道とかそういう部分でやっていらっしゃるところも、では今度はどうしていけるのか。

そのような部分も検討していかなければならない。どうしても入っていただけないというこ

とがあるのかもわかりませんが、それはこれからの話し合いの中でいろいろやっていきたい。 

そういうふうにしてとにかくありとあらゆる努力をして、なおかつ累積赤字がどんどんと

膨らんでいくというようなことがきちんと出れば、それはそのとき一般会計で補填をするの

か、あるいは値上げを市民の皆さんにお願いするのかということを考えなければなりません

が、そうならないように、精神論だけではなくて努力をさせていただくということを今申し

あげまして答弁にさせていただきます。 

○腰越 晃君  ３回目の質問をさせていただきます。 

水道事業に係る財政運営について 
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施設の利用率が３４パーセントという１回目の答弁がございましたが、極めて低い。そう

いう中で今、ここで市長が答弁されました一般企業、いわゆる企業向けの使用量を増やして

いくと。また病院等の問題。それからあと水道の未加入、専用水道の地域に上水道を使って

もらうと。こういったことはやはりきちんと今の水道事業の内容を説明をする中で、やはり

積極的にすすめていっていただきたいというように考えます。 

民間委託について、これは今回はこの質問には乗せてはいなかったのですが。今後の例え

ば水道事業について、部分的には民間委託ということもできる状況にあると思うのですが、

今後のお考えになっていることがあればお伺いをしたいというように思います。 

それから４番目の質問、また戻って申しわけないのですけれども。水道ビジョンを策定す

るということなのですが、それで平成２５年までの財政計画も策定するということなのです

けれども、単年度におけるこうした高料金対策、その他の繰入れ、これについてはまた今後

検討した中で判断をするという答弁をいただきました。ですが、当然これを入れていかない

と平成２５年まで今の予定されている値上げ、これは避けて通れないのではないかなと思う

のですが、こうした一般会計からの繰入れなしに料金の値上げもしないということができる

のでしょうか。その辺のところを最後に１点お伺いしたいと思います。 

○市   長  お答え申し上げます。 

水道事業に係る財政運営について 

民間委託につきましては、法律上は、今度はご承知のように全て民間委託ができるという

ことになっておりますが、まだとてもそこまで考えるところではありませんけれども。どの

部分をどうだということはこれから水道事業管理者を中心にして、その水道ビジョン作成の

中できちんとやはり示していきたいというふうに思っております。 

その中でまた財政計画でありますが、繰入れ部分について単年度、単年度と。それは先ほ

ど私が繰入れが可能かどうかもう一度よく検証しますというのは、１９年度予算について今、

おおむねその方向が出てきましたので、この中でどうだということを申し上げました。です

から１９年度に繰入れが足らなかった２割分を繰り出すという補正をお願いするやもわかり

ませんし、このままいかなければならないかもわかりませんが、これはこの単年度というこ

とです。 

水道ビジョン作成の際は、例えば１００パーセント繰り入れてどうだとか、８割でどうだ

とかということを試算をさせていただいて、やはり単年度も含め、５年なら５年の財政計画

の中で赤字が出ないようにすることが私たちの使命でありますので、それはその財政計画に

よって繰入れを――ただ、繰入れを毎年毎年、６割にしてみたり１０割にしてみたりという

ことはやはり避けたいと思いますので、平均的な部分はおさえていかなければならないと思

いますけれども――そういうことを見通したうえでやっていきますので、決して単年度ごと

に入れた、出したということをしなくていいような財政計画をきちんと出させていただきた

い。これは２０年度以降でありますので、当面は２５年度までくらいのそんな計画を・・・（「そ

の中で値上げについてはどうなのでしょうか」の声あり）値上げはするつもりはございませ
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ん。 

○議   長  質問順位１４番、議席番号１６番・南雲淳一郎君。 

○南雲淳一郎君  それでは一般質問をさせていただきます。 

ごみの排出抑制について（循環型社会の形成を目指して） 

テーマはごみの排出抑制について（循環型社会の形成を目指して）というテーマでござい

ます。旧広域連合から南魚沼市が環境衛生センターを引き継いだことにより１年経ったわけ

ですが、私は南魚沼市のごみ環境問題が以前よりもより身近に見えるようになりました。そ

してまた昨年１２月市議会においては、溶融炉のコスト低減、そして延命化については分別

の徹底と排出の抑制が大前提であるということが議論の中で確認をされました。 

このことから４月からは木くずのチップ化、塩ビ管、発泡スチロール等の分別による再利

用化がすすめられております。溶融炉の管理、運営部門の一部は外部委託となり、職員の努

力とあいまって運転も順調というふうに聞いております。 

そしてまた平成１７年には南魚沼市環境基本条例が制定されたことを受け、今回環境基本

計画が策定されました。一方国の動きでありますけれども、４月からは改正容器包装リサイ

クル法が施行されました。今まではリサイクルよりも優先されるべき排出抑制への取り組み

が不十分であったことの反省から、法改正により事業者に対して排出抑制を促す措置がとら

れました。 

また、今年のドイツサミット、そして来年の洞爺湖サミットの主要議題は地球温暖化問題

であります。中でも主要テーマは温室効果ガスの排出抑制です。産業界はもちろんでありま

すけれども、我々一人一人のライフスタイルが問われております。 

このように、ごみ、環境問題は年々深刻さを増す中で、国や自治体の本格的な対応が求め

られています。市長におかれましては、今年を環境元年と位置づけ、新たな視点で環境行政

を展開することを要望し、以下の質問をいたします。 

１点目は循環型社会の重要性ということで市長の認識を伺うものであります。我が国にお

いては山積するごみ問題解決のため、平成７年に容器包装リサイクル法が制定され、主とし

てリサイクルを中心にすすめられてきました。その結果、残念なことでありますが、ごみは

大量廃棄から大量リサイクルに置き換わっただけでありました。例えば、ビン類で言えば、

一番環境負荷の少ないビール瓶や一升瓶などのリターナブル容器の利用はペットボトルの急

激な伸びで需要は年々減り続け、結果としてペットボトルの山と化しているのであります。

したがって法制定後から今日までは、ごみ問題の根本からの解決になっていなかったと言わ

れております。 

このようなことから、新たな視点でごみの出ない社会、ごみを出さない社会、つまり大量

生産、大量消費、大量廃棄といった現在の私たちの経済活動、ライフスタイルを見直し、発

生の抑制、そして再使用、再生利用、適正処分のルールが確立された循環型社会の形成が急

務になっております。 

しかし、このための課題は大変多く、一朝一夕には解決できないことは承知しております
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が、私ども個々人が、そして家庭が、あるいは自治体がそれぞれできるところから取り組ま

なければならないと考えます。循環型社会に対する所見を伺うとともに、環境基本計画にそ

って現在策定作業中の容器包装分別計画、そして分別収集体制見直しの作業にどうこれらの

ことを反映させようとしているのか、お伺いするものであります。 

２番目の改正容器包装リサイクル法につきましては、午前中に７番議員が詳細にわたって

議論をされたところでありますので、割愛させていただきます。 

３番目であります。農業集落排水施設、農集の汚泥の堆肥化についてであります。現在市

内の１１カ所の農集施設からは施設汚泥が年間約２５０トン発生し、償却され、処分されて

います。これらを堆肥化、リサイクル利用していくことは、循環型社会形成という意味から

大変重要なことであります。 

元々農集は農地に還元することを基本として設置されたものと承知しておりますが、これ

からはなお積極的にこうした取り組みが必要であると考えます。県内外の多くの自治体で取

り組んでおりますが、南魚沼市においては取り組んではおりません。その理由は、コストの

面からでありましょうか、あるいは施設の有効利用か。さらには肥料成分の安全性に問題が

あるのでしょうか。そしてまたロットの問題でありましょうか。ぜひひとつ取り組む方向で

検討してもらいたいと考えております。お考えをお伺いするものであります。以上でありま

す。 

○市   長  南雲議員の質問にお答えいたします。 

ごみの排出抑制について（循環型社会の形成を目指して） 

最初のごみ排出抑制について、この循環型社会の形成を目指すということであります。こ

れは議員おっしゃっていただきましたように、大量生産、大量消費、大量廃棄これに支えら

れた社会の構図、これはもうこれから当然ですけれども是正をしていかなければならないと

いうことであります。 

今よく言われておりますのは、３Ｒですか、何でこんなふうにみんな英語を使うのかよく

わかりませんけれども、リデュース排出抑制、リユースの再使用と、リサイクル再生利用と

いうことでありますが、これによりまして廃棄物の減量化の促進、これらを多面的な方向か

ら検討して、循環型社会の実現を目指さなければならないと思っております。 

分別収集計画につきましては、新潟県に提出をしなければなりませんので、現在策定作業

を行っておりますけれども、環境基本計画の基本方針に定めました「持続と循環のまちをつ

くる」こういうことのために、今回作成する分別収集計画ではまず発泡スチロールを分別の

対象とすることにしたい。そして白色のトレイ、これも分別対象として今後拠点回収などに

よって分別の充実を図っていきたいというふうに考えております。 

現在、この白色トレイの回収、あるいは牛乳パック等につきましては、婦人団体等の皆さ

ん方の活動で行われておりますけれども、市内の小売店での店頭回収も若干行われていると

いうところであります。市として分別の対象を明確にしていくことによりまして、小売店で

の店頭回収も含めて、一層の回収レベルの向上、これを目指していくということであります。 
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計画当初から即、大量に回収がすすむとは考えにくい面もありますけれども、ごみの問題

は、台所からの改革これが極めて重要でありますので、まずこの白色トレイや牛乳パックか

ら実施をすすめていきたい。 

なお、生ごみにつきましてはずっと前からいろいろ申し上げておりますが、今、ディスポ

ーザーの試験を行っておりまして、この結果が出次第、導入について図っていかなければな

らないと思っております。ただ、現在のところ、ＳＳかＢＯＤかが従来の浄化槽より、浄化

槽というより従来の水質より１０パーセント程度上がる傾向が見えるということは、今のと

ころは言われております。ただ、それが問題になるほどの数値ではないということでありま

す。そんなことを取り組んでいるところであります。 

２番目については、それではご質問なさいませんでしたので、お答えも省略をさせていた

だきます。 

農業集落排水施設の汚泥の堆肥化であります。これは一番障害になっているのは、肥料に

した際の安全性、これであります。安全だという部分と、やはり下水の汚泥でありますので、

洗剤から含めていろいろなものが入っていると。これを肥料としてでは本当にいいのかとい

う。実験的、試験的にでもそれが安全だということが証明をされても、やはり気持ちとして

やはりそれは使いたくないという、そういう部分も出てくるのではないかと思います。やは

り今でも依然、農業者や消費者からはそういうものを使ってとか、やはりそういう声は若干

聞こえておりますので、非常にこれを堆肥化することは困難な状況だろうというふうに考え

ております。 

これはまた家畜排泄物を利用した堆肥は特殊肥料というふうに定義づけられるそうであり

ますけれども、下水汚泥を堆肥化した肥料は普通肥料となる。そして登録申請が必要となっ

て、それなりの施設整備をやはり施さなければならない。今の市の有機センターに搬入して

やるだけでは、これは堆肥化できないということであります。この点も含めて、申し添えて

おきますが、非常に難しいということを申し上げて答弁にさせていただきます。以上であり

ます。 

○南雲淳一郎君  １～２点再質問させていただきます。 

ごみの排出抑制について（循環型社会の形成を目指して） 

環境型社会、循環型社会の重要性につきましては、基本的にはお認めいただきました。認

識が一致しているというところであります。ところで、私がこのごみ・環境問題について一

般質問をした理由の一つは、私の近くの３０代なかばの女性の方がとてもこれについて危機

感を持ちまして、一人で活動しているということであります。昨日の新聞に出たところであ

ります。新潟、朝日であります。私はこの方と一晩懇談したところでありますが、感銘を受

けそして感動したという部分があります。 

その方もおっしゃっておりましたが、まさに危機的状態である。自分自身で、あるいはこ

こでできることはやらなければならないということでありますので、私もここで取り上げる

ことによって多少の貢献ができるかなというふうに思ったところであります。 
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その彼女とのお話しの中で、私の方から「市のごみ問題に対する取り組みはどうですか」

というお話しをさせていただきました。彼女は言いました。「極めて甘い」ということであり

ます。 

一つ、南魚沼市のホームページにこのことの環境に対するどういうホームページが出てい

るかということであります。確かに出ておりました。地球温暖化防止でありますけれども、

内容はウォームビズの話であります。更新は２００６年１０月３０日でありました。 

一方、私どものところに一週間ほど前、市報がまいりました。その中にやはり環境問題を

取り上げておりました。これは地球温暖化防止のためにＣＯ２の削減をしようという、こう

いうあれがある。何でこういうのをこれに出さないのか、というふうに彼女は一部呆れてお

りました。 

お伺いをいたしますが、極めて重要な環境問題を今、若い人たちの行動のキーワードはま

さにネットであります。その中のホームページ、これをどうこれから使っていくのか。この

辺をお伺いするところです。 

あわせて私はついでと言っては失礼ですけれども、ホームページを無作為に調べさせてい

ただきました。例えば保育園、幼稚園関係。これも更新は２００６年１２月４日であります。

この間にはいろいろなやはりホットな情報が私は市から発信されたものだと思っております

けれども、なぜこういうホームページに搭載されないのか。 

さらにもう一つ、税務課関係です。これも調べてみましたら、更新は２００６年７月４日

であります。税の申告等で１２月、３月等は大変関心があるところでありましょうけれども、

なぜこういうあれをしないのか。不思議でなりません。市のホームページの作り方、それか

ら維持、管理等を環境問題を例にとってご説明を願いたい。これは現場のことでありますの

で、担当の部長、あるいは課長で結構でございます。 

もうひとつ、彼女は指摘しておりました。先ほど市長も指摘しておりましたけれども、ト

レイ、これについても極めて今のところ曖昧だというふうに指摘をしておりました。私の家

内も「そうだ、そうだ」というふうに言っておりました。トレイにつきましては溶融炉の絡

みで、今までは補助燃料としてという認識でありましたけれども、今年からは先ほども私が

申し上げましたように、分別をしてということであるというふうに私は認識しております。

けれども、市が出しております「ごみの区分と出し方について」を調べてみますと、これは

可燃性ごみとして位置づけられております。 

一方、先ほど市長がおっしゃいましたように、いろいろな団体を経て集めているというこ

とでありますし、これからもさらにそういう方向だというふうにおっしゃいましたけれども、

一貫性がないとうふうに私は思っております。この辺もひとつ、現場対応でありますので部

長・課長からの見解を、どなたでも結構ですのでお願いしたいというふうに思っております。 

私が２番目に質問した、汚泥を堆肥化という部分であります。できない理由は安全性であ

るというふうに市長は指摘をされたところであります。私なりに調べてみましたら県の方針

は、これは年々増大する下水道の汚泥処理のために、堆肥化、あるいはリサイクルをするよ
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うな方向であるという認識の中で、平成１６年には農業集落汚泥有効活用指針を作成してお

ります。これには工業排水の流入がないことから、重金属の含有量も少なく肥料として農地

還元を行う場合は、肥料取締法の普通肥料として登録することができる、というふうなこと

を私は承知をしております。これの決定の前に、１３年から農地部はいろいろなやはり試験

をした結果こういう結論を出している。 

そのような私は認識で質問をしたものでありますから、もう一度ひとつこの部分を市長か

らの見解をお願い申し上げます。以上であります。 

○市   長  再質問にお答えいたします。 

ごみの排出抑制について（循環型社会の形成を目指して） 

ホームページの更新の件につきましては、それぞれ担当部長という話もありますが、これ

は一括して私がここでお詫びを申し上げると。これ以上にございませんので、早急に対応も

していただかなければなりませんし、これらをきちんとやっていかなければならないと思っ

ております。 

それから溶融炉。これはごみのいわゆる処理について、六日町・大和・塩沢の時代から含

めまして、非常に一貫性がなかったということは事実であります。というのは「溶融炉」と

いう部分について非常に誤解を与えたり、誤解をしたり。何でも持って来いと、こういう議

論がまず先に入っていたものですから、当然ですけれども発泡スチロールも入れてください

と。いわゆる温度を上昇させるために、そういう問題もあってもう全部入れたわけです。 

ところがいろいろ精査をしてみましたら、そういう機械ではないと。それがようやく判明

をして今に至ったわけであります。この間の認識といいますかこれが非常に一貫性がなかっ

たということは、これは本当に事実であります。今後はその溶融炉の性質も含めてきちんと

市の方でまず一貫性を当然持たなければなりませんので持って、それで市民の皆さん方から

もそれをご理解いただいて、分別収集をきちんとやっていく、ごみを減らす、循環型社会を

つくっていくと。このことにまた邁進をさせていただきますので、よろしくお願いいたしま

す。 

肥料、汚泥の堆肥化についてであります。先ほど触れましたように、安全だ、安心だとい

うことが例えば実証されても、人情といいますか気持ちとして使いたくないという、こうい

う方がやはり現存しているわけであります。現に私たちも例えばそういう部分で作った肥料

で、例えば食品でも結構ですけれども、全く毒でも何でもないし飲め、食えなどと言われて

も、なかなかちょっと遠ざかる。ほかに物があればですね。なければこれは仕方がありませ

ん。 

昔、地中に水を這わせて、何浄化槽と言ったか・・・土壌浄化、これがありました。南雲

さんのお父上がこのことを非常に推進しまして、南雲先生はその出てきた水を飲んだそうで

す。ところが私たちはとてもそこまでの勇気はありませんでしたが、そういう人間の心理で

す。これが今は非常に大きくあって、それがその堆肥化を阻害している部分はあると、それ

を申し上げました。 
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それからもうひとつ、この普通肥料ということで、これは私も触れましたけれども、結局

設備投資が必要になるわけです。今の堆肥センターではそれができないということです。そ

ういうことを勘案いたしますと、なかなか早急にはこれが実現の見込みは立ちませんけれど

も、やはりいずれそういう方向はつくっていかなければならないとは思いますので研究はす

すめます。研究はすすめていきますので、またそれぞれご指導をお願いしたいと思っており

ます。以上であります。 

○南雲淳一郎君  ごみの排出抑制について（循環型社会の形成を目指して） 

汚泥でありますけれども、市長、ご認識間違いないと思いますけれども、汚物ではありま

せんよね。あれは微生物の死骸であります。お間違えないように。 

それからお触れになりましたけれども、これからディスポーザー等がやはり導入される可

能性もあるわけですから、今までの焼却一辺倒という認識から、やはりより別の方法を認識

してもらって検討をする。このことがやはり長期的に必要だというふうに私はお願いしたい

というふうに思っています。 

それからお聞きいたしますけれども、ホームページの件であります。現在はあれですか、

あれの管理等は情報企画か何かが一括ですか。あるいは各課ですか。総論は、市長は立派な

あれをしますけれども、それの具現化、具体化する現場がこんなていたらくではとても・・・

いやいや問題はあると思いますよ。総論などどうにもなります。その辺の決意などを市民生

活課部長ですか、この担当は。環境行政は市民生活部長ですから、市民生活部長はネット、

ホームページを使っての温暖化等をどういうふうに市民に啓蒙、啓発をしていくか。この部

分大切です。若い人にキーワードはさっき言ったように、ネットなのですよ。誰かと行き会

ったなんて言いますけれども、どこで行き会ったか。ネット上で行き会ったと言うのです。

お会いしたと言うのです。部長。 

○市   長  ごみの排出抑制について（循環型社会の形成を目指して） 

これからそれぞれ答弁させますので、ちょっと分けて、企画政策課長からいわゆる市のホ

ームページ全般についてちょっと説明を申し上げますし、市民生活部長は税部分についてち

ょっと説明を申し上げたいということですので、これからそれぞれ答弁をさせます。よろし

くお願いします。 

○企画政策課長  ごみの排出抑制について（循環型社会の形成を目指して） 

情報管理といいますかネットの方の管理につきましては、私のところがやっているという

ことになります。ただ、その辺ではまことに更新がなっていなくて申しわけございません。

今は各課でそれを書いて、各課長が承認してネットに載るというシステムになっております。

全般的に私の方が見ないのが申しわけありませんでしたが、システム的にはそういうかたち

になっております。以上です。 

○市民生活部長  ごみの排出抑制について（循環型社会の形成を目指して） 

今質問がありましたごみ問題のホームページ関係は、議員のおっしゃるとおりでございま

して、我々もホームページ等でより早くより正確にデータを提供しようということでやって
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おります。ただ、今言われた部分でどこを見られたかというと、多分ホームページの「くら

し」の部分で生活とごみというところを閲覧されたと思っております。 

それで、そこでは今言われたように、地球温暖化の部分が新しい記事が入っておりません。

ただ、今までのところで弁解するようで恐縮でございますが、ごみの出し方とか、いろいろ

なところを載せております。それで一応新しい記事については、議員さんがおっしゃられる

ような記事は載せておりませんが、例えば光化学スモッグ等のいろいろな情報は、新着情報

の中で、画面の一面で情報提供させてもらっているところでございまして、よろしくお願い

したいと思います。 

あとは税金の問題も少し出ました。これは確かに言われるように、税金の制度が変わりま

した。皆さん大分興味あるところでございますので、１９年の５月２４日にホームページを

更新をさせていただいて、市民税のＱ＆Ａというところでなぜ高くなったかとか、こうだと

いうようなところで情報提供させてもらっております。が、まだまだ不十分でございます。

今言われたことを十分、気におきながらよりよい情報提供をしていきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

○議   長  質問順位１５番、議席番号６番・関常幸君。 

○関 常幸君  通告いたしました２点について質問いたします。 

１ ＮＨＫ大河ドラマ「直江兼続公」について 

最初に２００９年、ＮＨＫ大河ドラマに放映が決まった「直江兼続公」について質問いた

します。１１年間、誘致活動にご尽力されました皆さまに改めて敬意と感謝を申し上げます。

４月２６日、放映が決定するや、市長はいち早く米沢市を訪問。そして甲府市ほか風林火山

関連を視察いたしました。また県知事、県内３市長でＮＨＫ本社を訪問。庁内にもプロジェ

クトチームを立ち上げ、今日まで３回の庁内プロジェクト会議を開催しております。 

また、関係５市との連携会議も行い、そしてこの６月２５日月曜日には原作者、火坂雅志

先生の講演会を開催し、引き続き「大河ドラマ兼続公地域実行委員会」の発足をみます。そ

の行動に市長の大河ドラマにかける熱き強い思いが伝わってきます。直江兼続公が生きた時

代は、子が親を討ち、肉親同士でも命を賭けて争う戦国時代、天下取り。義のためには人を

あざむき裏切りも日常という乱世において、「愛」という文字を兜にかかげ、義を貫いた武将

が直江兼続公です。 

そのドラマを手がける人は、ご存知のように現在放映中のテレビ小説「どんど晴れ」と同

じ小松江里子さんです。どんど晴れの主人公夏美さんの女将修行、次から次へと降って湧く

難問にどきどきと胸をときめかせながら、家中でテレビに釘付けになります。今日も前の大

女将から上に立つ人の心得を、そして意固地にならないで素直になりなさいと教えられてい

ました。そのドラマでの夏美さんへの教えは、そのまま私への教えと思って観ていました。 

大河ドラマ初執筆となる小松さんは、直江兼続の人生、その生き方そのものを今までにな

い戦国武将として描きたい。そして兼続の年上女房であるお船もそんな凛とした妻として登

場させ、夫婦のあり方も描いてみたいと書いています。今、失われている日本人の品格を直
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江兼続公に重ね合わせ、その品格が育った幼少期にスポットを当てたいという、どのような

ドラマに、どんな展開になるのだろうか。お船に恋心を抱き、六日町の船着場から船に乗り、

冬の魚野川を２人で下るシーンはどんなふうに描かれるのだろうかと思うと、今からどきど

きしてきます。 

今、当市は観光産業をはじめ地域経済が低迷している中で、このＮＨＫ大河ドラマの放映

は国体やイベントの比ではないと思います。市長も話しているように、南魚沼市を全国に売

り出す千載一遇の二度とこないチャンスです。この好機を生かすも殺すも私どもであります。

市民が中心になり、ＮＨＫ大河ドラマを誘致してきました。地域経済の活性化のために、花

を咲かせるのはここにいる私どもです。 

庁内プロジェクト、地域実行委員会も不可欠です。直接市長の事務局的な動きをするのは

庁内プロジェクトだと思います。今、当市は財政健全化という大命題や国体の開催、本庁方

式、多くの課題を持っている通常業務。そういう課題がある中で、積極的に果敢にアイディ

アや企画、そして俊敏な行動ができるのかというと、現体制では疑問に思います。 

国体開催については国体準備室と専任の職員４名を配置しております。国体は競技種目が

２種目と決まっており、あまり当市での独自の企画、全国へのピーアールも独自としてしな

くてもあまりいいわけであります。そういうことから考えてみますと、私は兼任でない専門

の体制、「ＮＨＫ大河ドラマ直江兼続公推進室」なるものを設置をして、次長か課長を室長に

して、国体並みの専任の体制を必要と思いますが市長の考えを伺います。 

そして市長はこのＮＨＫ大河ドラマ放映で何人の観光客が当市に訪れると期待しています

か。市長の目標でもいいですので、思いを伺います。 

２ 学園都市構想について 

次に学園都市構想について伺います。私が市長から学園都市構想の話を聞いたのは６月３

日、東京上野精養軒で開催された第１９回東京大和会総会での挨拶。魚沼基幹病院の設置と

あわせて学園都市構想でのまちづくりが、皆さんのふるさとで着々と進められている旨の挨

拶がありました。正直その話を聞いたときは私自身も嬉しかったです。 

大和地域では子どもたちの将来の夢と希望のために、学園都市を核としたまちづくりをす

すめてまいりました。ところが合併にあたり、喧々諤々の協議があったのでしょう。その結

果、第１次南魚沼市総合計画から学園都市構想は姿を消し、国際大学、北里大学保健衛生専

門学院との交流や連携、活用を図るとの記述にとどまっているのを見たときは愕然といたし

ました。 

子どもたちのためにと、１万５,０００人の大和地域の皆さんがすすめてきたまちづくり、

学園都市構想をこのまま埋もれさせてはいけない。このことは大和地域のみならず、南魚沼

市の新しい顔、南魚沼市の発展につながるはずだと思っていましたので、どうにかしなくて

はならないと思っておりました。 

そういう矢先に国際大学、北里大学保健衛生専門学院が２５年を迎えるという。その準備

のために昨年の８月に大学と共同の新しいまちづくり協議会が発足いたしました。そしてそ
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のことを加速させたのが、昨年の９月２１日に当市で開催された泉田知事とのタウンミーテ

ィングです。タウンミーティング開催前に知事は国際大学の訪問、市長との昼食をはさんで

のミーティング。その中で泉田知事は中途半端になっている学園都市構想を再稼動させたい。

また、県が国際大学を応援する会を立ち上げる等の話をしたと聞いています。 

その後、知事、政策局から基幹病院を核とする地域づくりについて、国際大学と連携を図

りながら早期に基本的な構想を練り上げたいとする考え方が当市に示され、浦佐学園都市構

想に関する懇談会が１１月２９日に第１回目が開催されております。２回目は正月の松のと

れぬ１月５日に開催され、その後も数回の懇談会、研究会が開催されております。そのメン

バーは７名で、大和地区の学識者で構成されており、基幹病院特別委員長の駒形議員もメン

バーです。今年度に入り、より具体的なまちづくりの話し合いをするということで、上記の

７名のメンバーに国際大学より２名、浦佐で地域づくりに取り組んでいる３名が加わり、５

月３０日に八色まちづくり協議会が発足いたしました。 

私はこのまちづくりに夢を抱き、大いに期待をしております。市民と一緒になり、教育や

医療を核とした人を呼ぶまちづくり、すなわち学園都市構想をすすめていきたいと思ってお

ります。旧大和の学園都市構想は掛け声だけで具体的な中身が乏しかった。国際大学、北里

大学保健衛生専門学院も開学２５周年を迎えましたが、大学をとりまく経営環境は厳しく、

地域の財産として守り、発展していくためには、より行政を含めた地域の後方支援が必要と

の認識から、学園都市としての基盤整備をこれからすすめる必要があると思います。そこで

泉田知事の肝いりでスタートしましたが、学園都市構想について、市長の思い、考えを伺い

ます。以上、壇上からの質問を終わります。 

○市   長  関議員の質問にお答えをいたします。 

１ ＮＨＫ大河ドラマ「直江兼続公」について 

直江兼続公についてでありますが、まさに度々申し上げておりますけれども、我が市にと

っては千載一遇のチャンスでありまして、今まで活動を続けてこられました上田史談会、そ

して兼続公を大河ドラマにする会の皆さんをはじめとする市民全員の皆さん方の、本当に熱

心な活動の成果だと思っております。 

今ほどおっしゃっていただきましたように、庁内プロジェクト、これはもう立ち上がりま

したし、６月２５日には火坂先生を迎えての講演会、４時からこの実行委員会の設立総会を

行うということになっておりますので、よろしくお願いいたします。 

今、思うことは、やはり市民こぞって、こういう機会でありますので、地域の歴史、ある

いは直江兼続公、これを再認識していただきたいと思っております。ビジュアル本等も含め

て、昨日、おとといですかちょっと触れました。みんなただというのはよくありませんので、

お金を出して買っていただいて、それを読んでいただければ大体のことは認識をしていただ

けるものだと思っておりますので、皆さん方に。 

特にやはり六日町という部分、坂戸という部分が非常に色濃く出ておりますので、大和地

域の皆さん、あるいは塩沢の樺野沢付近までの皆さん方は割合と認識的には深いといいます
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かつながりも深い部分がありますが、それを除きますと、まだまだやはりある意味では意識

が希薄といいますか。今までだってあまり直江兼続なんてことは聞いたこともなくてきてい

るわけですから、それは当然でありますのでその辺のギャップをなるべく早く埋めて、市民

全体で取り組んでいけるようにさせていただければと思っております。 

０５年の大河ドラマ、義経、このときは山口県に約１８０億円の経済効果をもたらしたと

いう試算がされたようであります。こういう経済効果は当然取り込んでいくということをし

なければならないわけですし、いつも触れておりますようにこれを機会に、また市の教育的

な部分にもこのことをきちんと生かしていきたい。そして一番はやはりこの一過性の観光需

要や教育活動であったということではならないわけでありますので、持続的にきちんとこれ

を生かしていかなければならないと思っております。 

専任の組織という部分でございますけれども、今、ご承知のように総務部長をトップとし

た庁内プロジェクトで対応しているわけですが、この後実行委員会ができあがりますので、

こことその総務部長との連携といいますか、それで新たに市の中に組織をつくるということ

はしなくても大丈夫かなというふうに思っております。 

国体はこれはなかなか、県だ国だとそれぞれの関連がございまして、やはり専任をおかな

いと進んでいかないという部分がありました。けれども、この部分は何ていいますか役人的

なつながりはそういうことに関しては一切不要だと思っておりますので、独自の発想で。一

番はＮＨＫとの交渉的な部分が主になると思いますし、あとは自分たちの活動次第でロケも

誘致できたり、そういうことにもなっていくと思われます。 

ただ、脚本が全く出てこなければ別ですけれども、そういうことですのでとりあえずまだ

この体制、しかも実行委員会を立ち上げるという中で十分だと思っておりますので、今のと

ころ専任の組織ということは考えておりません。 

何人が訪れるか。私は風林火山博のところに行ってきまして、あれが５月の初旬でありま

した。１月から放映が始まってその時点で約２０万人が訪れているということでありました

ので、そうしますと１年間を通しますとその倍以上、約５０万人前後でしょうか。一番、放

映をされて皆さんの関心を引き付けている期間内には、甲府の場合５０万人くらいが訪れる

のだろうと思っておりますが。私もとても大きなことは言いませんけれども、そのくらいは

やはり来ていただけるものだろうと。できればそれ以上に、という思いは大きにありますけ

れども。あちらで首をかしげている方もいますが、それはどうなるかわかりません。わかり

ませんが、そのくらいのやはり観光客といいますか、大勢の皆さんから訪れていただきたい。 

先ほど中沢一博議員がおっしゃいましたが、魚沼産コシヒカリ。これがほんのちょっと数

分出た程度で全国から１万６,０００人ということですから、これはもうその比ではない。２

０パーセントの視聴率ですと１回の放映で２,４００万人が観るわけですので。そういうこと

を考えれば、本当は５０万人でも少ないのかもわかりませんが、そのくらいはなんとか来て

いただけるだろうし、来ていただきたいという思いであります。 

２ 学園都市構想について 
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学園都市構想についてでありますけれども、これは旧大和のことは今おっしゃっていただ

きました。そしてその間にもそれを前進させる、いわゆる学園都市構想を前進させるために

国際大学の中に４年制の学部設置をずっと要望してきておりました。これは昔の２市３郡１

６市町村でいろいろ運動してきたわけです。けれども、これはもう国際大学として４年制の

学部設置を、ということは困難ということに至りまして、今この運動は中断をしているとこ

ろであります。 

そうした経緯の中で、合併後、そして県知事選後。これは前の知事も当然理事に就任され

ていたと思いますけれども、国際大学の理事に就任。私も当然理事でありましたので、東京

の理事会で１度お会いをしました。そして今ほど議員が触れていただきましたように、タウ

ンミーティングの中で。 

その前段としますと国際大学が今年２５周年を迎える、やはりこの意義をどう皆さん方か

ら広く理解いただいて、そして国際大学の隆盛のためにつなげていけるかということを、国

際大学の理事会では数回話し合っております。市といたしましても全面的に協力しますので、

とにかくこの国際大学――やはり知る人ぞ知るというくらいで、あまりやはり知られていな

いのです。しかしこの規模的なものや特殊性は東洋一と言われておりますので、こういうこ

とをやはり広く知っていただくためにも、この２５周年で大きくアピールしようと。 

そういう話を申し上げていたところにちょうど知事が、なぜ６０ヘクタールもの遊休地を

活用ができないか。なぜあそこに大学の学部、４年制ということができないのだろうという

お話がありまして、経過を説明し、実は私たちも今それに向けて新たに運動を起こしたいと

いう。しかしながら県からのご協力がなければ、なかなかこういうことはすすみませんとお

話し申し上げましたら、それでは一緒になって考えていきましょうということで、今ここに

至っているわけであります。 

その前段も含めて、教育特区という部分もこの間お話し申し上げました。こういうことか

ら積み重ねていかなければなかなか簡単ではないぞということであります。 

それで文科省、これは新設大学についてはなかなか今、原則認めません。今はですね、原

則認めない。これはもう子どもの数が減ったりいろいろありまして、そういうことでありま

す。厳しい状況ですが、しかもまた国際大学についてもまだ学部設置をではもう一度考え直

そうかというところに至っておりませんが、７月の初旬にまた理事会がございますけれども、

そのときに新たに経営陣に加わるグロービスという会社があるのです。堀さんと言う方です。

この方がこれから新たに理事としてまた加わってくると思うのです。この方は非常にまたい

ろいろの、いわゆる国際大学的な部分を経営されている方です。予備校的な部分で。その方

が国際大学に相当の新しい考え方、それらを吹き込んでくれるだろうと思っておりますが。

経営の方にも相当加わってきたいということで、理事会としてはおおむね承認をしていると

ころであります。その人の考え方を聞く会がございまして、その中でまたどういうお話しが

出ますか。それをちょっと今注目しているところであります。 

それやこれやもありますが、この学部設置は学園都市構想の最大課題でありますので、こ
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のことができなければ今の国際情報高校からはじまって北里、国際大学、これをどう生かす

か程度の話になってしまいますので、新たに学園都市構想など立ち上げなくても、これをや

っていけるわけですから。この学部設置が最大の課題だというふうに思っておりますので、

ここに的を絞り込んで運動をすすめていきたい。 

そして北里保健衛生専門学院を、４年制の大学に昇格させるということは不可能ではござ

いませんので、このことも含め検討させていただきます。国際大学と北里学院の連携という

ことも、今ちょっと働きかけをしておりますので、その辺がうまく実りますとお互いの名前

を冠にした大学をではひとつつくるとか、そういうことが実現可能な方向に向かうかもわか

りません。これはまだわかりませんけれども、そういう部分を今、両学園長そして――学園

長には話しはしてありますが、大学の学長の方はこの後お会いしますので、これからお話し

をさせていただこうと思っております。 

そんな戦略を練りながらすすめていきますので、どうかまたご支援とご提言、ご協力をお

願い申し上げたいと思っております。以上であります。 

○関 常幸君  再質問させていただきます。 

１ ＮＨＫ大河ドラマ「直江兼続公」について 

誘客人数の希望が５０万人、それ以上という目標でありました。市長、ここに、私の議会

報告を持ってきましたけれども、第５号の２００７年の１月号であります。そのトップに初

夢として、２０００まるまる年、ＮＨＫ大河ドラマに直江兼続放映決定。この朗報に市民約

６万３,０００人が祝杯を上げる。運動から数１０年の悲願が達成する。低迷した地域活動活

力を増し、観光客も今現在３１８万人、３００万人から予想をはるかに超え１,０００万人と

なる。そして皆さんの初夢は・・・というようなことで、私は議会報告出させていただいた

んです。 

これについてはここまでですけれども、その前に市長が言ったこの５０万人というのは。

私ども先日、発足したばかりの毘沙門通りの懇談会の皆さんと塩沢の牧之通りに６月１４日

に行ってきました。その説明の中で、今年２回目になる雛人形飾りが２月１７日から４月３

日まで４５日間で、中嶋屋さんの家で記帳した人が２,７００人だそうです。大体来た人が６,

０００から７,０００人くらいだと言っていましたので、雛人形を１年間に換算すると５万人

くらいなのです。ほとんど宣伝をしていなくて２回目でですよ、５万人くらい。 

だから、これだけの大河ドラマです。テレビに宣伝される、きちんとした企画、戦略を持

っていけば、私は今言ったこの５０万人でちょっと笑いが出たり市長も多いかなと言いまし

たけれども、これは可能な数字だと思っております。ぜひ私は、この数字をひとつの目標と

して、これから庁内プロジェクト、実行委員会でこの数字を大切にしてもらいたい。市長も

できればこれ以上というふうに言っているわけでありますので、お願いをしたいと思います。 

それと関連して、私はこれから実行委員会等でいろいろ協議されると思いますが、ここで

あれにも郷土が生んだ英雄と書いてあります。そして長岡でも郷土が生んだ英雄です。高田

もそうです。米沢もそうです。やはり私は、本当にここの当地、「生誕の地」というものをし
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っかりと南魚沼市はした方がいいと思います。ここがやはり生誕の地であって、そして最後

が米沢市という。必ずやはり生誕の地に来てもらえるような戦略を、ぜひこれからいろいろ

な中でしていってもらいたい。 

どこでも郷土が生んだ英雄というものがあります。それは新潟県のひとつのあれとしては、

新潟県の生んだ直江兼続。でも生誕は南魚沼市というふうなものをぜひ実行委員会の目的の

中にも、そこらあたりを私はこれから考えていってもらいたいというふうに思っております。

これは１点目であります。 

それと関連をして、市長も一過性でないものにしていかなくてはいけない。それから同僚

議員の質問にもありますが、子どもたちの教育にも使っていきたい。そして市長の説明の中

に、何もここはないけれどパネルの展示もしていきたい。そういう話をしておりますが、私

は金が少しかかっても、生家は必要だと思います。直江兼続の生家は必要だと思います。そ

こをやはりメインにして。そこをやはりつくること。つくってもこれから、そこで子どもた

ちに直江兼続を学ばせるものがあるわけです。生誕の地であればあるほど、私はこれがあれ

ばいろいろなものがそこから発信できると思います。決めるのはこれから実行委員会等であ

りますが、そのことについて市長の考えをお願いをしたいと思います。 

２ 学園都市構想について 

それから学園都市構想でありますけれども、今の国際大学の学部の問題にも取り組む、北

里大学についても大学昇格の問題を話していただきました。そしてそれらの連携の話もここ

で出ました。私がここで思ったのは、総合計画の中に載っておらない。これがやはり基本で

ありますので、３年に１回ローリングされる実施計画の今回５月３０日発の中に出てきてお

られませんでしたので、市のもとになる中にはやはりこれだけの大プロジェクトになると思

います。この学園都市構想というようなものをぜひ入れてもらいたい。それから期待してい

るのは、９月の市長の所信表明の資料の中にでも、この一連のことについてもぜひ触れてい

ただきたいというふうに思っております。以上です。 

○市   長  再質問にお答えいたします。 

１ ＮＨＫ大河ドラマ「直江兼続公」について 

５０万人が少ないといって言われた方でよかったと思いますが、お前、そんなにいっぱい

のことを言って大丈夫かなどと言われるかとどきっとしたわけですけれども。でも本当にこ

のくらいは来ていただきたいと思いますし、訪れていただけるものだと思っております。 

他市、他の関連している市の皆さん方と「郷土の生んだ英雄」という言葉が、これは図ら

ずも一致しているわけか。ただ、他の５市とは一応連携を図って、何か例えばマーク的なも

のを作ろうとかというときは一緒になってやろうとか、そういう打ち合わせはしているわけ

ですが、今そのことについて特にこうしよう、ああしようということはなかったようですの

で。私どもも当然ですけれども「生誕の地」と。これが一番の売りものだと思っております

ので、また今後はそれをきちんとそこに入れながらやっていかなければならないと思ってお

ります。「生家」は私はずっと作ろうと思っていますので、生家、生家と、これしかないぞと
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いうことは言っているのですが、どの程度の内容になるのかというものをもう少し見極めた

うえで、きちんと出していきたい。また実行委員会の皆さんにも発足したらお話ししなけれ

ばなりませんので、そんなことであります。 

これはちょっと申し上げる必要もないかもしれませんが、たったひとつ上杉謙信の書が我

が法音寺の宝物蔵にあるのです。これを今ちょっと貸し出しをできないかということで、担

当の次長から方丈様の方へ今交渉中でありますが。これが借りられますと、へ理屈でも何で

も謙信が書いた書であることは間違いありませんので、これは兼続に手習いで教えたものの

見本だとか、そういうことで展示はできるわけです。あとは何もないです。本当に何もない。 

ですから、兜だとかそういうものは複製をしてこなければなりませんし、それらを含めて、

これはもう実現すれば１級品の展示物になる。それを生家の中に飾るということが確か一番

いいのだと思いますので、そんな夢を描きながらやっていきたいと思っております。よろし

くお願いいたします。 

一過性であってはならないことが一番でありますので、これをではどうするかということ

も大きな課題だと思っております。きちんと取り組みをさせていただきます。 

２ 学園都市構想について 

学園都市構想について総合計画に搭載。これはもう骨子が固まり、あるいは方向性をきち

んと出すということになりますと、これは搭載しないでやっていくわけにはいきませんので、

当然ですが搭載させていただきます。５年の見直し部分でそれは、いわゆる基本計画部分は

入っていくのかもわかりませんが、実施計画の中にはもし実施をする部分が出てくれば、こ

れは即にも入れていかなければなりません。いよいよその総合計画そのものの基本構想、基

本計画の変更も必要だということになれば、これはもう議会の皆さん方にまたお諮りをして、

変更させていただいてもやっていかなければならないと思っております。 

９月の所信表明の際にということでありますので、極力９月にそういうことが所信の中で

皆さん方に発表されるように努めてまいりますが、ちょっと具体的でない部分もまだ相当あ

りますので、その辺の調整がどこまでつくか。つきましたら９月には所信表明の中で触れさ

せていただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。 

○関 常幸君  １ ＮＨＫ大河ドラマ「直江兼続公」について 

１点だけ直江兼続生家の問題について提案させていただきます。どうしてもこれを一過性

に終わらせたくない、６万市民全員の思いであります。どうしても私も生家を必要だと思い

ます。という中で、財政がないわけでありますので、６万３,０００人に１,０００円ずつ寄

附をいただけば６,３００万円。２,０００円だと１億になるわけであります。それくらいの

気持ちでこれからそういうことの提案をいたしますので、ぜひ市長からもお願いをしたいと

思います。 

それから５０万人という数字はやはり、再度確認し、私はこれはやはり最大限にして努力

していく、このことをもう一度お願いしたいと思います。終わります。 

○市   長  １ ＮＨＫ大河ドラマ「直江兼続公」について 
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ありがたい言葉をいただきましてですね。そういうことも含めて、当然ですが市民の皆さ

んに相当なまたご協力もお願いしなければならないと思っております。寄附ということも含

めてやらせていただきたいと思っておりますし、５０万人は最低の目標くらいの気持ちで頑

張らせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

○議   長  暫時休憩といたします。休憩後の再開は３時２０分といたします。 

（午後３時００分） 

○議   長  休憩前に引き続き本会議を再開いたします。 

（午後３時２０分） 

○議   長  一般質問を続行いたします。質問順位１６番、議席番号２０番・牛木芳雄

君。 

○牛木芳雄君  一般質問を行います。 

市道駅裏線の消雪パイプの設置について 

市道駅裏線の消雪パイプの設置についてであります。一般質問初日に私を含めてこの問題

について３人の議員が取り上げるわけであります。ということは議会もそうですし、市民も

そうでありますが、大きな関心があると言われるのではないかというふうに思っております。

しかし、私のこの質問は前者の質問と大変重複をする部分が多いわけでありまして、その答

弁の中で市長の考え方もよくわかりました。しかし、私なりに聞いてみたいと、このように

思っております。重複する部分がありましたら答弁は結構でありますから、よろしくお願い

をしたいと思います。 

結論を先に申し上げるならば、この駅西地区のこの道路に関して言えば、消雪パイプによ

る交通の確保、これは私はやむを得ない選択であるというふうな立場であります。やむを得

ない選択であるとこのように思っています。 

さて、今月の１日でありましたが、地下水対策委員会が開催をされました。ご承知のよう

にこの委員会は市長の諮問によって地下水の採取、あるいは地盤沈下についての調査、研究

そして審議を行うものであります。状態的には消雪井戸の条例規制を超えたものについて審

議をして、許可相当のものは許可相当として市長に答申をするものであります。各案件ごと

に詳しい資料がこの委員会の４～５日前に各委員に配付をされるわけでありまして、私は今

回この資料が配付をされる中で、あまりにも突然に市道駅裏線のこの消雪井戸の申請が出さ

れてきたことについて、非常に驚きを感じました。非常に驚いたわけであります。 

そこで第１番目の質問でありますけれども、ご承知のように、六日町時代よりこの地域は

地盤沈下が非常に激しい地域でありました。個人の権利が大きく制限をされ、そして今まで

町、あるいは県ではその範を示すべき消雪パイプの井戸を１本も掘ってこなかったわけであ

ります。ここに至って、いとも簡単に方針を転換をして地下水に頼る融雪方法、これを選択

をしたわけでありますが、一体全体この意図はどこにあるのかということであります。今ま

で、かたくなに守り続けてきたこのポリシーをかなぐり捨てて、大きな方向転換をしたと。

私はこのように思っているわけでありますが、この本音をお聞きをしたい。このように思い
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ます。 

２番目に入りたいと思います。この消雪パイプ、今出てきた駅裏線でありますが、そして

今後、この先に市道野際病院線があるわけであります。この線は私は地元中の地元でありま

すし、毎日両路線とも利用しているところであります。周辺の農地。これを作業受託をして

いる農地もありますし、あるいは排雪地の耕作をしている、こういうことでもあります。そ

の農地に排雪される高く積み上げられた雪、これによって田面の沈下、あるいは缶、ビンの

かけら、ごみ、これら等の散乱によって地主の皆さん方から大変迷惑がられている。あるい

は今後雪を出すのを断るケースも出てきているわけでありまして、排雪の環境が益々困難に

なってきている。これは私は十分承知をしているわけであります。 

加えて圧雪がひどい道路であります。交通量が多いせいであります。先日、市長が話した

ように、車道が狭くなったり、あるいは歩道が歩けない状態になったり、いろいろ不平不満、

そして不都合が出てきております。そして昨年、あるいは一昨年のあの大雪の経験をして、

市民の方から本当に数多くの苦情が寄せられました。私もその苦情は大変受けたわけであり

ます。身をもって体験をしたわけであります。 

除雪の方法にお金をかけることでこれが解決できるのではないか。このような考え方もあ

るわけであります。そこで前者の質問の中で、除雪機械とダンプをそこに常駐をさせて、こ

れを専門に貼り付けておけばどうだと、このような提案もあったわけであります。とかくお

金についてはやはりこの市の財政からすると、いわばタブー視されているわけでありますけ

れども、しかしこれはこの地域は特殊な地域であります。特殊な地域でありますから、この

機能を果たす、このための手段として、大きなお金をかけていくか、あるいはそれとも地下

水を使うか、かたくなに守り続けてきたこの信念を捨てて地下水でいくか。 

これをやはり住民の皆さんに問うてみるのも私は一考に価するものではないかと、このよ

うに思います。市の責任をどうしてくれとか、あるいはもし補償問題が起きたらどうするか

というような議論があったわけですけれども、私はそこに住んでいる住民の皆さんに意見を

問うてみる。これもひとつの考えではないかというふうに思います。 

そしてあの大雪を経験をした中で、この道路に限って言えば、地下水に頼るのか、あるい

は頼らないのか。大きな岐路にきているのではないかと、このように思っているわけであり

ます。 

３番目であります。この地下水に関する条例９条２項では、道路に関しては市長は許可を

することができるというふうになっています。数多くの人たちが利用し、そして等しくこの

利便性を享受できているわけでありますから、ゆえに公だというふうに思っているわけであ

りますが。しかし、個人に課せられた大きな規制。この規制が今回のこの井戸掘削によって

たがが緩むがごとく不満やあるいは規制緩和に向けての声が起き上がってはきはしないか。

私は懸念をするところでありますけれども、この点は市民の皆さん方から理解が得られるか

どうか。どのようにお考えであるか、お聞かせをいただきたい。このように思います。 

４番目であります。市政の方向と矛盾することがないかということであります。今年の３
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月に環境省の予算をいただいて作りました、地盤沈下低減対策検討調査報告書。この位置づ

けはどうなっているかということであります。当然環境省にもこれを報告しているわけであ

ります。私たち地下水の対策委員会の委員はコピーをした抜粋をもらいました。非常に詳し

く、よく丁寧に作成をしてあるとこのように思いました。 

私はこの報告書を見る中で、この報告書が一番言いたかったのは目標の設定をしていると

ころであるというふうに思います。このように書いてあるわけです。本来地盤沈下量をゼロ

にすることは最も望ましいことであるが、それは消雪パイプをほぼ全廃にすることに等しく、

安全と安心の確保、民生の安定、産業の発展の面から見れば不可能なことである。少なくて

も平年並みの降雪時には地盤沈下を２センチ以下に抑えることを目標として設定をする。平

年値の降雪であれば、２センチ以下に抑える。きちんとこれを明記をしているわけでありま

す。 

そしてその具体的な方法として、第１ステップ、第２ステップというふうにこの段階を設

けて明記をしているわけであります。前者の質問の市長の答弁のとおりであります。この報

告書はどのような権限を持っているのか。ただ単に文章として書いて環境省にあげた、それ

だけで終わってしまうのか。あるいはこの報告書を重く受けとめて、これに沿った政策をき

ちんとすすめていくのか。この意気込みをお聞きをしたいと思います。よろしくお願いをし

たいと思います。 

○市   長  牛木議員の質問にお答えいたします。 

市道駅裏線の消雪パイプの設置について 

この消雪パイプ、市道駅裏線の消パイの設置についてのことであります。１番目の問題で

あります大きな方向転換と思うということでありますが、その前にいとも簡単にというあれ

ですが、とてもいとも簡単にこういう方向を出したわけではなくて、先般も申し上げました

ようにそれぞれ検討を重ねた結果、苦渋の決断だということをひとつご理解いただきたいと

思います。 

そういう中で、今これ議員おっしゃっていただきましたけれども、極力地下水を使用しな

いという目的で機械除雪でこの路線はずっと行ってまいりました。しかし投雪場所が沿道の

１０パーセント程度ということにもなりましたし、通過交通も多く、度々搬出するというこ

とについては交通止め等も余儀なくされる。 

こういう状況がございまして、先ほど言いましたように相当いろいろなことを検討しなが

ら、この消雪施設の導入ここしかないというふうに見極めたものでありまして、大きな方向

転換ということではありません。市政の大きな方向はやはり、いわゆる地盤沈下を発生させ

ない方向を模索していかなければなりませんので、地下水に全然頼らないということは私も

ずっと申し上げておりません。ただ、貯水ダム的な部分にしても、これは地下水を夏場のう

ちに溜めておいてそれを使うとか、そういう方向を模索していたわけであります。 

地下水そのものは、やはり一番今雪に対して安価で、そして確実な消雪方法だと思ってお

りますので、地下水は有効利用していく。これはずっと変わっておりませんが、沈下を起こ
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すほどの使用はある程度やはり避けていかなければならない。このことについての方向は全

く、ぶれているといいますか、方向転換したつもりはございませんので、そこはまずご理解

をいただきたいと思います。 

２点目の件であります。これは検討は中沢議員にもお話し申し上げましたが、温水循環電

気ヒーターこれらも含め、あるいは十二沢川からの揚水も含めて全て検討いたしましたが、

とてもとても実現性が非常に乏しいということであります。財政という部分を１００パーセ

ント無視していけば、温水の循環方式あるいは電気ヒーターということも考えられなくもあ

りません。が、これはこれでまたやはり温水の循環といいますと、いわゆる温水にする部分

の熱源これをどこに求めるか。電気なのかボイラーなのかという。電気は電気で地球温暖化

の方向に逆行すると、そういうこともあります。お金ばかりではなくてそんなことも。井戸

でもそれは電気を使うわけですから同じでしょうけれども、使う量が違いますので。そんな

ことも含めて消雪井戸を掘削させていただいて、ここの駅裏線の除雪体制をきちんとやって

いきたいという方向にしたわけであります。 

そしてこれも中沢議員の答弁に触れておりますけれども、今年７２基、インバータ方式を

取り入れた節水機を公共の道路の施設に使っている井戸に設置をさせていただくわけであり

ます。これは試験的には３５パーセントから４０パーセント近い節水ができるということで

ありますので、これは実証も含めてやらなければなりませんが当然ここに設置をさせていた

だく井戸にもこれはつけさせていただく。しかも先ほど中沢議員にも触れておりますように、

第３帯水層から取水をさせていただいて、集中的にその第２帯水層にダメージを与えるとい

うことは避けていこうと。いろいろ方法を考えてやっていきたいと思っております。 

そしてこれは試験的な部分というのも一緒に加味させながら、例えばどの程度の揚水量が

あったときどんな影響が出ているのかとか、そういうことも調べながら一緒にやっていきた

いと思っております。 

３番目の市民から理解を得られるかということ。これは厳しい面もあるかもわかりません

が、ただ、私たちが申し上げたいことは、これはやはり何のためにやるかといいますと、市

民の皆さん方のための交通確保、これ１点に尽きるわけであります。そして沿線の皆さん方

への迷惑的な部分の防止ということであります。 

そうしますと当然ですが公共の福祉ということになるわけでありまして、例えば市民会館

の周辺を駐車場が困るから井戸を掘るとか、そういういわゆる市役所が使うためにとか、変

な話ですけれども市の機構に有利になるとか、利益が非常に見え見えだとか、便利になると

か、そういうことでやっているわけではない。市民の皆さん方が一番利益を被るわけですの

で、私はなんとかご理解いただけるだろうと。特に沿線の皆さん方は理解いただけると思い

ます。 

ただ、そこから沿線からはずれた地域で井戸も掘れないで、大変な思いをしていらっしゃ

る皆さん方には若干ご不満があるかもわかりません。若干どころではないかもわかりません

が、それらについては丁寧に説明をしながらご理解を得ていきたいというふうに思っており
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ます。あと、それぞれ細かい部分につきましては、中沢議員の答弁に触れたとおりでありま

すので、省かせていただきます。 

そして４番目の市政の方向との矛盾でありますが、当初触れましたように矛盾ではないと

思っております。全体揚水量の割合というのは報告書に出ておりますけれども、公共道路で

２１パーセント。公共の施設で２５パーセント。事業所が３５パーセント。一般家庭が１９

パーセントという統計であります。この揚水量の割合ですね。 

ですからこの公共道路での２１、公共施設の２５、これを相当削減をしていきたい。これ

はインバータを取り入れること。そのほかにやはり見直しまして、機械除雪が可能であるの

に例えば消雪施設が入っているとかという部分については、これはもう廃止という方向も含

めて検討をせざるを得ないという場面も出てくるやもわかりません。これは検討の結果であ

ります。そして全体的には約４割の量を抑えて、平均的には２４２万トンという数字が出て

おりますけれども、それらの揚水量にとどめれば最大でも２センチ程度の沈下で抑えられる

だろうという結果であります。 

この報告書の権限的には特にということではありませんが、これはもう本当に今までにな

い具体的な方向を示していただいた。そして具体的な現状を把握していただいた報告書であ

りますので、この報告書の最終的に書かれております今後の方向、その部分についてはやは

りこれを目指してやっていかなければならない。目指すところは全体揚水量の４０パーセン

ト削減。これに向けてありとあらゆる方法を駆使していきたい。 

ただ、それが井戸を一切掘らないということにつながるということではありませんので、

やむを得ない場合はどうしてもその井戸に頼るという部分がまた今後も発生するやもわかり

ませんけれども、その都度また皆さん方にご報告を申し上げながらご理解を得ていきたいと

いうふうに考えておりますので、よろしくお願いを申し上げます。以上であります。 

○牛木芳雄君  市道駅裏線の消雪パイプの設置について 

市長はいとも簡単ではなく、苦渋の選択だったというふうなことを、おとといも今も言っ

たわけでありますが。私は重要な考え方の転換だと私は思っています。地下水対策委員の委

員の皆さんもやはりそういう考えでありました。私はそう思ってよく予算書を見てみたり、

市長の施政方針を見てみたのですが、施政方針の総論では全く触れていない。各論の中で、

表の中で見たらありました。ちょっと。そして当時は財政課長ですか、課長がその予算を説

明する概要説明というＡ３の大きい用紙の中に小さい字で、５ポイントあるかないかの字で、

虫眼鏡をかけなければわからないような字で、わずか５行で駅裏のことがありました。 

私はこの予算要求を、予算をしてそれに載せるということは、昨年の１１月、１２月段階

でもうきちんと決まっていたのではないか。方針が決まっていたのではないかというふうに

私は思っています。それは建設課内、あるいは環境課内できちんと論議を交わして、そして

予算書に出たのだろうと私は思っています。 

しかし、そうではなかったわけですね。今までずっときて、ここにぽんと出たものであり

ますからびっくりした。私や中沢さんや樋口さんが、たまげてこの一般質問に取り上げてい
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る。私はこういう経過だと思うのです。 

地下水の委員会でも、こう言っては失礼ですが、担当の部長と担当の係、あるいは担当の

両部長ですよね、意思の疎通ができていなかった。全く説明はできなかったわけでありまし

て、私はもっとこういう議論は、この予算を要求する前にきちんと課内で、庁内で議論をし

て、それから決定をするべきであろうというふうに思っています。 

私はこのことを押さえて「いとも簡単に」というふうにと申しあげているわけです。担当

の産建の委員会にも全然一言も話もなければ、消パイの消の字もなかったわけです。私はこ

の辺が庁内のいわゆる横のつながりがどうなっているのか。部制を敷きました。特に行政改

革、行政のスリム化、スリム化、行政改革、人員削減、声高に言われています。しかし、こ

ういう議論が課なり庁内できちんとされて、そしてきちんと行政が執行されるならば、私は

これに勝る行政改革はないというふうに思っていますけれども。この辺をもっと早くから、

議論をして、こういう議論がここにきて出るようではだめということでありますから、その

ことをくどく言いたい、このように思います。 

それから第３帯水層から取水をする。さっきこういう市長の答弁。中沢さんにもそういう

答弁をしました。第３帯水帯から取るということは深い地層から取るということです。そう

するとダメージが少なくなるというふうな市長の見解ですが、そうすると地盤沈下に対する

影響が少しでも少なくなるというご認識での発言でしょうか。今までは私は多分、井口町長、

井口市長の代から、六日町のこの地盤はどこから取ってもやはり地盤沈下を起こすのだとい

うふうな答弁でいたかのようなことを私は思っているのですが、おととい、今日と聞くと、

やはりそうではなくて第３帯水層から取ることによってダメージを少なくする。ダメージを

少なくするという意味は、地盤沈下を抑える効果があるというふうに受け取ってよいのか、

よくないのか。その辺を聞いてみたいというふうに思っています。お願いします。 

○市   長  牛木議員の再質問にお答えいたします。 

市道駅裏線の消雪パイプの設置について 

再三重要な方向転換ではないかということでありますが、方向転換的にとらえてこれから

全てそうしていこうということではなくて、先ほど触れましたように、やむにやまれずこの

方法しか、あそこの交通渋滞も含めたその不安・不便を解消するには今は見当たらなかった

ので、苦渋の決断あるいは選択というふうにご理解いただきたいと思います。 

議員おっしゃったように、確か施政方針の中でも触れておりませんし、予算説明の中では

他の字は大きかったかどうかわかりませんけれども、ほんのちょっとだと。それと産建の委

員会ですか、担当委員会。これはちょっとこちらに私の認識が甘いと言えば甘いということ

ですが、条例上いわゆる公共用の部分については審議会に諮る必要はなかったわけなのです。

そういうことも念頭にありましたので、特に委員会でこのことだけを取り上げて、ほかにも

消雪パイプとか道路改良とかいっぱいあるわけですけれども、それをちょっとご説明を申し

上げなかったということであります。これは一に私のちょっと認識不足といいますか、配慮

不足だというふうにひとつご理解いただいて、お許しをいただきたいと思っております。他
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意は全くございません。そういうことでひとつご理解いただきたいと思います。 

第３帯水層の認識であります。今、議員おっしゃったように、全体のどこから取っても沈

下が起きるという認識には変わりありません。これは今の報告書にも触れてありますね。八

幡、余川方面で相当大量に揚水している部分が全部駅裏の方にきて沈下しているという。で

すから、そのことについての認識は全く変えておりません。ただ、第２帯水層と言われる部

分に集中的にダメージを与えるとしたら、当然ですけれども沈下も早く起きるわけですので。

第３帯水層からの取水が１パーセントという、そういう調査結果も踏まえて、その第３帯水

層からある程度揚水をすれば、沈下はしないということは言いません。しないということは

言いませんが、ダメージ的には少しでも和らげさせられるのではないかということでありま

す。 

これは私がこの深さを聞いて、８０メートルを予定しているということでしたので、それ

ではちょっとだめだから１００メートルでということを触れたわけです。また専門家の皆さ

んにもそういうことをもう１度確認をして、それでもやはりそうすればダメージは和らぐと

か、そんなことしても全く同じことだと言われるのかもわかりません。全く同じであれば、

わざわざお金をかけて深く掘る必要もないということにもなりますので、その辺は柔軟に対

応していきますけれども。 

いずれにしても、他のところにも節水タイマーを付けて、１度に４割ということにはいき

ませんけれども、相当数の揚水量をこれからも抑えていくというか削減していくという、そ

の方向を目指しますので、ひとつご理解をいただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○牛木芳雄君  市道駅裏線の消雪パイプの設置について 

私はこの質問をする前に、あの地域、あの沿線に住んでいる皆さん方から話をちょっと伺

いました。個人の意見を伺いました。 

その前に、これは平成５年でしょうか、条例を作ったのですね。社会厚生委員会が担当委

員会で、そのときの委員長さんにお会いして、私は議員ではありませんでしたから、その経

過等々も聞きながらよく話を伺いました。彼は非常に難儀をして作ったのだと。町民の皆さ

ん方から大きな反発も得たし相当な苦労をして作って、もし訴えられればあるいは負けるか

もわからないなというほどまで議論しながら作ったと、こう言っていたのです。ついては、

「この路線は、ではあなた、消パイにしようという考えはあるのだが、おまえさんどうです

か」と言ったら、「まあ時代の流れだし、やはりそれは市民の要望が強いからしょうがあるま

い」と、こういう話なのです。当時、もの凄く反対をしたその地域の住民で区長さまの経験

者の方にも、私聞いてみたのですが「やはり今の機械除雪の現状を見る中で、しょうがある

まい」と、こういったことでした。あるいは店を経営なさっている方お二方、そして違う方、

アパート経営の方、あるいはちょっと離れた方、あるいは通勤をする方、聞いてみました。

やはりおしなべて皆さんが歓迎をしている。そうすると、それだけあの路線については、皆

さんは難儀していたのだなというふうに私は思ったわけです。 

ただ、市長は先ほど言われましたように、あの地域のあの路線に関係をする皆さんはやは
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りよかった、助かったというふうな考え方が多くあると思うのです。しかし、もっと離れた

ところに住んでいる皆さんはどういうお考えなのかなというふうな、やはり懸念があるわけ

ですから。その懸念を払拭させるような、真摯な対応で臨んでいただきたい。このように思

っています。 

それから、今、市長が私に言ったことと、前者の答弁にちょっと気にかかったことが２点

ばかりあるのですが、お聞きをしたいと思います。今の、ともするとこれからは消パイを廃

止をしても機械除雪に移行しなければならないのも出てくるのではないか、というような発

言をされました。けれども、私は今消パイがあるのに、これを廃止をして機械除雪になどと

いう話は、絶対これは地域の住民は納得しない。それはもう不可能だと私は思うのです。 

ということは、薪を使ってお湯を沸かしたり煮炊きをしろと言うようなものですよね。今

はガスやＩＨを使っている皆さん、今度はこういう時代だから薪を使いなさいというような、

それくらいのやはり天と地の私は差があると思うのです。私も今までは自分の木戸は、私と

隣と隣と除雪はなかったわけですから３軒で、共同でトラクターの後ろに付ける投雪機を買

って、除雪をしながら出ていったわけです。 

その後は町のブルが来て除雪をしてもらいました。本当に助かったわけです。最近では消

パイに、おかげさまでなりました。消パイになったとならないでは、本当に大きな違い、天

と地の差があるわけです。ここに、そちらにいる市長以下、執行部の部長、課長、諸氏、あ

るいはこちらにいる議員各位も、皆さん自分の木戸から一歩出れば、やはり消パイの道に出

ると思うのですよ。みんながやはり、何ていいますか冬の快適な生活を享受しているわけで

す。 

それがない皆さん、ないところの皆さん方のやはり苦労を私は十分にわかっていると思う

のですが、その消パイを廃止して機械になんていうのは、私はもうこれはだめだなというふ

うに思っていますが、そこをもう 1点。 

それから、公共性がある場合には今の条例を見直してもいいかのような発言がありました。

今の条例は道路に限っていいわけですよね。この合併によって条例を整理したわけですが、

合併をする前の条例は市長が――市長は町長ですが――必要と認める公的な役割りをもった

市長、町長が認める場合には許可できるというふうな条例だったと思うのです。それが、今

回の条例はもうそういうものはだめで、道路に限っているわけです。それを昨日、おととい

の答弁の中では例えばＪＲを引き合いに出しながら、公共的な場合にはその条例も見直さな

くてはならないというような答弁がありました。私はこれをしていくと、まただんだんこう

いうふうに拡大解釈っぽくなっていって、いやあこの集会所、あこの公民館もあの施設もあ

れもあれもというふうになるのではないかというふうに思っています。 

こういうことがあったのです。ＮＴＴがやはり出てきたときに、もうだめだと。ＮＴＴは

かつては公共的であったわけですが、今は民間の企業です。こういう市民に範を示されるよ

うな井戸に替わる施設というのは、非常にお金がかかるわけです。お金がかかる施設をつく

るのは個人に作れといってもこれはなかなかできない。これはやはりお金がある企業とか、
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お金を使える公共とか、それがやはり範を示さないと私はだめであろうというふうに思って

います。 

個人の皆さんに、こういういい融雪方法があるからこれをやりなさい。では井戸に替わっ

てこういうことをと言っても、なかなかやはりそれは取り組めないだろう。そんなように思

っていますが、今言った条例の見直し的な発言と、機械による除雪。この２点についてもう

１度お聞かせいただきたい。 

○市   長  市道駅裏線の消雪パイプの設置について 

質問にお答えいたしますが、今後の対応につきましては十分にまた皆さん方に説明をしな

がらということであります。 

消パイ路線から機械路線に切り替える部分もあるやもということであります。これは例え

ば平成１８年、１７年もそうでしたが大変な豪雪のときに、消パイ路線であっても、消パイ

が出ているところは通れるのですけれども、もう雪が覆いかぶさってきて道路確保ができな

いとか、そういう苦情も相当ありました。 

例えば機械除雪はそういうことはないわけです。全くの夜間とか、ばかに早朝とかになり

ますとあれですけれども、一般的には人が活動しているおおむね大方の活動の範囲の中では、

２０センチ以上積もれば全部除雪をするということになっていますので、そういうことが便

利だという声も私は聞いているのです。それが一つ。だからそこをやるということではあり

ません。 

もう一つは、これは例えば長い沿線の中で、あの部分は実際消雪パイプはいらないのだと

いう部分はあるのですね、実際は。連続性の中でやっていると、そういうこともあります。

ですからそういう部分は揚水量を抑えるために、例えば２００メートルの中の５０メートル

は機械除雪可能だと。例えば連単家屋もないし、機械除雪だけやっておけば全く問題ないで

はないかという部分でも、これは見直しをしていかなければわかりませんけれども、あれば

見直すということであります。どうしても消パイから機械除雪に変えるということではなく

て、そういうところがあるかないか。これを確認したうえで、あればそれは機械除雪の方向

に変更することもやむを得ないと、そういうことを申し上げたまでであります。 

確かに便利ですから普段の雪の中では、電気を薪にというくらいなことになるのかどうか

わかりませんけれども。実際私の前の県道は間欠散水であります。私の直前のところは市道

でありますので、除雪車が来て非常にきれいにとっていきます。ところがそこから出ますと、

あれはやはり除雪しません。いわゆる消雪パイプがあるからということで。非常に何ていい

ますか、交通に支障をきたすような部分もあるのです。そんなのであればこの程度の部分は

例えば消雪パイプを止めて、間欠にしないで別の方へ出してもらってもいいから、ここは機

械除雪してもらった方がいいではないかというようなところも見ていけばあるのです。それ

はどなたがどう申し上げるかは別にして。 

ですので、そういう部分も見直しをかけて、可能であればそういうふうに削減していくと、

そういうことを申し上げたまでであります。 
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それから公共性についてでありますが、これは公共道路に限られていることは間違いあり

ません。ただ、その公共という意味は、ＪＲ、これはやはり公共交通機関なのです。そして

例えば、今私どもが駅裏を消雪パイプによってということに踏み切らせていただくわけです

が、ほかに方法がない、しかもそれを放置しておけばこれはもう事故を起こす可能性が大い

にあるなどというところに、条例上だめだから一切認めませんなどということは、これは私

は言えないだろうと。ですからそうであれば、もう市長権限であっても何であっても、それ

は認めていく方向は出さざるを得ない部分も出るだろうということを申し上げたまでであり

ます。 

乱発をして全部やるとかそういうことは一切申し上げておりませんし、本当に検討に検討

に検討を重ねて、そして投資費用も――お金さえかければいいかげんのことはできるわけで

すが、投資費用も含めてその程度までは投資してもらわなければだめだとか、それ以上はち

ょっと厳しいとか、そういうことがあるわけですが、そういうことをきちんと勘案をしなが

らという意味であります。別に乱発しようということではない。 

それから公共施設などということは全く今、特に沈下区域内では。施設ですね、例えば庁

舎の周りだとかそういうことに新たにということは全く考えておりませんが、場合によって

は公共交通機関の路線。こういうことについてはＮＴＴとなどは全く違います。ＮＴＴは別

に除雪しなくても電話が通じないなどということはないわけですから。汽車はそこがいわゆ

る雪がどけられなければ通行できないという、それはありますから。そういうことの勘案で

ありまして、乱用するつもりは全くございません。以上であります。 

○議   長  質問順位１７番、議席番号８番・寺口友彦君。 

○寺口友彦君  市民の皆さんには傍聴においでいただきまして、ありがとうございます。

財政健全化計画２年目を迎えて平成１９年度予算が粛々と執行されているなか、市の幹部職

員ならびに市の教育委員会において、大きな人材の損失が発生したことに驚きを禁じ得ませ

ん。ご遺族はもとより、亡くなられた方の無念を思いますと、一地方議会人として、その職

責を果たすことの重さをあらためて考えさせられた次第であります。今定例会の初日に市民

一人一人が市政の主役であるという考え方のもとで行われた市長の所信表明演説に対し、住

民の皆さまが主役であるという立場で質問をいたします。 

大河ドラマとして放映化が決定されました郷土の生んだ英傑、直江兼続公が貫いた「仁」

とは「愛」であり、「義」とは仁の実践であるという、「義」と「愛」の精神をお持ちの市長

は簡潔で明瞭な答弁をなされることを期待します。それでは通告にしたがいまして質問を行

います。 

１ 保健、医療、福祉について 

まず保健、医療、福祉についてであります。生涯を通じて誰もがすこやかで生き生きと暮

らせるまちづくり、その実現を目指して、「いきいき市民健康づくり計画」が策定されたわけ

であります。市民の皆さま一人一人が自分の健康は自分で守る。それを基本に、行政がその

環境づくりを実施していく。そういう方向の中で、各行政区にどのような役割りを果たして
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いただくかを十分検討をした結果の健康推進員の設置であると考えます。旧３町単位の区長

会で説明を行ったわけでありますが、区長会の受け止め方に温度差があったと聞いておりま

す。 

今年度当初予算では５,０００万円を超える税金が投入され、放課後児童の受け入れが行わ

れている。実施地域が拡大をされ、需要が伸びる一方であるなか、国の放課後こどもプラン

を受けて協議会のＮＰＯ化が実現されようとしていることは、新たな子育て支援策の実施に

つながり、歓迎すべきことと考えます。 

確かに学童保育は働く家庭の児童を対象としたものであり、放課後こどもプランは放課後

の児童、全児童を対象としたものでありますが、この法人の定款の目的を放課後児童対策だ

けに限るのではなく、ゼロ歳から１２歳までの子どもを対象とした子育て支援組織として活

動する旨が明記されることが、当市独自の子育て支援策策定に有効であると考えます。 

行政執行状況報告にある保育園入園状況によりますと、私立保育園ならびに公設民営保育

園では定員オーバーであり、私立は３歳未満児の割合が非常に高い。公設民営化をしても保

育の質は確保される。そういう前提で公設民営化が行われているわけですが、保育の質の均

質化を考えたとき、これで質の高い保育を全保育園で提供できるのか不安であります。 

病院会計の決算見込みによりますと、１億７,６８１万円の純損失が発生するようでありま

す。３月、４月の外来実績を見ますと、医師不足による収入減が最大かつ唯一の原因と考え

ます。医師の確保が困難と言われて久しいですが、社会厚生委員会報告にもあるように、医

師は待遇だけでその所属先を決めるのではない。そういう宮永院長の発言をそんたくすれば、

当市の地域完結型の地域医療体制が医師の招聘に大きく貢献する余地はあると考えます。 

そこで①南魚沼市健康増進計画に果たす行政区の役割りをどのように考えているか。②学

童保育協議会のＮＰＯ法人化の方針の中で、定款の目的を市はどのように考えているか。③

公設民営化方針の保育園での保育の質の確保をどう考えているか。④大和病院の医師と看護

師の確保に新しい試みがあるのかであります。 

２ 教育、文化について 

続いて教育、文化についてであります。４月より学校評価の専門家として、１名の指導主

事が当市の教育委員会に派遣され、内部ならびに外部からの学校評価のあり方についての体

制づくりがなされていることは、当市の教育委員会も他市に遅れをとらない、そういう意気

込みの実践として評価ができる。教育特区でインターナショナルビレッジを目指そうという

考えも理解はできる。しかしながら、歯の健康づくりに関しての市の取り組みを見ますと、

旧町単位の取り組みが一部でそのままであることに疑問を持つものであります。 

県議会のスポーツ振興、健康づくり対策特別委員会委員に坂戸在住の県議が任ぜられたこ

とは、国体開催地としての当市にとって歓迎すべきことであります。六日町の地域振興局で

行われましたタウンミーティングで泉田知事が発した、関東の玄関口、もちろん文脈の中で

の使い方は多少違っておりますが、関東の玄関口ということを考えたとき、スポーツ基地と

して関東の玄関口として発展させる要因が当市には既にある。２０面という県下最大の大原
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テニスコート、筑波大学という健康スポーツの研究機関の研修所、外資系のスキーウインタ

ーリゾート会社として再出発する舞子高原。まさに産官学の三者がそろっていると考える。

国体を契機として、県や湯沢町とともに関東の玄関口としての重要性を具体化するべきとき

ではないか。 

そこで①フッ素とありますが、フッ化物と改めていただきます。フッ化物洗口の有効性と

安全性について市は疑問を抱いているのか。②奥添地県営牧場跡地に夏、冬利用可能なクロ

スカントリーコース整備を県に働きかけ、大原運動公園を県営健康スポーツ公園として活用

する考えはないか。 

３ 都市基盤整備について 

続きまして、都市基盤整備であります。税の公平性、都市計画税の応益性について議論す

るべきときが来たと考えます。石打地区での市政懇談会で都市計画税についての質問に対し

て、見直しという答弁をされたようでありますが、具体的にどのような見直しをすると考え

ているのか。 

下水道事業発注状況が５月末現在で六日町地区２７件、塩沢地区８件、大和地区２３件と

報告されている。普及率を見ると、塩沢地区流域関連特環が６４.３パーセントと極めて低い。

下水道事業はつなぎこみをしてはじめて収入が発生するわけでありますが、収益があがらな

いということが普及率にどのように影響しているのか。平成２５年までには整備完了という

方向性に、つなぎこみ率によって多少の誤差が生じるのかであります。 

そこで①都市計画税についての市長の考えは当市の都市計画の考え方にどのように反映さ

れるのか。この部分は牧野議員の質問に対する答弁もありましたが、それを含めて答弁を願

います。②下水道整備はつなぎこみ率向上と連動して、むらなく収益があがるかたちで推進

するべきであるが、いかに。 

４ 産業振興について 

次に産業振興についてであります。スキー産業の営業期間短縮による不調が、雪溶け後の

当市の景気全般に落ち込みという悪影響をおよぼしている。有効求人倍率を見ても、４月以

降の落ち込みは深刻であります。建設業は公共事業の前倒し発注が一段落をしたとき、当市

の民間ベースの景気回復はあまり見込めないことは、一層この不景気感を強めるものではな

いか。そう懸念されるところであります。 

そうした中でも農地・水・環境保全の取り組みに３８集落が参加をし、環境にやさしい農

業を目指す機運が高まっているのは歓迎すべきであります。コシヒカリの作付けは順調に終

わり、秋の豊作が待たれるところであります。 

こうした中、全農が新潟市にバイオエタノール燃料製造プラントをつくり、県内で蒲原地

区を中心に原料の稲栽培に取り組むことが報道されています。こうした流れは当市にとって

は地域間調整を柱として、栽培面積に拡大につながることができる絶好の機会であると考え

ます。 

そこで①バイオエタノールプラント建設を契機にした農業生産構造の変化に市はどのよう
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な対応をとるのかであります。 

５ 行財政改革、市民参画について 

そして行財政改革、市民参画についてであります。策定が急がれている財政シミュレーシ

ョンは、第１次南魚沼市総合計画の実施計画にも抜本的な見直しを迫るものになると予想さ

れます。財政健全化に市民の皆さまの協力を得るためには、情報開示のタイミングと策定過

程の透明性が肝要となる。 

部局性が施行されてから早２カ月が過ぎ、大胆な人事異動により配置換えとなった職員も

新しい部署に慣れてきたところであろうかと想像されます。しかしながら部署によっては人

員が特定地域の出身者が多く配置され、それがストレスの原因となっているのではないかと。

総務文教委員会の調査時では、職員の精神的疾患の原因究明がなされていなかった。昼の休

憩時間４５分体制の作業能率への影響についての調査も実施されていないようである。 

市民の皆さまへのサービス低下とならないように、十分な検証が必要である。新規の仕事

については、人数の少ない部署での検収がきちんとなされているか心配であります。市民セ

ンターが開設となった大和、塩沢地区では一人当たりの仕事量の差が大きいようであります。

職員一人一人の能力を発揮させる点で、執行部の手腕が試されているようでもあります。 

そこで①職員の健康管理についての対応はどうなっているかであります。 

以上、壇上よりの質問を終わります。 

○市   長  寺口議員の質問にお答えいたします。 

１ 保健、医療、福祉について 

南魚沼市健康増進計画の果たす行政区の役割りということであります。これにつきまして

は、この健康づくり計画にかかげる目標を達成して、健康な人が大勢あふれる南魚沼市にし

たい。そのためにはやはり市民一人一人が健康づくりの大切さを自覚していただく。そして

自ら主体的に取り組んでいただく。このことが一番重要なわけであります。 

そこで全地域に住む市民の皆さんが結集して、地域づくりを基本とした健康づくりを語り、

そして実現する場も必要だということであります。その地域と行政の共同体制による支援環

境づくり、これをすすめるためにご理解とご協力を皆さん方にお願いしたい。 

この間も触れました、市政懇談会の席で筋トレ体操です。これは非常に皆さん方が、最初

は嫌がっているのですけれども喜んで、簡単でありますから。そういうことも含めてこの行

政区の皆さん方からも、やはり自分たちの問題だというふうにとらえていただく、このこと

が一番だと思いまして、この共同体制を築くとここだと思っております。 

その中でこの健康推進員という皆さん方から、大変ですけれどもありとあらゆる機会を通

じて、今年はご承知のように健康推進員の皆さん方の研修を主に年６回程度重ねて、そして

やはり知識も身につけていただいて、また地域に帰ってそれを還元していけたらという方法

を考えております。 

行政区長会の経過であります。これはおっしゃっていただきましたように、それぞれ受け

とめ方が違いまして、大和地域では前に「保健委員」という制度がありまして、全行政区か
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ら出ておりましたので、その方々を「健康推進員」に改める。これでもう１００パーセント

何の異論もなく受け入れをいただいたわけであります。 

塩沢地域では今まで何の組織もなかったということでありまして、どういうことをすれば

いいかとか、何を基準にして選べばいいのかとか、こういうことから質問があったわけです

が、その場ではご了解いただいて、結果としてまだ１００にはいっていないのかな。（「９９

です」の声あり）９９パーセントまで今、推薦をいただいたそうであります。９９ですので

もうちょっと。 

六日町、これは今まで「母子保健推進員」という健康推進員ですか。母子保健推進員こう

いう制度がありましたが、これは全行政区ではなかったわけであります。しかもそれこそボ

ランティア的にお願いしていたわけでありますけれども、それは１８年度で解散をさせてい

ただいて、ちょっとこの推進員になっていた方たちは「何か張り合いがないね」という声は

聞いておりました。 

そこで１９年度からこのいわゆる健康推進員ということをお願いしたわけでありますが、

区長会のなかの質疑では、その当時ですので無報酬で、そして１年に約６回くらい会議があ

るということをご説明申し上げましたら、とてもそんなことではなり手がいないと。無報酬

などとんでもないということがひとつ。それから、ちょっとこれは考え方が違うのですけれ

ども、市の仕事を作るためとしか思えないと。ちょっと斜めからものを見る方ですね、こう

いう方は。考え直してほしいというご意見もありましたので、持ち帰った結果、交通費相当

くらいはやはり支給すべきだろうと。いくらボランティアでお願いだと言っても、日当まで

とはいかないにしても交通費くらいは、ということで１回５００円。そのくらいを出させて

いただいて、推薦していただきたいということで、それで今８６パーセントですか。（「全体

が・・・」の声あり）いや、地区、地区。では、そのことは後でもし必要でしたら。 

相当皆さん方からご協力いただいて、ただまだこの間６月４日ですか、そこまでにできな

いという方も今、探しているとかという方もありました。ただ、そんなことでは出せないと

いう集落も１～２ちょっと見えていましたので、その辺はまた説得をさせていただいている

ところであります。 

当初触れましたように、今年は健康推進員の皆さんからまず健康づくりについての意識高

揚を図っていただいたり、研修会を中心にすすめていってその知識も身につけていただこう

ということで、よろしくお願い申し上げます。 

学童保育協議会のＮＰＯ法人化の定款の目的ということです。簡潔に申し上げますと、こ

の定款のなかへ取り組む事業として今あげていこうと思っているものは、放課後児童の健全

育成、それから学童保育の安定的な運営、これらの目的。市から委託されたこの事業実施の

管理に関すること。乳幼児の受託保育の安定的な運営を目的とする事業の企画や実施。それ

から今までの１から３に必要とする人材登録。それから人材派遣にかかる事務事業に関する

こと。それから人材育成、教育研修事業。子育て相談事業。行政、そしてその他子育て支援

関連施設との連携に関すること。そしてその他、この法人の目的達成のために必要な事業と
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いうことで、わりあいと幅広く事業を行えるようにしていきたいと。 

中心は当然ですけれどもこの学童保育ということでありますが、そんなことを目指しなが

ら今、申請中であります。 

公設民営化方針のなかの保育園での保育の質の確保ということであります。今、市内には

私立の保育園が２カ所、それから公設民営保育園が２カ所、これがございます。いずれも定

員を超えての入園状況であります。保育園の入園申し込みはご承知のように第一義的には保

護者の方がどこに行きたい、ここから入るわけでありますので、この私立、公設民営が保護

者から評価を得て、定員を上回る申し込みがされているということです。これは非常にあり

がたいことだし、喜ばしいことだと思っております。 

ただ、あまりにも例えば人数が多くて保育の質が落ちるとか。多くてと言っても定員以上

はとらないわけですけれども、無理矢理は。そういうことにならないようにしていかなけれ

ばなりませんし、未満時の入園割合が公立保育に比べて高くなっている。これは事実です。

これは事実でありますので、これは市街地中心部の人口密度の高い地域に、私立とか公設民

営が集中しているということの表れだろうと思っております。が、このことによって保育の

質を落とすということもできるわけでもありませんし、そういうことにならないようにきち

んと私どもも指導していきたいと、こういうふうに思っております。 

今のところ、質の確保はきちんとできているだろうと。ただ、一部、私の耳に入ったので

は、公設民営の中で保育士さんがなかなか子どもの話を聞いてくれないで、自分たちでおし

ゃべりしているとかということをちょっと感じた父兄がいたということを、私の家に、しか

も私にではなくて、我が家族に電話してきたという方もいらっしゃいました。その辺を課長

にも今度は触れて、そういうことがないようにきちんとやっていかなければならないと思っ

ております。今のところはまあまあおおむね順調だろうと思っております。 

大和病院の医師と看護師の確保に新しい試みがあるかということであります。給料だけで

決まるものでもありませんし、特に医師は待遇だけで勤務先を決めるということではないと

言われております。宮永院長もそういうことをおっしゃっています。では、ほかにどういう

要素があると、こういうことでありますけれども、やはり若い世代の中では自分の研究した

い部分とか、それから優秀な指導をしていただける方がいるところだとか。あるいは医療機

器や診療材料が揃っている。そして自分が希望した研修ができるとか、こういうことがやは

り非常に強く求められるようであります。 

３０代後半から４０代半ばの中堅では、やはり医師にとってのやりがい、それから地域や

スタッフから信頼をされているというこういう部分。それからこれは医療スタッフと連携が

とれている、スタッフが優秀であるとかこういうことが出てきます。研究と研修活動ができ

ると、このことも非常に大きな要素であります。もうひとつここにきますと、家族の生活環

境がまた大きく影響するようでありまして、やはり子どもの教育環境もこの中に含めますけ

れども、特にその子どもの教育環境という部分を重視をしていらっしゃる方が多いように感

じてもおりますし、伺っております。 
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では、４０代後半から管理職世代はどうかと言いますと、やはりやりがいということはこ

こで一番多く出てきます。スタッフとの連携これなりもありますし、やはりここまできます

とそれなりのポストという部分もちょっと出てきます。機器や材料が揃っていることとか、

そういうことがずっとありまして、こういう年代別の特徴をきちんとポイントを絞って、そ

れに応じた医師や看護師さんの体制を対応していかなければならないということだと思って

おります。 

例えば指導医を揃えて専門医を目指す若い医師を獲得するとか、大学との連携、これも大

事であります。今、この連携はきちんとやっていますが、なかなか大学の方からも厳しいお

返事だということであります。 

看護師につきましては、来春、北里学院からの確保がちょっと見込めない。今日の新聞に

も出ておりました、県に応募して合格した皆さんのうちの５０数人が辞退をしているという

ことであります。この辺もやはり私たちにも非常に影響がありますので、看護師確保にもま

たきちんとした対応と、やはり養成学校への訪問とＵターン看護師、これらをまた主体に対

応してまいりたいと思っております。決め手というのはまだ、これをやれば必ず来るという

部分はございませんので、総合的な対応だと思っております。 

２ 教育、文化について 

教育、文化についてのフッ素の有効性、安全性についてであります。現状は市内の小学校

３地域平均で９５.４パーセント。保育園と幼稚園では９７.８パーセント。中学校は塩沢の

みであります。塩沢のみの中学校で９６.８パーセントと、どこも高い実施率になっておりま

す。１２歳児の一人平均う歯数が、平成１０年度で大和が３.６９、六日町が２.２５、塩沢

が１.４１でありました。これが平成１８年度では、大和が、これはちょっとまだフッ素の取

り組みが遅れておりまして１.９２、六日町は０.４５、塩沢は０.５６というふうにこのフッ

素洗口の効果というものが如実にあらわれているわけでありまして、効果はもう疑いの余地

のない。 

そして安全性につきましても、今まで議論をされてきましたけれども、事故や被害の報告

等は１件も、私どもはまだ聞いておりませんし、安全性は十分確立されているだろうと。そ

してご承知でしょうけれども、市販のはみがきの中にも全部フッ素入っているそうでありま

すから、その辺を考慮しますとまずまず間違いのないことだろうと。 

ちなみに本県の１２歳児の平均う歯数の本数は、全国最小で０.９９。全国最小だそうであ

ります。一応申し添えておきます。 

２番目の奥添地云々であります。クロカンの現状は、今、冬場の常設コースとして欠の上

のクロスカントリーコースということがあります。これは大体、小学生から大人の競技者ま

でいろいろ活用していただいておりますが、今はそれぞれ見ますと、コースを新設しなけれ

ばならないというほどの飽和状態ではない。状態はですね。今、議員のおっしゃっているこ

ととは違うことですけれども。 

そこで、県の県営健康スポーツ公園としてどうかと。クロスカントリーコースというのは
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ひとつのいわゆる手段だろうと思いまして、目的ではないということだと思いますが。私は

あそこは前にもちょっとお話申し上げておりますように、テニスコートはもうこれは本当に

全国に誇れる施設があるわけであります。やはりあそこを南魚沼市内のスポーツ基地にした

いと。ですから例えば野球場建設も含めて、あそこに集中させたいという考えを持っており

ますので、クロカンコースとかという部分もないばかりではないでしょうが、それ以前にや

はりやるべきことがあるのではないかと。 

ただ、県営という部分については、県とも当然何かをする際にはご相談させていただきま

すので、できればそれは県がテニスコートも野球場もみんな管理してくれるなんて言えば、

これはありがたいことですけれども。その辺も含めて、県営とまではいかないにしても、あ

の地域を我が市のスポーツ施設の集積地というふうな方向にすすめていきたいと思っていま

すので、よろしくお願いいたします。 

３ 都市基盤整備について 

都市基盤についてでありますが、都市計画税につきましては申しあげたとおり、なるべく

早くこの都市計画税部分については廃止をさせていただきたい。しかしながら、その財源を

みすみす１億４,０００万円からの財源がなくなるということを、それでよしとしているわけ

ではありませんので。これは全体的な皆さんから固定資産税の０.０５パーセントの率をあげ

させていただければこの部分がカバーされますので、全体的な中でそのカバーをさせていた

だけるかどうか、この辺を見極めながらということであります。 

下水道のつなぎこみの関係でありますけれども、これは議員おっしゃったように整備と水

洗化が同時にすすむという、これが本当に理想のかたちなのです。ところがなかなか今、普

及率は１８年度末で８２.５ですけれども、水洗化率は７５.２。ここに約７パーセントの差

が出ているわけであります。投資をしてもこれを使用していただかなければ、なかなかその

効果も出てこないということでありますので、これは本当にそういうふうになっていただき

たいと思って、それぞれお願いをしているところであります。 

１７年度末に下水道接続のお願いとアンケート調査を、３年経過未接続の世帯２,０２５件

に対して行ってみました。回収率は４０.５。今後下水道に接続していただけるかという問に

対して、３年以内に接続していただけるとあった方が２４９件。未定が５２６件。接続する

つもりがないという人が４３件。未接続の理由については、経済的な余裕がないが４６２件。

続いて下水道料金が高いが３０５件。浄化槽で不安を感じない、こういう方は２６３件。接

続費が高い２１６件。 

これらになっておりますが、計画時にきちんと説明をして、皆さん方の同意を得たうえで

この下水道事業は計画しているわけであります。全て。ですので、そこの認識がどうなって

いるのかと思わざるを得ないようなこのアンケート結果ではあります。高い部分、つなぎこ

みのお金の部分とかについても、低利の融資とかそういうことは配慮しておりますので、で

きればひとつ、つなぎこみを早めにやってもらいたい。 

平成１８年度のつなぎこみ件数は６１９件。平成１９年は６月１３日現在で２２５件。こ
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の申請が出ております。１件でも多くつなぎこみが進められるように、進めるように努力を

してまいります。 

４ 産業振興について 

バイオエタノールプラントの件でありますけれども、米からという部分がございました。

私はそれも確かに、稲を植えられるという分ではこれを例えば推進するということができる

のかもわかりません。が、私は稲を植えるのでなく、植えることは植えるのですけれども、

やはり一粒でも多くの魚沼産コシヒカリをここから収穫したいということを考えております

ので、このことを地域間、減反調整の中に利用していこうという考え方は、ちょっと今は持

っておりません。 

この辺では大体額縁調整水田というのが主でありまして、そこへまたでは、そのバイオエ

タノール用の稲を植えてそこだけ刈るかとか、そういうことも非常に無理でありますし。い

ろいろ検討してみますけれども、非常に今のところ、これをもって農業生産構造の変化に対

応していこうということには、ちょっとまだ踏み切れないという考えであります。 

５ 行財政改革、市民参画について 

行政改革の中での職員の健康管理であります。冒頭にお話しいただきましたように、有能

な大切な職員を一人失いました。本当に慙愧の至りであります。そのことを契機にいたしま

して、宮永先生にお願いを申し上げ、今、企業部職員についてはメンタルケアを実施してお

ります。アンケートチェック、病院長の個別面談。そしてさらに７月には必要と思われる一

部職員について、また先生から個別面談を予定していただいております。 

いずれにしても、こういうことの二度と起きないように、きちんとした健康管理に努めて

いかなければならないと思っております。一般的には衛生委員会を設置いたしまして、それ

ぞれ職員の健康管理、そして把握に努めているところでありますのでご理解いただきたいと

思います。 

それからメンタルヘルスセミナー、これを庁舎単位に今年度はやらせていただきたいと思

っております。勤務時間外のセミナーの開催、管理者向けのメンタルヘルスセミナー、これ

らを開催して、参加しやすい体制をとっていきたいと。それからメタボリックシンドローム、

この予防にも健康教室の開催を予定しております。そんな状況でございますので、よろしく

お願いいたします。以上であります。 

○議   長  お諮りをいたします。 

寺口友彦君の一般質問終了まで時間を延長したいと思いますがご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○寺口友彦君  ご配慮をいただきまして、ありがとうございます。 

１ 保健、医療、福祉について 

まずは保健、医療、福祉の１番目の行政区の役割りということです。市長おっしゃられた

ように、旧六日町地区の区長会での受け止め方が、無報酬で年に５回というのについては、

それはそんなのはなり手がいないというのは、それはもっともな意見が出たと思います。で
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すが、そういう意見が出ないようなもっていき方をやはり市がするべきであったのではない

かと、私は思っているわけです。 

この目的自体が、やはり市民の皆さま一人一人が自分の健康は自分で守るということを基

本にしているわけですから、そういう雰囲気をかもし出していかなければならないのは、そ

れは行政の責任であるというふうに思っているわけです。そこら辺の配慮が足りなかったの

ではないかというふうに私は考えているわけです。市長はそれについてどう思っているかと

いうことをお聞きします。 

ＮＰＯ法人化については、目的の方に乳幼児というのが入っておりますので、多分いろい

ろなメニューがこれから可能になるということですので、それは承知をいたしました。 

３番目の公設民営化の方針の中での、未満児の部分が私立に非常に多いということであり

ますけれども、市長もご存知のように、未満児というのは非常に手がかかるわけであります

ので、当然その中で保育士さんが相当数必要である。そうすると、民間ということであれば、

当然その利益といいますか、それが出なければやっていけないという状況がありますので、

申し込みは確かに保護者の勝手でありますけれども、経営者側からすれば、やはりどうして

も未満児を多くとりたいという気持ちが出てくると思うのです。 

その中で、私立保育園に関しては、保育士の年齢をみますと非常に若いと。先ほど市長が、

おしゃべりばっかりしている保育士がいるというお話しでしたが、やはり保育を提供する側

の保育士の質というのを見ますと、若い方は経験が不足であると。そういう方が私立には多

いのではないかと私は思っております。そういう面で公立と比べて、果たして均一といいま

すか、質の高い保育が提供できるのか。そこら辺を監視をするのが市の役目であるわけです

から、その辺についてやはり逐一、監視と言うと語弊がございますので、相談を受けるとい

うかたちでのすすめ方をしていくという考え方はどうか、ということであります。 

２ 教育、文化について 

それからフッ化物についてでありますけれども、これははっきり申し上げて、古くて新し

い問題と言いましょうか。塩沢中学１年生が実施をしているだけで、他の中学はゼロと。２、

３年生は実施をしていないというのが続いているわけであります。フッ化物洗口の有効性と

いうのを市が認識しているのであるならば、やはり全学年の方に私は広げていくという方向

を、市はもつべきではないかというふうに思っているわけです。そうした中で、まあまあ今

のところ虫歯の数も全国で一番少ないからいいではないかというような考えではなくて、い

いと思おうものはどんどんすすめていく。 

ただし、そのすすめ方の中でも、住民の皆さまがだめだと言うならばそれはしょうがない

と。大和地区、旧大和町では住民の皆さんがなかなかＯＫを出さないという部分で、フッ化

物洗口を実施してこなかったという経緯がありますが、それが未だに解決をされていないと

いうことについて、どういうようなお考えかというところであります。 

それから県営の健康スポーツ公園でありますけれども、この部分の一番大事なところは、

奥添地というのに湯沢町も入るわけでありますので、そうすると湯沢町と連携をするという
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ことがやはり当市にとって非常に大切であると。その後何があるかわかりませんけれども、

湯沢町との連携を考えていくことは非常に大事だということです。 

知事はタウンミーティングの中でメディカルビレッジということで、そういう方面での玄

関口というお話しでしたが、私は江戸川区の方に行きまして、江戸川区の方から話を聞きま

した。どうして私たちのところへ江戸川荘なんて作ったのかと聞きますと、車で１時間で、

「トンネルを抜ければ雪国だった」という別世界があると。ここは非常に魅力なのだという

ことであります。そうすると、他の地区でそういうことが始まらないうちに、当市が湯沢町

と連携をして、関東の玄関口ということを県とともに進めていくということは、当市にとっ

て非常に有益であると私は考えているわけです。この点についての市長のお考えを伺います。 

３ 都市基盤整備について 

それから都市計画税であります。税の公平性ということで、ある地区で滞納していた方た

ちと、納めている方たちの公平感はどうかというところをお聞きしたかったわけですが、滞

納しているといっても、不納欠損するわけではないのだということですので、そういう面で

の公平性はあると思う。 

ただ、市内全域でその都市計画というのを、その網といいますか、都市計画通らないとい

うことになった場合について、私は専門化ではないのでよくわかりませんが、その都市計画

地域を設定して、都市計画税を集めなければできないというような事業に、差し障りは出な

いのかというところを心配したわけであります。そういう面で公平性が保たれるのかという

ところであります。 

住民の皆さまがこんなものはいらないというのであれば、それに従って都市計画地域をは

ずしていくということは、それはそれでいいと思いますが、それが他の地域に波及するとい

うことはどうなのかというところを、お考えをお聞かせ願いたい。 

下水道整備でありますが、分担金、負担金の不納欠損１,９００万円ということであります

けれども、下水道の企業会計でいけばそれほど大きな金額ではない。確かに寄付というかた

ちで納めていただければ、そういう意味では解消できるのかと思います。けれども、これは

不納欠損にあたった部分が１,９００万円であって、やはり今、市長の方からもあったように、

つながないという方たちは多分、分担金も納めてくれないのではないかなという思いもあり

ますので、予備軍も相当いるのではないかということを考えます。 

そうすると、企業会計を見たときにこういうつなぎこみというものをどの程度見ていくの

かというところが非常に大事になるのではないかと思いますので、その予備軍に対してのお

考えをお聞かせ願いたい。 

４ 産業振興について 

それからバイオエタノールでありますけれども、私は市内でそういう稲を作れというので

はありません。聞くところによるとキロ７０円くらいで、１反歩あたり１２俵くらいという

話です。私は、蒲原地区――聞くところによりますと北海道産のきらりに相当やられまして、

売れ残りが非常に多いという地区で品種の転換を図らなければならないという部分があって、
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それで率先してやるのではないかと思います。そうしますと、地域間調整でありますので蒲

原地区にそういう分をお願いをして、当市は１００パーセントの作付けを実施していくとい

う、そういう方向にもっていける可能性があるのではないかというところでお伺いをしたわ

けです。それについての市長のお考えをお聞きします。 

５ 行財政改革、市民参画について 

それから職員の健康管理でありますけれども、これは健康管理というのは一端でありまし

て、私は部長制を敷いたと。部長は確かに決裁権をもっておりますが、その仕事の能率とか、

健康とか、全ての面で部長はその采配を振るのだと。交通整理ですけれども。そういう能力

をもってその部長制を敷いたといいますか、部長の任にあてたというように私は思っており

ますので、その辺について。部長になってどうしていいかわからないという方、そういう部

長はいらっしゃらないと思いますけれども、全ての面で交通整理がきちんとできる部長を配

置してやっているのだから、そういうところを部長の責務として考えているのかどうかとい

うことをお聞きします。 

○議   長  ８番議員にちょっとお尋ねしますが、質問の１回目の内容の趣旨をもっと

明確に言ってください。今、再質問を聞いていると、当初の質問と全然聞きたいものが違う

ような感じがします。時間の浪費がありますのでひとつ今後、気をつけてください。 

○市   長  再質問にお答えいたします。 

１ 保健、医療、福祉について 

この一番目の行政区長会の経過の中でのやりとりでありまして、こういう議論が出ないよ

うにもっていくのが市の役割りだと、こういうことでありますが。まさにそのとおりだと思

いますけれども、私どもは理想が過ぎたのかもわかりません。自分の健康を自分で守るとい

うことの中で、無報酬でその健康推進員という方が、わりあいと簡単に出てくると思ってし

まったのです。ですから、思いの違いでした。 

大和地区は全部出ましたね、すぐ。それから地域の流れもあります。やはり市街化されて

いる部分というところは、なかなか難しい。六日町の中でも、例えば城内地区でも、私は城

内出身でありますから、全部１００パーセントだと思った。ところが、やはり新興住宅地な

どはそうではないのです。なかなか厳しいご意見を持っていらっしゃる。 

ですので、そういうちょっと私の思い入れと市民の皆さんの考え方が違う部分がありまし

たが、これは今後の教訓として生かしていきたいと思っております。今は一応こういうこと

でご了解いただいて、出していただかない地域にもお願いしているところでありますので、

よろしくお願いします。 

ＮＰＯの方はこれでよろしいですね。保育園の方でありますけれども、確かに民間といい

ますか、公設民営も含めて私立の方は若い皆さんが多いです。ところが、我が方は年配が多

いのです。ある保育園では、全部の保育士さんが５０代というところがあるのです。全部。

これを見ますとやはり保護者の皆さんは、こういう人が全部であの子どもたちを本当に保育

できるのだろうかという不安を持ってもいらっしゃるのです。 
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経験も大事です。しかし、本来若さに勝るものはないということでありまして、ただ若い

ばかりがいいということではありませんが。私立それから公設民営の部分についても、園長

とかそういう皆さんはある程度経験を持った方でありますので、そう心配をしていないとい

うふうに思っております。 

相談は当然、一緒になって受けることもありますし、こちらから指導的なお話しをするこ

ともあります。私立だから、公設民営だからという分け隔てなく、きちんとした対応を市も

一緒になってやっていきますのでよろしくお願いいたします。 

２ 教育、文化について 

フッ化物の件であります。もっと推進せよということであります。ご承知だと思いますが、

大和地域は去年ようやくいただけるご理解をいただいて始めたところでありまして、大和が

一応そういう方向になってきたと。いいことだと思っていますからなるべくすすめていくと

いうことですけれども、あまり無理をしても、もう心情的にそれはだめだという方もいらっ

しゃいます。そういうところも無理矢理ということではありませんけれども、今も一応希望

制をとった中でやっていただいている。いいことだと思っておりますので推進はしていきま

す。 

奥添地関係であります。湯沢との連携をもって、関東の玄関口。これは確かにそうであり

ますので、湯沢さんとはいつも上村町長さんともお話しをしています。ですので、今回、直

江兼続公関連の実行委員会の中にも入ってもらうのですね。（「越後魚沼で」の声あり）越後

魚沼という部分で入っていただいたり、お互い連携を深めながらやっていきます。が、例え

ば湯沢と関係が悪化しても、私どものところは関東の玄関口というのは変わらないのです。

圧倒的に優位性がありますから。トンネル抜けたばかりは南魚沼市ではありませんけれども、

ほんのちょっと来ればもう南魚沼市ですから、奥玄関とも言いませんけれども、玄関です。 

ですからそういう優位性は、知事も湯沢がなければだめだなんていう話は全くしていませ

んね。全体的なことととらえてやっていますので、関東の玄関口にあたるという部分は多い

に利用させていただく。しかも石打インターがあそこにあるわけですからその部分を利用さ

せていただいて、広範な活動に努めていきたい。 

それから奥添地。奥添地は今、冬、スキー場のコースとして一部貸しているそうでありま

す。全部市有地であります。土地使用料を２５０万円程度いただいているということであり

ます。 

３ 都市基盤整備について 

都市計画税。これは牧野議員のときだったですかお答えいたしましたが、これによって、

では都市計画事業に差しさわりが出るか。これは出しません。出さないようにしなければな

りません。例えば都市計画税というものを廃止して、では都市計画事業の財源はどうしてや

っていくのだということ。今でも、先ほど触れましたが都市計画事業の中にあてているのは

１,７４０万円です。起債償還で９,５４０万円。下水道の繰出し金で３,１２０万円です。下

水道というのはいわゆる用途地域ばかりの中ではないところにも相当広がっていますから。
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農集は別にしてもそこに全部繰出していますから、お互い同じ負担なのです。そう思ってい

ただければまずご理解はいただけると思っております。それによって事業の選別をしたりと

か、差しさわりのあるようなことはいたしません。 

つなぎこみのことに対しての滞納者への対応ですけれども、これはもう対応といったって

粘り強くお願いするよりほかにありませんし、不納欠損にならないような処置をきちんとと

っていかなければならないと思っております。それ以外にどうも触れるところもありません。 

４ 産業振興について 

バイオエタノールの件ですけれども、ちょっと私が勘違いをしておりました。そういうと

ころでバイオエタノール用の米を作っていただく。それがそこの地域との地域間調整をどう

だということであれば、これはもうそういうところがあれば一生懸命、話かけなければなり

ませんけれども。今、全農の計画では、やるとしてもせいぜい県下で２８０ヘクタールくら

いだそうです。まあ、この数字だけ見ればこれによって地域間調整の、私どもの方に相当貢

献度が出るかと言われるとちょっとわからない部分ですけれども、頭の中に入れながら対応

していかなければならないと思います。 

５ 行財政改革、市民参画について 

最後の職員の健康管理について、部長がそういうところまで全部把握すべき。当然把握的

なことはしますが、その対応というのはやはり医師でなければできないとかいろいろなこと

がありますから。対応をするように、これは当然部長も全部心得て、この課長の顔色が悪い

とか、あの課員の顔色が悪いとか、そういうことはしょっちゅう見ていただいて、健康管理

には十分気を配っていただいたり対応していただける。相談ごとだって部長として相談にの

るということだって当然あるわけです。悩みごとを聞くこともあるわけですから。 

そういうことをきちんと備えた皆さんを部長、あるいは次長に任命したつもりであります

ので、１００パーセントとは言えませんけれども、万般怠りはないという思いであります。 

１ 保健、医療、福祉について 

それから先ほどのＮＰＯ法人の申請は、９月下旬。そして１２月下旬ごろの設立を目標に

しているということであります。よろしくお願いいたします。 

○寺口友彦君  先ほど議長の方から、あまりにも飛ぶような質問をするなという趣旨であ

りましょうが、私はどの辺がちょっとそうなのかとわかりませんので、後で議場でゆっくり

とお話しを。 

１ 保健、医療、福祉について 

１点だけ、再々質問させていただきます。厚生労働省が療養病床の方を削減ということで、

そこはすすんでいるわけです。そうすると大和病院が地域医療で果たしてきた役割りを考え

た場合、当市ではやはり認知症対応の医療施設といいますか、それが必要になってくるだろ

うと。そうした場合にこの大和病院の目的というものは、介護保険も使える、医療保険も使

えるというようなかたちでの施設に衣替えをしていって、その中で地域完結型の地域医療体

制をやるのだというような方向を宮永院長の方がお持ちでないとするならば、市長の方はち
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ょっとそういう問いかけをしていただいてですよ。大和病院の方を――基幹病院の問題もあ

りますけれども――私はそういうかたちで活用していくという中で、医師と看護師を確保で

きるというような新しい試みができるのではないかというふうに考えております。それにつ

いての市長のお考えを。 

○市   長  お答えいたします。 

１ 保健、医療、福祉について 

この大和病院の今後のあるべき姿といいますか方向性。これについては今おっしゃったよ

うなこともありましょうけれども、やはり基幹病院との連携を無視してはやっていけません

ので。基幹病院のかたちこれらが今年はっきり出てくるわけでありますし、今のところの構

想的なものでは、大和病院の部分を外来診療に特化していくかとか、そういう議論も出てい

るわけです。いわゆる療養的な病床、そうなりますと老健施設ということになりましょうか。

その部分については病院の中で、それが大和であるか、六日町がいいのか、城内がいいのか。

その辺はこれからまた別個に考えなければならないと思います。 

要は基幹病院との連携をどうとるか。そこの中で、ではどういうことがまたやれるかとい

うことを考えていかなければなりません。基幹病院を無視して、大和はまたこういうことを

やるのだよということはでき得ないということです。宮永先生がもしそういう考え方を持っ

ているとすれば、私はそれをちょっと静止しなければなりませんし、宮永先生にいろいろ考

えていただきます。考えていただきますが、このことだけを今、特別に打ち出してどうして

いこうということは、もうちょっとお待ちをいただきたいと思っております。事務長の方で

何か特別のことがあったら、なければいいです。 

○議   長  お諮りをいたします。 

 本日の会議はこれで延会といたしますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。よって本日はこれで延会することに決定しました。大変ご苦労さま

でした。 

 なお、明日の日程につきましては、この後すぐ議会運営委員会を開催し、日程変更の場合

は各会派の長に連絡をいたします。 

（午後５時００分） 

 

 


